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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次
国際会計基準

移行日 第７期 第８期 第９期 第10期

決算年月 2015年１月１日 2015年12月 2016年12月 2017年12月 2018年12月

売上収益 （千円） － 16,785,914 16,760,167 18,194,991 21,285,103

税引前利益 （千円） － 3,058,700 2,921,326 2,989,455 4,105,244

親会社の所有者に帰

属する当期利益
（千円） － 1,984,713 1,875,536 1,932,104 2,655,622

親会社の所有者に帰

属する当期包括利益
（千円） － 1,971,759 1,876,383 1,951,542 2,712,759

親会社の所有者に帰

属する持分
（千円） 21,178,943 19,914,674 19,159,187 19,737,424 21,033,424

総資産額 （千円） 28,253,684 26,120,335 25,321,970 28,062,930 29,412,881

１株当たり親会社所

有者帰属持分
（円） 405.27 411.40 425.67 222.90 240.91

基本的１株当たり当

期利益
（円） － 40.01 39.47 21.81 30.36

希薄化後１株当たり

当期利益
（円） － 39.99 39.45 21.80 30.15

親会社所有者帰属持

分比率
（％） 75.0 76.2 75.7 70.3 71.5

親会社所有者帰属持

分当期利益率
（％） － 9.7 9.6 9.9 13.0

株価収益率 （倍） － 14.9 16.0 24.0 17.6

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） － 599,518 3,141,976 2,557,778 4,566,291

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） － △801,507 △684,043 △2,072,263 △2,496,013

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） － △1,875,722 △3,323,856 △2,250,582 △2,408,710

現金及び現金同等物

の期末残高
（千円） 10,719,032 8,628,510 7,738,206 5,970,318 5,626,723

従業員数 （人） 820 794 772 928 921

（注）１．第８期より国際会計基準（以下「IFRS」という。）に基づいて連結財務諸表を作成しております。

２．売上収益には、消費税等は含まれておりません。

３．第８期において普通株式１株につき２株の株式分割を行いましたが、第７期の期首に当該株式分割が行われ

たと仮定し、１株当たり親会社所有者帰属持分、基本的１株当たり当期利益及び希薄化後１株当たり当期利

益を算定しております。

４．第10期において普通株式１株につき２株の株式分割を行いましたが、第９期の期首に当該株式分割が行われ

たと仮定し、１株当たり親会社所有者帰属持分、基本的１株当たり当期利益及び希薄化後１株当たり当期利

益を算定しております。
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回次
日本基準

第７期 第８期

決算年月 2015年12月 2016年12月

売上高 （千円） 16,834,117 16,855,182

経常利益 （千円） 2,434,081 2,138,014

親会社株主に帰属す

る当期純利益
（千円） 1,192,586 1,217,502

包括利益 （千円） 1,210,979 1,214,596

純資産額 （千円） 19,245,748 17,821,401

総資産額 （千円） 25,439,769 23,989,346

１株当たり純資産額 （円） 396.97 395.79

１株当たり当期純利

益
（円） 24.04 25.62

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益
（円） 24.03 25.61

自己資本比率 （％） 75.5 74.3

自己資本利益率 （％） 5.9 6.6

株価収益率 （倍） 24.8 24.7

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 601,251 3,135,639

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △801,275 △684,042

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △1,877,685 △3,317,520

現金及び現金同等物

の期末残高
（千円） 8,628,509 7,738,205

従業員数 （人） 794 772

（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．第８期において普通株式１株につき２株の株式分割を行いましたが、第７期の期首に当該株式分割が行われ

たと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益を算定

しております。

３．第７期及び第８期の日本基準に基づく連結財務諸表につきましては、金融商品取引法第193条の２第１項の

規定に基づく監査を受けておりません。

 

EDINET提出書類

株式会社ブロードリーフ(E27361)

有価証券報告書

  3/116



(2)提出会社の経営指標等

回次 第６期 第７期 第８期 第９期 第10期

決算年月 2014年12月 2015年12月 2016年12月 2017年12月 2018年12月

売上高 （千円） 18,894,039 16,824,282 16,851,527 17,219,712 19,012,853

経常利益 （千円） 4,098,843 2,493,250 2,230,465 2,745,150 3,506,828

当期純利益 （千円） 2,193,214 1,251,755 1,142,986 1,478,750 2,022,869

持分法を適用した場合

の投資利益
（千円） － － － － －

資本金 （千円） 7,147,905 7,147,905 7,147,905 7,147,905 7,147,905

発行済株式総数 （株） 26,221,700 25,234,200 48,948,400 48,948,400 97,896,800

純資産額 （千円） 21,294,322 19,385,961 17,913,514 17,850,461 18,212,803

総資産額 （千円） 28,343,931 25,565,938 24,079,272 23,660,876 24,731,067

１株当たり純資産額 （円） 813.83 399.87 397.83 201.51 208.60

１株当たり配当額

（円）

20.00 25.00 30.00 22.00 12.00

（うち１株当たり中間

配当額）
(10.00) (12.50) (17.50) (11.00) (5.50)

１株当たり当期純利益 （円） 84.03 25.24 24.05 16.70 23.12

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益
（円） 83.90 25.22 24.04 16.69 22.97

自己資本比率 （％） 75.0 75.7 74.4 75.4 73.6

自己資本利益率 （％） 10.6 6.2 6.1 8.3 11.2

株価収益率 （倍） 20.2 23.7 26.3 31.4 23.1

配当性向 （％） 23.8 49.5 88.4 65.9 51.9

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
（千円） 4,849,762 655,993 － － －

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
（千円） △1,156,662 △1,088,971 － － －

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
（千円） △2,250,906 △1,854,060 － － －

現金及び現金同等物の

期末残高
（千円） 10,671,694 8,384,656 － － －

従業員数 （人） 816 788 764 758 770

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．第８期よりIFRSに基づいて連結財務諸表を作成しているため、持分法を適用した場合の投資利益、営業活動

によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び

現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、第６期及び第７期は関連会社の損益等に重要性が乏しいため

記載しておりません。

４．第８期の１株当たり配当額（中間配当額）には、創業10周年記念配当５円を含んでおります。

５．第８期において１株につき２株の株式分割を行いましたが、第７期の期首に当該株式分割が行われたと仮定

し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益を算定しており

ます。

６．第10期において１株につき２株の株式分割を行いましたが、第９期の期首に当該株式分割が行われたと仮定

し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益を算定しており

ます。

７．当社は、2016年12月17日付で株式１株につき２株の分割を行っており、その結果、発行済株式総数は

48,948,400株となっております。また、2018年４月１日付で株式１株につき２株の分割を行っており、その

結果、発行済株式総数は97,896,800株となっております。
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２【沿革】

当社（形式上の存続会社）は、カーライル・グループの支援の下、2009年９月16日、当社の実質的な存続会社であ

る株式会社ブロードリーフ（以下、「旧株式会社ブロードリーフ」という。）の経営陣によるマネジメント・バイア

ウト（MBO）のための受皿会社として、シー・ビー・ホールディングス株式会社の商号で設立されました。その後、

2009年11月13日に株式譲渡により旧株式会社ブロードリーフ（実質上の存続会社）を完全子会社化し、2010年１月１

日、旧株式会社ブロードリーフを吸収合併することで営業活動を全面的に継承すると同時に、株式会社ブロードリー

フに商号変更しました。2013年３月22日には東京証券取引所市場第一部に上場し、現在に至っております。

実質上の存続会社である旧株式会社ブロードリーフは、2005年12月30日の翼システム株式会社からの「パッケージ

ソフトウェア事業」の営業譲受以降、アイ・ティー・エックス株式会社の子会社として事業を行っておりました。そ

の後、短期的な業績変動にとらわれず、2008年のリーマン・ショックを機に激変していた自動車業界の環境変化に対

応し、持続的な成長基盤の構築や海外展開の推進を行うことを目的とし、マネジメント・バイアウト（MBO）を実施

しました。

従いまして、以下におきましては、当社の事業を2005年12月以前において行っておりました、翼システム株式会社

のパッケージソフトウェア事業、実質上の存続会社である旧株式会社ブロードリーフ及び、当社（形式上の存続会

社）の沿革につきまして記載しております。

 

当社の設立から現在に至るまでの沿革を図示しますと、下図のようになります。

<当社の変遷>
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<当社（形式上の存続会社期間を含む）の沿革>

年　　月 概　　　　要

2009年９月 シー・ビー・ホールディングス株式会社を設立（東京都千代田区）。

2009年11月 旧株式会社ブロードリーフの全株式を取得し、同社を完全子会社とする。

2010年１月 旧株式会社ブロードリーフを吸収合併し、同日、株式会社ブロードリーフに商号変更。

2010年３月 本社を品川区に移転。

2010年12月 株式会社メイクウェーブ・ジャパンの事業を譲受、同社を解散。

外国語教育のデジタルコンテンツASPサービスを行う株式会社WEICとの業務提携を開始。

2011年３月 テレビ電話会議システムに強みを持つ株式会社SOBAプロジェクトとの業務提携を締結。

2011年12月 自動車アフターマーケットにおける業者間の問い合わせや受発注業務をシームレスに行える「BLパーツ

オーダーシステム（ビーエルパーツオーダーシステム）」のサービス提供を開始。

2012年７月 携帯性や操作性に優れるタブレット端末の特性を商談相手に活かす業務アプリケーション「CarpodTab

（カーポッドタブ）」の販売を開始。

2012年10月 中国の安徽省合肥市に博楽得信息科技（合肥）有限公司を子会社として設立。

2013年３月

2013年９月

 

 

東京証券取引所市場第一部に株式を上場。

自動車アフターマーケットの新たなビジネス領域を開拓することを目的に、全日本ロータス同友会、ＢＳ

サミット事業共同組合、株式会社オートバックスセブン、パイオニア株式会社、株式会社エヌ・ティ・

ティ・ドコモと共同で、「次世代オートアフタービジネス研究会」を設立。

2013年12月

 

高速かつ安定した分散処理技術に強みを持つ株式会社グルーヴノーツとの業務提携に関する基本合意を締

結。

2014年４月

 

2015年12月

自動車整備工場へ集客支援を目的にカーオーナーへ顧客店舗の魅力を訴求するサービスブランド「街の

カーウンセラー」認定店舗１号店がオープン。

フィリピンのメトロマニラマカティ市に現地法人Broadleaf I.T.Solutions Inc.を子会社として設立。

2017年３月

2017年７月

先端技術の研究開発を行う研究子会社、株式会社SpiralMindを設立。

株式会社タジマを子会社化。

 

<翼システム株式会社のパッケージソフトウェア事業に関する沿革>

年　　月 概　　　　要

1983年２月 翼システム株式会社設立（東京都江東区）。

1983年８月 自動車部品商向けシステム「パーツマン」の販売を開始。

1986年６月 自動車整備業向けシステム「スーパーフロントマン」の販売を開始。

1991年６月 自動車鈑金塗装業向けシステム「スーパーフロントマン」の販売を開始。

1993年１月 機械工具商向けシステム「機工メイト」の販売を開始。

1993年12月 中古車販売業向けシステム「スーパーフロントマン」の販売を開始。

1998年３月 携帯電話販売代理店向け総合管理システム「携帯7」の販売を開始。

2000年７月 自動車用リサイクル部品共有在庫ネットワーク「パーツステーションNET」を構築、リサイクル部品決済

代行サービス提供を開始。

2002年８月 旅行代理店向けシステム「旅行プレゼン」システムの販売を開始。

2004年４月 旅行業界向けシステム「SFバス運行システム」の販売を開始。

2004年６月 マイクロソフト株式会社と自動車業界向け各種ソリューションのMicrosoft.NET（マイクロソフト　ドッ

トネット）対応で提携。

2005年11月 自動車鈑金見積ネットワークシステムBK.NS(ビーケードットエヌエス)の先行販売を開始。

2005年12月 アイ・ティー・エックス翼ネット株式会社を子会社として設立。

「パッケージソフトウェア事業」を営業譲渡。
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<旧株式会社ブロードリーフ（実質上の存続会社）の沿革>

年　　月 概　　　　要

2005年12月 翼システム株式会社のパッケージソフトウェア事業を行うことを目的として、アイ・ティー・エックス翼

ネット株式会社を設立（東京都江東区）。

パッケージソフトウェア事業(システム販売分野、サプライ販売分野、データメンテナンスサービス分

野、保守サービス分野、手数料・課金・その他分野)を翼システム株式会社から譲り受け、業務を開始。

2006年１月 アイ・ティー・エックス株式会社を相手先とした第三者割当増資(増額資本金15,750百万円)を実施し、同

社の連結子会社となる。

2006年８月 株式会社ブロードリーフに商号変更。

 本社を東京都品川区に移転。

2006年９月 ジャシイ株式会社の株式を取得し、関連会社とする。

 
自動車整備ネットワークシステム「SF.NS(エスエフドットエヌエス)」並びに車両販売ネットワークシス

テム「CS.NS(シーエスドットエヌエス)」の販売を開始。

2007年１月 携帯電話販売代理店向け業務システムの新商品、「携帯７PRO(プロ)」の販売を開始。

2007年11月 中古車販売業向け業務システムの新商品、「VX.NS(ブイエックスドットエヌエス)」の販売を開始。

 自動車販売支援ポータルサイト、「Carpod.jp(カーポッドジェーピー)」の運営を開始。

2008年５月 株式会社SJホールディングス（現株式会社カイカ）と中国でのオフショア開発(※1)について業務提携の

覚書を締結。

2008年９月 通信事業強化のため、株式会社メイクウェーブ・ジャパンの株式を取得し子会社化する。

2008年12月 携帯電話販売代理店向け業務システムの新商品、「MK.NS(エムケードットエヌエス)」の販売を開始。

2009年３月 自動車部品流通支援システムの新商品、「PM.NS(ピーエムドットエヌエス)」の販売を開始。

2009年10月 ジャシイ株式会社より作業改善ツール「OTRS(オーティーアールエス)」事業の譲受、販売を開始。

ジャシイ株式会社を解散。

2009年11月 自動車鈑金フロントネットワークシステムの新商品、「BF.NS(ビーエフドットエヌエス)」の販売を開

始。

「産業プラットフォーム」戦略を推進するため、カーライル・グループとの協働のもと、シー・ビー・

ホールディングス株式会社(2009年９月にカーライル・グループによって設立された会社)が当社株式を全

部取得し、当社(※２)はシー・ビー・ホールディングス株式会社の完全子会社となる。

2010年１月 シー・ビー・ホールディングス株式会社が当社を吸収合併し、消滅会社となる。
 

(※１)オフショア開発とは、システムの開発や運用管理等を海外の企業に委託することをいいます。

(※２)上記表中の「当社」は旧株式会社ブロードリーフを指します。
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３【事業の内容】

当社グループは、当社、子会社７社及び関連会社１社で構成されております。

当社グループは、主に自動車アフターマーケット業界をはじめとする市場に、ネットワークを介した業種特化型の

業務アプリケーションの提供、顧客に対する保守サービスやサプライ品の提供に加え、産業プラットフォーム上での

各種ネットワークサービスを行っており、当該事業はシステム販売分野、システムサポート分野及びネットワーク

サービス分野の３分野で構成されております。なお、当社グループはITサービス事業の単一セグメントであるため、

関連情報として上記分野別での区分を行っております。

 

分　野 サービス内容

システム販売

・業種特化型業務アプリケーションの開発・販売

・作業分析・最適化ソフトウェアの開発・販売

・パソコン本体やプリンタ等の仕入・販売　ほか

システムサポート
・システム販売顧客への保守サービスの提供

・帳票類やOAサプライ品等の仕入・販売

ネットワークサービス

・システム販売顧客へのデータベース提供サービス

・システム販売顧客へのサーバー提供サービス

・自動車リサイクル部品の決済代行サービス

・自動車部品の電子受発注機能の提供

・タブレット型業務支援ツールの提供

・eコマース、データ分析サービス　ほか

 

(1) システム販売分野

当社グループは、自動車アフターマーケット業界に従事している事業者のほか、旅行取扱い事業者、携帯電話販

売代理店事業者、機械工具取扱い事業者等に対して、経営効率の向上及び事業創造を支援する業務アプリケーショ

ンを提供しております。当社グループの業種特化型業務アプリケーションは、特定業種固有の業務フローに則した

見積及び請求管理等の汎用的な機能を具備しております。また、当社グループは、パソコンに当該業務アプリケー

ションを搭載して顧客に販売する場合に、併せて液晶ディスプレイ、プリンタ及び周辺機器等のハードウェアを販

売しております。さらに、ニーズに応じて受託型のシステム開発も行っております。

システムの販売に際しては、アプリケーションの使用権を当社グループがリース会社に販売し、リース会社が顧

客へ主に６年でリース販売する契約形態を取っております。

また、整備工場や製造工場における改善活動を支援する作業分析・最適化ソフトウェアを提供しております。当

該ソフトウェアは、IE(Industrial Engineering)手法に準拠し、生産現場における人・モノ・機械の動きを動画分

析・時間分析することにより、ムリ・ムダ・ムラを可視化し、作業時間の短縮・省力化・コスト削減を実現する現

場改善機能を具備しております。作業分析は作業現場に留まらず、伝統工芸の匠の技の伝承、介護スタッフの教育

並びにサービス業のベストプラクティスの共有等により幅広い市場への展開が進んでおります。

 

(2) システムサポート分野

当社グループは、365日稼働のコールセンターや全国をカバーする拠点に専門スタッフを配置し、ネットワーク

やハードウェア、サーバー等のトラブル時に迅速に対応するサポート体制を構築しており、システム販売顧客に対

する業務アプリケーション保守サービス並びにハードウェア保守サービスを提供しております。また、業務アプリ

ケーションで利用する帳票類等のサプライ品販売も行っております。
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(3) ネットワークサービス分野

ネットワークサービス分野は、ネットワーク型の業種特化型業務アプリケーションの販売先に対する付帯サービ

スが主となっております。データベース提供サービスやサーバー提供サービスのような業務アプリケーション利用

のために不可欠なサービスのほか、自動車アフターマーケット業界でのリサイクル部品流通における決済代行サー

ビス並びに各事業者間での自動車部品の電子受発注機能等を提供しております。

主なサービスの内容は下表のとおりであり、対価は月額固定課金又は従量課金等で収受しております。

 

主なサービス 主な顧客 サービス内容

データベース提供

サービス

整備事業者

鈑金事業者

部品商

リサイクル事業者

中古車販売事業者

旅行取扱い事業者等

新しく発売される自動車関連の車両情報や、日々更新される部品関連情報

を定期的に入手・集約し、システム利用顧客との契約に基づき最新のデー

タベースを提供しております。対価として月額固定で代金を収受しており

ます。

サーバー提供

サービス

ネットワーク型システムは、当社サーバーの利用を前提としたシステムで

あるため、サーバー維持の対価として月額固定で代金を収受しておりま

す。

リサイクル部品

決済代行サービス

リサイクル事業者

部品商等

インターネットを利用してリサイクル事業者等の販売者と部品商等の購入

者との間でリサイクル部品の在庫情報を共有するリサイクル部品流通ネッ

トワーク「パーツステーションNET」を運営しており、リサイクル部品を売

買する際に発生する取引代金の決済を当社が代行し、定率で手数料を収受

しております。

自動車部品の電子

受発注機能の提供

整備事業者

鈑金事業者

部品商

リサイクル事業者等

整備・鈑金工場等の部品購入者のシステムと、部品商・リサイクル事業者

等の部品販売者のシステムをネットワーク接続することにより、新品・リ

サイクル部品に関する問い合わせ業務、受発注業務を直接シームレスに行

うことができる「BLパーツオーダーシステム」を提供しており、月額固定

又は従量課金により代金を収受しております。

タブレット型業務

支援ツールの提供

整備事業者

鈑金事業者

部品商等

持ち運びが便利なタブレット端末を使用して、整備履歴の参照、最適な車

検コース提案並びに画像や動画による分かりやすい説明等、カーオーナー

への提案を支援する業務アプリケーションを内蔵した「CarpodTab」を提供

しており、月額固定で代金を収受しております。

eコマース

整備事業者

部品商

カーオーナー等

当社が保有する部品データベース及び自動車車両データベースを活用し、

自動車補修部品専門のショッピングサイトを運営・管理しております。全

国の部品商が出品する自動車補修部品をインターネット経由で検索・購入

することを可能とし、部品の売買に応じて手数料を収受しております。

データ分析

サービス

整備事業者

鈑金事業者

部品商等

当社の強固な顧客基盤から収集した膨大な自動車関連の大規模データを活

用したサービスを提供しております。顧客の要望に応じてデータを収集・

分析・加工して提供しており、月額固定課金、従量課金又は契約時一括に

より代金を収受しております。
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［事業系統図］

当社グループの事業系統図は、次のとおりであります。
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４【関係会社の状況】

 

名称 住所
資本金又は
出資金
（千円）

主要な事業の内容

議決権の所
有割合又は
被所有割合
（％）

関係内容

（連結子会社）

株式会社タジマ
東京都品川区 50,000

システム開発・

販売
100 役員の兼任

株式会社SpiralMind 東京都品川区 100,000
先端技術の

研究・開発
100 役員の兼任

博乐得信息科技（合肥）

有限公司
中国

11,502

千人民元

システム開発・

販売
100

当社システムの使

用許諾、資金の援

助、役員の兼任

北京盛源博乐信息科技有

限公司
中国

2,040

千人民元
システム販売 100 役員の兼任

Broadleaf I.T.

Solutions Inc.
フィリピン

75,000

千フィリピンペソ

データベースの

開発・管理
100 役員の兼任

その他２社      

（持分法適用関連会社）

BLISAM TRADING CORP.
フィリピン

75,000

千フィリピンペソ

自動車部品の輸

入・販売

50

(50)
役員の兼任

（注）１　株式会社タジマについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上収益に占める割合が10％

を超えております。

主要な損益情報等      ① 売上高       2,363,409千円

② 経常利益       207,910千円

③ 当期純利益     111,171千円

④ 純資産額     △705,593千円

⑤ 総資産額     1,522,485千円

 

２　議決権の所有割合の（　）内は、間接所有割合で内数であります。
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５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

2018年12月31日現在
 

セグメントの名称 従業員数（人）

ITサービス事業 921

（注）１．従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへ

の出向者を含む。）であり、臨時雇用者数は、従業員数の10％未満であるため、記載を省略しておりま

す。

２．当社グループは、ITサービス事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しておりま

す。

 

(2）提出会社の状況

2018年12月31日現在
 

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

770 42.2 9.4 5,925,545

（注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨

時雇用者数は、従業員数の10％未満であるため、記載を省略しております。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３．平均勤続年数は、2010年１月１日に当社との合併により消滅した旧株式会社ブロードリーフにおける勤

続年数を通算しております。

 

(3）労働組合の状況

労働組合は組織されておりませんが、労使関係は良好であります。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

100年に一度と言われる変革期に直面している自動車産業の中で、自動車アフターマーケットも大きな環境の変化

を迎え、AIを活用した自動運転等の新しい技術や、電気自動車に代表される新しい形の移動体（モビリティ）が今後

大きく普及すると予想されております。また、近年のカーオーナーのニーズや各個人のライフスタイルの多様化に伴

い、カーシェアやライドシェアといった、所有することから利用することへと自動車との関わり方が変化していくと

予想されます。このような環境変化の中で、大手IT企業に代表される新たな業界からの自動車関連産業への参入、顧

客間の競争激化等、新しい動きが起こっております。当社グループは、これらの動きに迅速かつ柔軟に対応し、常に

価値あるサービスを提供していくために、新たにサービス提供を開始しました「Broadleaf Cloud Platform」の拡大

を推進してまいります。さらに当社グループは、国内自動車アフターマーケット向けシステム販売からの事業ドメイ

ン拡大を掲げ、先端技術を取り入れた革新的な事業を創出する企業への進化を目指してまいります。具体的には、次

の５点の重点戦略を通じて、中長期的な企業価値の向上を図ってまいります。

 

(1) 「Broadleaf Cloud Platform」上で稼働するサービスの拡充

当社グループは、顧客の業務を改善する業種特化型アプリケーションを提供しており、業界で高いシェアを獲得

しております。今後は、これらに加え、業種・業界を超えた様々なパートナー企業と連携し、「Broadleaf Cloud

Platform」上に様々なサービスを提供してまいります。

 

(2) 作業分析・最適化ソフトウェアの普及推進

当社グループは、整備工場や製造工場における改善活動を支援する作業分析・最適化ソフトウェア「OTRS」を提

供しており、今後は作業現場のみならず事業継承、伝統工芸及びサービス業への展開を本格化してまいります。国

内では団塊世代である熟練者の退職、外国人就労者の増加、派遣社員の正社員化及び多能工の育成等への対応が求

められており、各現場での全体最適化の実現に貢献してまいります。

 

(3) データベース分析サービスの創出

当社グループは、自動車関連のビッグデータを活用したカーオーナー向けサービス等の、新たなサービス事業の

立ち上げを行ってまいります。また、従来の自動車にとどまらず、次世代自動車や自動車以外も含めた全てのモビ

リティを対象としたビジネスの創造に向け、データベースの付加価値向上を目指し、関連企業との共同研究並びに

アライアンスの強化を進めてまいります。旅行業界等の異業界や、大学等の学術機関とも積極的に連携し、データ

ベース事業による情報課金ビジネスの推進を目指してまいります。

 

(4) 自動車部品流通・eコマースビジネスの展開

当社グループは、これまで取り組んでまいりましたネットワークサービスのさらなる拡大を図ってまいります。

当社グループの強みである自動車アフターマーケットの顧客基盤とデータベースを活用することで、自動車補修部

品の受発注基盤と物流基盤を合わせたサービスを自動車アフターマーケット事業者に提供いたします。業界の課題

である部品の取引や物流における非効率の緩和につながり、流通の効率化及び業界の活性化に寄与します。

 

(5) 海外進出の本格化

アジア市場での自動車アフターマーケットは、自動車販売・保有台数の増加により一層の発展、拡大が見込まれ

ております。このような環境下、当社グループは、日本で培ったノウハウを活かし、中国やフィリピンで現地パー

トナーとの関係を継続し、海外事業を展開してまいります。今後も東南アジアを中心に国ごとの調査を進め、部品

流通プラットフォームの構築を目指してまいります。また、OTRSにおきましては、日本発の“カイゼン“活動への

需要の高まりから、中国や北米を中心とした全世界での展開が期待できます。
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２【事業等のリスク】

当社グループの経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項を記載しております。

当社グループはこれらのリスクの発生可能性を認識した上で、可能な限り発生の防止に努めるとともに、万が一リス

クが顕在化した場合にはその影響を最小限にとどめるべく対応する所存であります。なお、以下のリスクは当連結会

計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

 

(1) 市場環境の変化と法規制について

当社グループは、主に自動車アフターマーケット業界に対し、業種特化型の業務アプリケーションの提供を主な

事業としております。そのため、当社グループの業績は、かかる業界における競争環境、システム投資の動向、法

規制の影響を受ける場合があります。当社グループは事業領域の拡大に努めておりますが、自動車アフターマー

ケット業界へ新たな競合企業が参入した場合や、車検制度等の自動車関連の法規制が改正された場合には、当社グ

ループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

 

(2) 技術革新への対応について

当社グループは、顧客や市場のニーズに対応した競争力のある商品・サービスの提供を目的として中期的な商品

開発方針を定め、新技術の情報収集や研究開発に注力し、当社グループの成長を牽引する新商品を適切な時期に市

場投入することに努めております。しかし、予想以上の急速な技術革新や代替技術・競合商品の出現、依存する技

術標準・基盤の変化等により、新商品開発を適切な時期に行えず市場投入が遅れる場合には当社グループの業績及

び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

 

(3) ネットワーク障害について

当社グループは、コンピュータシステム及びそのネットワークに商品開発や営業活動の多くを依存しているた

め、安全性を確保するように努めると共にコンピューター賠償責任保険への加入を行い、万一のための対策も講じ

ております。しかしながら、地震・火災などの自然災害、コンピュータウィルスの感染、サイバーテロなどに起因

するシステムトラブル、さらには、公衆回線などネットワークインフラの障害により当社グループのシステムなど

が正常に稼働しない状態が発生した場合には、当社グループの業務に直接障害が生じる他、当社グループが提供す

るサービスの低下を招くなど重大な支障が生じることにより、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可

能性があります。

 

(4) 商品の不具合について

当社グループの事業におけるシステム開発及び構築等においては顧客の検収後にシステムの不具合（いわゆる誤

作動・バグ）等が発見される場合があります。当社グループは、開発プロセスをより成熟させるための取組みを

行ってまいりましたが、今後においてもシステムの開発段階から納品までの品質管理の徹底及びシステムテストに

よる検査等対応策を講じることで不具合等の発生防止に努めてまいります。しかしながら、今後、当社グループの

過失によって生じた不具合等により顧客に損害を与えた場合や当社グループの商品が機能不足と認識された場合に

は、損害賠償責任の発生や当社グループの信用の低下等により当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可

能性があります。

 

(5) 機密情報・個人情報の漏洩及び情報管理について

当社グループでは、商品開発及び営業活動におきまして、機密情報やノウハウ及び顧客・個人情報を取り扱って

おります。そのため機密情報管理体制の整備、社員教育の徹底や情報漏洩防止ソフトウェアの完備等の対策によ

り、ネットワークを通じた機密情報への侵入、情報データの持ち出し等による機密情報の漏洩防止に努めておりま

す。しかし、外部からの当社グループコンピューターへの不正アクセス、当社グループ役員及び従業員の過誤等に

よる情報の漏洩、その他不測の事態により、これらの情報が外部に流出する可能性は皆無ではなく、この様な事態

が生じた場合、営業的損失や業務そのものの停止による損失にとどまらず、当社グループの社会的信用に重大な影

響を与え、対応費用を含め当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
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(6) 知的財産の保護及び侵害について

当社グループは、システム開発業務を行っており、円滑な事業運営のために商標及び特許出願等、知的財産権等

の保護を図っております。しかしながら、一般的にシステム及びソフトウェア等に関する分野については、知的所

有権の権利の範囲が必ずしも明確であるとはいえず、当社グループが知的所有権を取得している場合においても十

分な権利の保護が得られない可能性があり、当社グループの知的財産権が侵害されることによって当社グループの

事業活動に影響を及ぼす可能性があります。

また、当社グループでは第三者が保有する知的所有権侵害を防ぐため、専門家による調査を行っております。当

社グループは、現時点において第三者より知的所有権に関する侵害訴訟等を提訴されたり、そのような通知を受け

とっておりません。しかしながら、現在の特許制度のもとでは調査の限界もあり、厳密性を維持することが困難に

なってきています。また、当社グループが事業展開において用いる技術ノウハウ等について当社グループが認識し

ない第三者が既に知的所有権を取得している場合や今後において知的所有権を取得した場合には、使用差止及び損

害賠償請求等の訴えを起こされる可能性や当該知的所有権の使用にかかるロイヤリティの支払い要求等が発生する

可能性があり、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

 

(7) 人材の獲得及び育成について

当社グループの事業領域の拡大を図るため、スキルが高い優秀な技術者や顧客へのコンサルティングサービスを

提供するセールススタッフを確保することが必要不可欠であると考えております。そのため、当社グループは採用

活動により優秀な人材を獲得すると共に、スキルアップ支援など積極的な教育を行っております。

しかしながら、現在の情報通信産業は人材の流動性が高く、また技術革新の速度が非常に速いことから、適切な

人材を獲得及び育成が想定どおりに進まない場合や在職する人材の社外流出が生じた場合には、当社グループの業

績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

 

(8) 訴訟のリスクについて

当社グループは、事業を遂行していく上で、各種関係法令を遵守し、また社員がコンプライアンスを理解し、実

践することに努めております。しかしながら、国内外を問わず訴訟を提起される可能性があり、その動向によって

は、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

 

(9) 海外の事業展開について

当社グループは、中国及びフィリピンにおいて、事業を行っております。これらの地域において、予期しえない

景気変動、情報インフラの整備状況、知的財産保護の欠如、不安定な国際情勢及び法規制や租税制度の変更など、

様々な問題及びリスクに対応できない場合には、当社グループの業績及び財政状況に影響を及ぼす可能性がありま

す。

 

(10) 企業買収等について

当社グループは、今後の事業拡大及び収益力向上のため、国内外を問わず企業の買収や子会社設立、合弁事業の

展開、アライアンスを目的とした事業投資等を実施する場合があります。当社グループは、投融資案件に対しリス

ク及び回収可能性を十分に事前評価し、投融資を行っておりますが、投融資先の事業の状況が当社グループに与え

る影響を確実に予測することは困難な場合があり、投融資先の事業が計画通りに進展しない場合や、効率的な経営

資源の活用を行うことができなかった場合には、当社グループの業績及び財政状況に影響を及ぼす可能性がありま

す。

また、当社グループは、今後もシナジーを最大限に活用し、グループ全体の企業価値向上を目指してまいります

が、事業展開が計画通りに進まないことに伴う収益性の低下や時価の下落等に伴い、資産価値が低下した場合は、

減損損失の発生や売却等での売却損により、当社グループの業績及び財政状況に影響を及ぼす可能性があります。
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３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）経営成績等の状況の概要

　当連結会計年度における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の財政状態、経営成績及び

キャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。

 

① 財政状態及び経営成績の状況

当連結会計年度（2018年１月１日から2018年12月31日まで）における我が国経済は、世界経済 の緩やかな回

復、企業収益・雇用・所得環境の改善等を背景に緩やかな回復基調が続きました。

当社グループが属する情報サービス産業においては、設備投資に持ち直しの動きがみられるなか、生産性や効

率性の向上を目的とした従来型のIT投資に加え、クラウド対応、AIの活用、ビッグデータ分析、サイバーセキュ

リティ対策、IoTへの拡張等、戦略分野における投資は拡大していくことが見込まれるなど、企業のIT投資動向

は好調に推移いたしました。

このような状況のもと、当社グループは、2018年2月に公表した経営計画に基づき、AI機能を搭載した業務ア

プリケーションの投入や、デジタルビジネスプラットフォーム「Broadleaf Cloud Platform 」 上で稼働する新

しいクラウドサービスの提供や、自動車関連ビッグデータ・インフラを活かした新たなビジネスを提供するな

ど、更なる成長に向けた取り組みと企業価値の向上に向けた諸施策を推進しました。

当連結会計年度の売上収益は212億85百万円（前期比17.0％増）となりました。費用面については、売上原価

は54億52百万円（前期比11.5％増）、販売費及び一般管理費は117億51百万円（前期比14.1％増）、法人所得税

は14億50百万円（前期比37.1％増）となりました。

これらの結果、当連結会計年度の経営成績は、売上収益212億85百万円（前期比17.0％増）、営業利益41億15

百万円（同36.7％増）、税引前利益は41億５百万円（同37.3％増）、親会社の所有者に帰属する当期利益は26億

56百万円(同37.4％増）となりました。また、当連結会計年度末の財政状態は、資産合計294億13百万円（前期比

4.8％増）、負債合計83億79百万円（前期比0.6％増）、資本合計210億33百万円（前期比6.6％増）となりまし

た。

 

② キャッシュ・フロー

当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動により得られた資金が45億66百

万円、投資活動により使用した資金が24億96百万円、財務活動により使用した資金が24億９百万円となり、前連

結会計年度末に比べ３億44百万円減少の56億27百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により得られた資金は、主に法人所得税の支払額12億16百万円による資金の減少があったものの、

税引前利益41億５百万円、減価償却費及び償却費８億44百万円の計上により45億66百万円（前期比78.5％増）

の資金の増加となりました。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動により使用した資金は、主に無形資産の取得による支出23億18百万円により24億96百万円（前期比

20.4％増）の資金の減少となりました。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動により使用した資金は、主に配当金の支払額９億67百万円、長期借入金の返済による支出６億53百

万円、自己株式の取得による支出10億６百万円により24億９百万円（前期比7.0％増）の資金の減少となりまし

た。
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③ 生産、受注及び販売の実績

(a) 生産実績

　当社グループは、単一セグメントのため、製品及びサービス分野ごとに記載しております。

区分
当連結会計年度

（自　2018年１月１日
至　2018年12月31日）

前年同期比（％）

システム販売　　　　　　　（千円） 14,206,092 121.0％

システムサポート　　　　　（千円） 1,313,963 104.0％

ネットワークサービス　　　（千円） 5,765,047 111.0％

合計（千円） 21,285,103 117.0％

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(b) 受注実績

　当社グループは、主に業務アプリケーション製品の開発、販売及び保守の事業を行っており、個別受注に基

づく製品の生産の割合が少ないため記載を省略しております。

 

(c) 販売実績

　当社グループは、単一セグメントのため、製品及びサービス分野ごとに記載しております。

区分
当連結会計年度

（自　2018年１月１日
至　2018年12月31日）

前年同期比（％）

システム販売　　　　　　　（千円） 14,206,092 121.0％

システムサポート　　　　　（千円） 1,313,963 104.0％

ネットワークサービス　　　（千円） 5,765,047 111.0％

合計（千円） 21,285,103 117.0％

　（注）１．最近２連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、以下のとお

りであります。

相手先

前連結会計年度
（自　2017年１月１日
至　2017年12月31日）

当連結会計年度
（自　2018年１月１日
至　2018年12月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

リコーリース株式会社 3,317,356 18.2 4,328,557 20.3

シャープファイナンス株式会社 2,071,410 11.4 2,271,768 10.7

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。
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(2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

　経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま

す。

　なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

 

① 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、IFRSに基づき作成されております。この連結財務諸表の作成に当たりまし

て、見積りが必要な事項につきましては、合理的な基準に基づき見積り及び判断を行っております。これらの見

積り及び判断は、過去の実績や状況に応じて合理的と考えられる要因等に基づき行っておりますが、見積り特有

の不確実性があるため、実際の結果は異なる場合があります。

なお、重要な会計方針及び見積りについては、「第５　経理の状況　１連結財務諸表等　（１）連結財務諸

表　連結財務諸表注記　３．重要な会計方針　４．重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断」に記載してお

ります。

 

② 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

(a) 財政状態の分析

ⅰ．資産

当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末より13億50百万円増加の294億13百万円（前期比4.8％

増）となりました。流動資産は７億82百万円減少の106億19百万円（前期比6.9％減）、非流動資産は21億31

百万円増加の187億94百万円（前期比12.8％増）となりました。流動資産の減少の主な要因は、営業債権及

びその他の債権が５億38百万円減少したことによるものです。非流動資産の増加の主な要因は、無形資産が

16億51百万円増加したことによるものです。

ⅱ．負債

当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末より54百万円増加の83億79百万円（前期比0.6％増）

となりました。流動負債は４億36百万円増加の79億13百万円（前期比5.8％増）、非流動負債は３億82百万

円減少の４億66百万円（前期比45.0％減）となりました。流動負債の増加の主な要因は、未払法人所得税が

４億36百万円増加したことによるものです。非流動負債の減少の主な要因は、長期有利子負債が３億76百万

円減少したことによるものです。

ⅲ．資本

当連結会計年度末の資本合計は、前連結会計年度末より12億96百万円増加の210億33百万円（前期比6.6％

増）となりました。資本合計の増加の主な要因は、利益剰余金が17億50百万円増加したことによるもので

す。

 

(b) 経営成績の分析

ⅰ．売上収益

当連結会計年度の売上収益は212億85百万円（前期比17.0％増）となりました。これは、主に当社自動車

整備工場向けシステムや、データベース提供サービスの売上収益が前連結会計年度より増加したことに加

え、2017年７月に連結子会社化した株式会社タジマ（以下「タジマ」という。）の業績が反映されたことに

よるものです。

当社グループはITサービス事業の単一セグメントでありますが、売上分野別の状況は次のとおりです。

（単位：百万円）

区　分

前連結会計年度
（自 2017年１月１日

 至 2017年12月31日）

当連結会計年度
（自 2018年１月１日

 至 2018年12月31日）
前期比（増減率）

システム販売 11,737 14,206 21.0％

システムサポート 1,264 1,314 4.0％

ネットワークサービス 5,194 5,765 11.0％

合　計 18,195 21,285 17.0％
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ⅱ．営業利益

売上原価は54億52百万円（前期比11.5％増）、販売費及び一般管理費は117億51百万円（前期比14.1％

増）となりました。これは、主に上記タジマの影響に加え、増収に伴う仕入高の増加、人件費の増加及び株

主優待費用の増加があったことによるものです。その他の営業収益は57百万円（前期比146.3％増）となり

ました。その他の営業費用は25百万円（前期比45.9％増）となりました。

これらの結果、営業利益は41億15百万円（前期比36.7％増）となりました。

ⅲ．当期利益

金融収益は12百万円（前期比21.0％減）となりました。金融費用は12百万円（前期比31.5％減）となりま

した。持分法による投資損失は９百万円となりました。法人所得税につきましては、主に税引前利益の増加

により14億50百万円（前期比37.1％増）となりました。

これらの結果、親会社の所有者に帰属する当期利益は26億56百万円（前期比37.4％増）となりました。

 

③ 経営成績に重要な影響を与える要因について

当社グループの経営成績は、外部要因としては①自動車アフターマーケット市場の環境変化②法的規制③訴訟

等により影響を受ける可能性があります。

一方、当社グループの経営成績に影響を与える内部要因としては、①システムトラブル②商品不具合③情報管

理④知的財産の保護⑤人材の獲得及び育成等が挙げられます。当社グループは、継続的に内部管理体制の改善、

組織体制を整備することでこれらのリスク要因に対応するよう努めてまいります。

なお、経営成績に重要な影響を与える要因についての詳細につきましては、「第２　事業の状況　２　事業等

のリスク」に記載しております。

 

④ 資本の財源及び資金の流動性についての分析

運転資金及び設備投資資金につきましては、内部留保または金融機関からの借入により資金調達することとし

ております。金融機関からの資金調達につきましては、長期借入のほか、効率的な運転資金の調達を図るため、

総額20億円のコミットメントラインを設定しております。

 

(3）経営成績等の状況の概要に係る主要な項目における差異に関する情報

　IFRSにより作成した連結財務諸表における主要な項目と連結財務諸表規則（第７章及び第８章を除く。以下「日

本基準」という。）により作成した場合の連結財務諸表におけるこれらに相当する項目との差異に関する事項は、

以下のとおりであります。

前連結会計年度（自　2017年１月１日　至　2017年12月31日）

（のれんの償却）

日本基準ではのれんを一定期間にわたり償却しますが、IFRSではのれんの償却は行われず、毎期減損テスト

を実施することが要求されます。この影響により、IFRSでは日本基準に比べて、販売費及び一般管理費が

704,318千円減少しております。

 

当連結会計年度（自　2018年１月１日　至　2018年12月31日）

（のれんの償却）

日本基準ではのれんを一定期間にわたり償却しますが、IFRSではのれんの償却は行われず、毎期減損テスト

を実施することが要求されます。この影響により、IFRSでは日本基準に比べて、販売費及び一般管理費が

754,135千円減少しております。

 

 

EDINET提出書類

株式会社ブロードリーフ(E27361)

有価証券報告書

 19/116



４【経営上の重要な契約等】

 

会社名 契約締結先 契約内容 契約締結日 契約期間

当社
一般社団法人日本自動車

整備振興会連合会

自動車整備標準作業点

数表等の入手
2013年４月１日

2013年４月１日から１年間

以後１年毎自動更新

当社 コグニビジョン株式会社 自動車部品情報の入手 2010年11月１日
2010年11月１日から１年間

以後１年毎自動更新

当社 コグニビジョン株式会社
自動車修理工数情報の

入手
2013年１月１日

2013年１月１日から１年間

以後１年毎自動更新

株式会社タジマ

（連結子会社）
株式会社プロトリオス

自動車部品情報等の入

手
2015年１月１日

2015年１月１日から１年間

以後１年毎自動更新（注）

（注）2015年１月１日から2015年12月31日までで、以後１年毎の自動更新でありましたが、2018年２月16日付で新

たな契約書を締結したことに伴い、契約期間が2018年１月１日から2020年12月31日までの３年間で、以後１

年間自動更新に変更されております。

 

５【研究開発活動】

当社グループは、顧客や市場の広範囲にわたるニーズに対応した競争力のある商品・サービスの提供へ向けて研究

開発を行っております。当連結会計年度では、「Broadleaf Cloud Platform」上で稼働する、新しいクラウドサービ

スである、「Maintenance.c」の提供を開始しました。「Broadleaf Cloud Platform」と「Maintenance.c」は次世代

システムとしてクラウド技術を採用し、可用性と拡張性を高め、リアルタイム性が求められる要求にも応えられる処

理を実現したものとなります。このような取り組みにより、当連結会計年度の研究開発費は１億89百万円となりまし

た。

今後、当社グループは、「Broadleaf Cloud Platform」の拡大を推進する中で、国内自動車アフターマーケット向

けシステム販売からの事業ドメイン拡大を掲げ、当社グループの強みである自動車アフターマーケットのデータベー

スを活用した分析サービスを順次提供していくことに加え、AI、Fintechやブロックチェーン等の先端技術を取り入

れた革新的な事業を創出する企業への進化を目指し、研究開発を進めてまいります。

また、連結子会社であるSpiralMind社では、AI、画像・動画解析やアバターといった先端技術において、多くの

パートナーとの関係強化を図り、それらパートナーと技術資産や新しいマーケットを協力して創造する研究開発を実

行して行くことを目指してまいります。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当連結会計年度において実施した設備投資の総額は24億99百万円であります。その主なものは、SF.NS（自動車整

備ネットワークシステム）及びクラウド技術を採用した次世代システムなどのソフトウェア15億78百万円、社内シス

テム２億10百万円になります。

なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

 

２【主要な設備の状況】

(1）提出会社

　当社における主要な設備は、以下のとおりであります。

2018年12月31日現在
 

事業所名
(所在地)

設備の内容

帳簿価額

従業員数
(人)

建物及び
構築物
（千円）

工具、器具
及び備品
（千円）

土地
（千円）
(面積㎡)

ソフト
ウェア
(千円)

合計
（千円）

東京本社・東京開発

事業所・東京事業所

(東京都品川区)

ソフトウェア

管理・営業・

開発施設

109,983 67,121 － 3,509,950 3,687,054 339

札幌事業所

(北海道札幌市東区)
営業・開発施設 16,950 7,277 － － 24,227 46

福岡開発事業所

(福岡県福岡市博多区)
開発施設 7,978 6,215 － － 14,192 36

31営業所他
営業施設

データセンター
23,666 45,931

40,918

(625.46)
－ 110,515 343

（注）１．現在休止中の主要な設備はありません。

２．上記の金額には消費税等を含めておりません。

３．上記のほか、主要な賃借として、以下のものがあります。

事業所名
(所在地)

設備の内容
従業員数
（人）

面積
(㎡)

年間賃借料
(千円)

東京本社・東京開発事

業所・東京事業所

(東京都品川区)

管理・営業・

開発施設
339 5,476.47 181,289

福岡開発事業所

(福岡県福岡市博多区)
開発施設 36 1,389.99 44,818

 

(2）国内子会社

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

(3）在外子会社

　重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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３【設備の新設、除却等の計画】

　当社グループの設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率などを総合的に勘案して策定しております。

(1）重要な設備の新設

2018年12月31日現在
 

会社名
事業所名

所在地 設備の内容

投資予定金額
資金調達
方法

着手及び完了
予定年月

完成後の
増加能力

総額
(千円)

既支払額
(千円)

着手 完了

 

㈱ブロードリーフ

本社　他

㈱ブロー

ドリーフ

本社他

 

業種特化型業務アプ

リケーションの新

規・改良にかかるソ

フトウェア

2,004,000 － 自己資金
2019年

１月

2019年

12月
－

㈱ブロードリーフ

本社　他

㈱ブロー

ドリーフ

本社他

 

ERP・サーバ等 134,000 － 自己資金
2019年

１月

2019年

６月
－

（注）完成後の増加能力につきましては、その測定が困難なため、記載を省略しております。

 

(2）重要な設備の除却等

　該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 320,000,000

計 320,000,000

（注） 2018年２月14日開催の取締役会決議により、2018年４月１日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、発行

可能株式総数は160,000,000株増加し、320,000,000株となっております。

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（2018年12月31日）

提出日現在発行数（株)
（2019年３月29日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 97,896,800 97,896,800
東京証券取引所

（市場第一部）

完全議決権株式であ

り、権利内容に何ら

限定のない当社にお

ける標準となる株式

で、単元株式数は

100株であります。

計 97,896,800 97,896,800 － －

（注） 2018年２月14日開催の取締役会決議により、2018年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割

を行っております。これにより、発行済株式総数は48,948,400株増加し、97,896,800株となっております。
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（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　会社法に基づき発行した新株予約権は、以下のとおりです。

 (2010年３月24日定時株主総会決議）

決議年月日 2010年３月24日

付与対象者の区分及び人数（名）
当社取締役　　　２

当社従業員　　　43

新株予約権の数（個）※ 70

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式　28,000(注)１、４

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 125(注)２、４

新株予約権の行使期間 ※
自　2010年４月10日

至　2020年３月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※

発行価格　　125(注)４

資本組入額　62.5

新株予約権の行使の条件 ※ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の

決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ (注)３

　※ 当事業年度の末日（2018年12月31日）における内容を記載しております。提出日の前月末現在（2019年２月28日）

において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載

を省略しております。

　(注)１．本新株予約権の割当日以降、(注)２に記載の行使価額の調整を行う場合には、付与株式数は、次の算式により

調整されるものとする。

調整後付与株式数 ＝

調整前

付与株式数
×

調整前

行使価額

調整後行使価額

 

２．本新株予約権の割当後、時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行又は当社の保有する当社普

通株式を処分する場合及び、株式分割により普通株式を発行する場合等、当社と新株予約権者との間で締結され

た新株予約権割当契約に定める事由により、発行済当社普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性

がある場合は、次に定める式（以下、「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を調整し、調整により生

じる１円未満小数第２位を切り捨てることとする。

但し、株式分割を行った場合に行使価額調整式で使用する１株当たりの払込金額は、０円とする。

 

調整後行使価額＝

 

調 整 前

行使価額

 

×

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

時 価

既発行株式数＋新規発行株式数

 

３．合併（当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分割会社とな

る場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上を

総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残

存する新株予約権を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホ

までに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。

 

４．2012年８月10日開催の取締役会決議により、2012年９月18日付で１株を100株とする株式分割を行っている。

2016年11月18日開催の取締役会決議により、2016年12月17日付で１株を２株とする株式分割を行っている。2018

年２月14日開催の取締役会決議により、2018年４月１日付で１株を２株とする株式分割を行っている。これによ

り「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株

式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されている。

 

②【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。
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③【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式

総数増減数(株)
発行済株式
総数残高(株)

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額(千円)

資本準備金
残高(千円)

2014年１月１日～

2014年12月31日

（注）１

83,000 26,221,700 20,750 7,147,905 20,750 7,147,905

2015年１月１日～

2015年12月31日

（注）２

△987,500 25,234,200 － 7,147,905 － 7,147,905

2016年３月２日

（注）２
△760,000 24,474,200 － 7,147,905 － 7,147,905

2016年12月17日

（注）３
24,474,200 48,948,400 － 7,147,905 － 7,147,905

2018年４月１日

（注）３
48,948,400 97,896,800 － 7,147,905 － 7,147,905

（注）１．新株予約権の行使によるものであります。

２．自己株式の消却による減少であります。

３．株式分割（１：２）によるものであります。

 

（５）【所有者別状況】

2018年12月31日現在
 

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満株
式の状況

（株）
政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 29 19 189 153 57 44,932 45,379 －

所有株式数

（単元）
－ 191,218 3,042 44,951 284,839 635 454,225 978,910 5,800

所有株式数の

割合（％）
－ 19.53 0.31 4.59 29.10 0.06 46.40 100.00 －

（注）自己株式6,863,136株は、「個人その他」に68,631単元、「単元未満株式の状況」に36株含まれております。
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（６）【大株主の状況】
 

  2018年12月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

ザ バンク オブ ニューヨーク

メロン 140051

（常任代理人株式会社みずほ銀

行決済営業部）

225 LIBERTY STREET, NEW YORK, NY 10286

U.S.A.

（東京都港区港南２－15－１　品川イン

ターシティA棟）

6,535,200 7.18

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口）
東京都港区浜松町２－11－３ 5,353,200 5.88

資産管理サービス信託銀行株式

会社（信託Ｅ口）

東京都中央区晴海１－８－12

晴海アイランド　トリトンスクエア　オ

フィスタワーＺ棟

3,725,200 4.09

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口）
東京都中央区晴海１－８－11 2,354,800 2.59

BNP PARIBAS SECURITIES

SERVICES

LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXEMB

OURG FUNDS/UCITS ASSETS

（常任代理人香港上海銀行東京

支店　カストディ業務部）

33 RUE DE GASPERICH, L-5826 HOWALD-

HESPERANGE, LUXEMBOURG

（東京都中央区日本橋３－11－１）

2,100,000 2.31

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口５）
東京都中央区晴海１－８－11 1,907,100 2.09

ザ　バンク　オブ　ニューヨー

ク　133652

（常任代理人株式会社みずほ銀

行決済営業部）

RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS,

BELGIUM

（東京都港区港南２－15－１　品川イン

ターシティA棟）

1,721,100 1.89

ザ　バンク　オブ　ニューヨー

ク　133612

（常任代理人株式会社みずほ銀

行決済営業部）

RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS,

BELGIUM

（東京都港区港南２－15－１　品川イン

ターシティA棟）

1,660,000 1.82

ステート　ストリート　バン

ク　アンド　トラスト　カンパ

ニー　505004

（常任代理人株式会社みずほ銀

行決済営業部）

VICTRIA CROSS NORTH SYDNEY 2060

AUSTRALIA

（東京都港区港南２－15－１　品川イン

ターシティA棟）

1,564,700 1.72

ザ　バンク　オブ　ニューヨー

ク　134105

（常任代理人株式会社みずほ銀

行決済営業部）

RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS,

BELGIUM

（東京都港区港南２－15－１　品川イン

ターシティA棟）

1,400,000 1.54

計 － 28,321,300 31.11

（注）１．上記のほか、自己株式が6,863,136株あります。

２．日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、

5,353,200株であります。

３．資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、

3,725,200株であります。

４．日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、

2,354,800株であります。

５．「株式給付信託（BBT）」及び「株式給付信託（J-ESOP）」制度を導入しており、当該制度の信託財産とし

て資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する株式3,725,200株については、連結財務諸表

において自己株式として表示しております。
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６．2018年８月７日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ラッセル・インベストメント・イ

ンプリメンテーション・サービシーズ・エル・エル・シーが2018年７月31日現在で以下の株式を所有してい

る旨が記載されているものの、当社として2018年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができません

ので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（株）
株券等保有割合

（％）

ラッセル・インベストメント・イ

ンプリメンテーション・サービ

シーズ・エル・エル・シー

アメリカ合衆国　98101　ワシントン州

シアトル市　２番街1301　18階
3,906,000 3.99

７．2018年11月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、エフエムアール

エルエルシーが2018年11月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として

2018年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりま

せん。

なお、大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（株）
株券等保有割合

（％）

エフエムアール エルエルシー
米国　02210　マサチューセッツ州

ボストン、サマー・ストリート245
4,773,859 4.88

８．2018年12月18日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、ベイリー・ギ

フォード・アンド・カンパニー及びその共同保有者であるベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミ

テッドが2018年12月13日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2018年12

月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（株）
株券等保有割合

（％）

ベイリー・ギフォード・アンド・

カンパニー

カルトン・スクエア、１グリーンサイ

ド・ロウ、エジンバラ　EH1　3AN

スコットランド

9,956,300 10.17

ベイリー・ギフォード・オーバー

シーズ・リミテッド

カルトン・スクエア、１グリーンサイ

ド・ロウ、エジンバラ　EH1　3AN

スコットランド

937,800 0.96

９．2019年１月９日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、バークレイズ証券

株式会社及びその共同保有者であるバークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッドが2018年12

月27日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2018年12月31日現在におけ

る実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（株）
株券等保有割合

（％）

バークレイズ証券株式会社 東京都港区六本木六丁目10番１号 247,400 0.25

バークレイズ・キャピタル・セ

キュリティーズ・リミテッド

英国　ロンドン市　カナリーワーフ

ノース・コロネード５
5,516,839 5.64
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

2018年12月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　6,863,100 －

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式であります。

完全議決権株式（その他） 普通株式 91,027,900 910,279 同上

単元未満株式 普通株式　　　5,800 － －

発行済株式総数 97,896,800 － －

総株主の議決権 － 910,279 －

（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式が36株含まれております。

 

②【自己株式等】

2018年12月31日現在
 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義

所有株式数(株)
他人名義

所有株式数(株)
所有株式数の
合計(株)

発行済株式数に対す
る所有株式数の割合

（％）

株式会社ブロードリーフ
東京都品川区東品川

四丁目13番14号
6,863,100 － 6,863,100 7.01

計 － 6,863,100 － 6,863,100 7.01

（注）上記のほか、株式給付信託（BBT）が所有する当社株式1,414,400株及び株式給付信託（J-ESOP）が所有する当社株

式2,310,800株があります。
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（８）【役員・従業員株式所有制度の内容】

（取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度（BBT））

①　制度の概要

　当社は、当社の取締役及び執行役員（社外取締役を除く。以下、「取締役等」という）に対して取締役等の

報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献す

る意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board Benefit

Trust））」（以下、「本制度」という）を導入しております。

　本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、当社の取締役等に対して、

当社取締役会が定める役員株式給付規程に従って、役位、業績達成度等に応じて当社株式及び当社株式を時価

で換算した金額相当の金銭（以下、「当社株式等」という）が信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬

制度です。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時とします。

 

②　取締役等に取得させる予定の株式の総額

　365,000千円

 

③　本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

　取締役等を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受給要件を満たす者

 

（従業員に対する株式給付信託（J-ESOP））

①　制度の概要

　当社は、当社の株価や業績と当社の従業員の処遇の連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有す

ることにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めるため、従業員に対して当社株式及び当社株

式を時価で換算した金額相当の金銭（以下、「当社株式等」といいます。）を給付するインセンティブ・プラ

ン「株式給付信託（J-ESOP）」（以下、「本制度」といいます。）を導入しております。

　本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした従業員に対し当社株式等を給付

する仕組みです。当社は、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権

の取得をしたときに当該付与ポイントに相当する当社株式等を給付します。従業員に対し給付する株式につい

ては、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。

 

②　従業員に取得させる予定の株式の総額

610,000千円

 

③　本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

株式給付規程の定めにより財産給付を受ける権利が確定した者
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（取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬制度）

①　制度の概要

　当社は、当社の取締役及び執行役員（社外取締役を除く。以下、「取締役等」という）に対して取締役等

が、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高め

るため、「株式報酬」に関する見直しを行い、取締役等に対し、一定の譲渡制限株式を割り当てる譲渡制限付

株式報酬制度（以下、「本制度」という）を導入しております。

　本制度は、取締役等に対し、当社評価報酬委員会の審議及び取締役会の決議に基づき、譲渡制限付株式に関

する報酬として年額56百万円の範囲内で金銭報酬債権を支給し、取締役等は、当該金銭報酬債権の全部を現物

出資することにより、譲渡制限付株式の割り当てを受ける。なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又

は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値（同日に

取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受

ける取締役等に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定する。また、上記金銭報酬債権

は、取締役等が、上記の現物出資に同意していること及び譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件

として支給します。

 

②　取締役等に取得させる予定の株式の総額

　取締役等に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数150,000株を、各事業年度において割り当てる譲渡制限

付株式の数の上限とする。ただし、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無

償割り当てを含む。）又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の

総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができる。

 

③　本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

　取締役等のうち受益者要件を満たす者
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第３号に該当する普通株式の取得

 

（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

2018年２月14日開催の取締役会決議による取得の状況

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

取締役会（2018年２月14日）での決議状況

（取得日　2018年２月15日）
1,000,000 1,005,000,000

当事業年度前における取得自己株式 － －

当事業年度における取得自己株式 1,000,000 1,005,000,000

残存決議株式の総数及び価額の総額 － －

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） － －

当期間における取得自己株式 － －

提出日現在の未行使割合（％） － －

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分
当事業年度 当期間

株式数（株) 処分価額の総額（円) 株式数（株) 処分価額の総額（円)

引き受ける者の募集を行った取得自己

株式
－ － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転

を行った取得自己株式
－ － － －

その他 （注）２． 745,600 235,022,000 － －

保有自己株式数 6,863,136 － 6,863,136 －

（注）１．2018年４月１日を効力発生日として普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。取得自己株式の処

理株式数及び保有自己株式数は、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。

２．当事業年度のその他の内訳は、新株予約権の権利行使（株式数745,600株、処分価額の総額235,022,000円）で

あります。

３．当期間おける保有自己株式数には、2019年３月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

請求及び買増請求による株式は含まれておりません。

４．処分自己株式数にはブロードリーフ社員持株会専用信託が処分した株式数は含まれておりません。

５．保有自己株式数には、株式給付信託（BBT）及び株式給付信託（J-ESOP）が所有する当社株式それぞれ

1,414,400株、2,310,800株は含まれておりません。（当事業年度3,725,200株）
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３【配当政策】

当社は株主に対する利益還元を経営上の重要課題として位置付けております。将来の事業展開と経営体質強化のた

めに必要な内部留保を確保し、安定した配当を継続していくことを基本方針としており、配当性向については概ね

20％を目処としております。

また、当社は株主への利益還元機会の充実を図るため、中間配当及び期末配当の年２回の剰余金の配当を実施する

ことを基本方針としております。なお、株主に対する利益還元を柔軟に行うため、取締役会決議によって、「期末配

当については毎年12月31日最終、中間配当については毎年６月30日最終の株主名簿に記載または記録された株主また

は登録株式質権者に対して、金銭による剰余金の配当を行うことができる」旨を定款に定めておりますが、株主の意

向を直接伺う機会を確保するため、期末配当につきましては、株主総会決議事項としております。

内部留保資金につきましては、将来の事業展開と経営体質強化のために充当する予定であります。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日
配当金の総額

（千円）

１株当たり配当額

（円）

2018年８月３日

取締役会決議
500,663 5.5

2019年３月28日

定時株主総会決議
591,719 6.5

 

４【株価の推移】

（１）【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】
 

回次 第６期 第７期 第８期 第９期 第10期

決算年月 2014年12月 2015年12月 2016年12月 2017年12月 2018年12月

最高（円） 2,070 2,400
1,473

□　738
1,188

1,292

■　833

最低（円） 1,291 1,005
892

□　625
627

988

■　493

（注）１．最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

２．2016年12月17日を効力発生日として普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。□印は、当該株

式分割による権利落後の最高・最低株価を示しております。

３．2018年４月１日を効力発生日として普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。■印は、当該株

式分割による権利落後の最高・最低株価を示しております。

 

（２）【最近6月間の月別最高・最低株価】
 

月別 2018年７月 2018年８月 2018年９月 2018年10月 2018年11月 2018年12月

最高（円） 763 732 824 833 703 655

最低（円） 613 658 651 595 578 493

（注）最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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５【役員の状況】

男性８名　女性－名（役員のうち女性の比率－％）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

取締役社長

(代表取締役)
― 大山　堅司 1968年９月10日生

1987年４月　株式会社ビーイング入社

1989年４月　同社取締役

1996年12月　Being Investments Corp.

　　　　　　President CEO

2000年７月　株式会社ビーイング取締役副社長

2002年７月　同社執行役員マーケティング部長兼営業

部長

2005年10月　アイ・ティー・エックス株式会社顧問

2006年１月　当社取締役副社長

2006年６月　当社代表取締役社長（現任）

2015年１月　事業構想大学院大学客員教授（現任）

（注）3 886,200

取締役副社長 ― 山中　健一 1968年10月10日生

1992年４月　三菱電機エンジニアリング株式会社入社

1996年１月　株式会社ビーイング入社

2000年４月　同社執行役員

2005年５月　同社経営推進室副室長

2005年11月　株式会社JIMOS執行役員

2010年10月　当社執行役員管理本部長

2011年１月　当社経営管理グループ長兼務

2012年３月　当社取締役執行役員管理本部長

2014年１月　当社取締役副社長（現任）

（注）3 7,400

取締役 ― 鬼澤　盛夫 1944年４月８日生

1970年４月　日本ユニバック株式会社（現日本ユニシ

ス株式会社）入社

1985年３月　シチズン時計株式会社入社

1985年９月　Citizen Europe Ltd.

President and Managing Director

1992年２月　メンター・グラフィックス・ジャパン株

式会社代表取締役社長

1999年２月　コネクサント・システムズ・ジャパン株

式会社（現コネクサント・システムズ株

式会社）代表取締役社長

2006年２月　オートデスク株式会社代表取締役社長

2012年３月　同社アドバイザー

当社取締役（現任）

（注）3 10,000

取締役 ― 渡邊　喜一郎 1959年１月23日生

1981年４月　株式会社オリエンタルランド入社

1991年４月　日産自動車株式会社入社

1995年12月　日本電信電話株式会社入社　マルチメ

ディアビジネス開発部担当課長

2003年10月　株式会社トミー（現株式会社タカラト

ミー）入社　コンテンツ事業戦略本部副

本部長

2006年１月　株式会社ティーツーアイエンターテイメ

ント（現株式会社タカラトミーフィール

ドテック）代表取締役副社長

2008年11月　株式会社メディア工房取締役　常務執行

役員

2012年５月　株式会社DELTA FORCE代表取締役

2014年３月　株式会社ワンオブゼム監査役

当社取締役（現任）

2016年３月　株式会社ワンオブゼム取締役（現任)

2017年２月　株式会社DYD代表取締役

（注）3 7,400

 

EDINET提出書類

株式会社ブロードリーフ(E27361)

有価証券報告書

 33/116



 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

取締役 ― 池田　茂 1941年３月４日生

1964年４月　日本電信電話公社（現日本電信電話株式会

社）入社

1985年７月　同社新潟支社長

1992年６月　同社取締役人事部長

1997年６月　同社常務取締役マルチメディア推進本部長

1999年４月　株式会社エヌ・ティ・ティエムイー代表取

締役社長

2002年７月　情報通信ネットワーク産業協会専務理事

2007年４月　スカパーJSAT株式会社（現株式会社スカ

パーJSATホールディングス)社外取締役

2007年４月　メディア・クルーズ・ソリューション株式

会社（現ブロードアース株式会社)社外取

締役

2007年６月　株式会社ＡＣＣＥＳＳ顧問（現任）

2008年４月　事業創造大学院大学客員教授（現任）

2009年４月　多摩大学大学院客員教授

2015年９月　一般財団法人社会開発研究センター理事

（現任）

2016年３月　当社取締役（現任）

（注）3 9,700

常勤監査役 ― 青木　伸也 1946年12月16日生

1965年４月　岩井産業株式会社（現双日株式会社）入社

2000年４月　日商岩井マネジメントサービス株式会社

（現双日シェアードサービス株式会社）代

表取締役副社長

2003年６月　有限会社ブレーンズオブトラスト代表取締

役

2004年７月　株式会社ニュース・サービス・センター執

行役員総務局長

2007年１月　当社入社

2007年３月　当社常勤監査役（現任）

（注）4 11,700

監査役 ― 石井　友二 1953年11月22日生

1980年11月　監査法人朝日会計社（現有限責任 あずさ

監査法人）入社

1984年２月　公認会計士登録

1985年３月　石井公認会計士事務所開設　同所所長（現

任）

1988年４月　安田信託銀行株式会社（現みずほ信託銀行

株式会社）入社

1993年10月　同社コンサルティング部室長

1995年３月　株式会社アクシスウェイブ（ホワイトボッ

クスコンサルティング株式会社に商号変更

後、ホワイトボックス株式会社に吸収合

併）代表取締役

2002年10月　監査法人ブレインワーク代表社員（現任）

2003年12月　ホワイトボックス株式会社代表取締役(現

任)

2005年６月　株式会社タケエイ監査役(現任)

2014年３月　当社監査役（現任）

（注）4 2,100

監査役 ― 西本　強 1973年11月21日生

1998年10月　司法試験合格

2000年10月　弁護士登録

2000年10月　西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事

務所）入所

2002年12月　日比谷パーク法律事務所入所

2006年５月　米国コロンビア大学ロースクール修士課程

終了

2006年９月　ヒューズ・ハバード・アンド・リード法律

事務所入所

2007年２月　ニューヨーク州弁護士登録

2010年１月　日比谷パーク法律事務所パートナー（現

任）

2011年１月　株式会社エニグモ監査役（現任）

2018年３月　公益財団法人日本サッカー協会監事（現

任）

2018年３月　当社監査役（現任）

（注）4 －

    計 934,500
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　（注）１．取締役鬼澤盛夫、渡邊喜一郎及び池田茂は、社外取締役であります。

２．監査役石井友二及び西本強は、社外監査役であります。

３．2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．2015年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査役を選任しております。補欠

の監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名 生年月日 略歴
所有株式数
（株）

平澤　謙二 1952年２月６日生

1975年４月　大同生命保険相互会社（現大同生命保険株式会社）入社

1998年４月　同社損保事業開発部部長

1999年４月　同社不動産部長

2005年４月　同社業務監査部長

2010年６月　Ｔ＆Ｄコンファーム株式会社取締役

2012年６月　Ｔ＆Ｄ情報システム株式会社監査役

2015年４月　当社内部監査室室長（現任）

2016年３月　当社補欠監査役（現任）

－

朝倉　祐介 1982年８月19日生

2007年９月　司法試験合格

2008年12月　弁護士登録

2008年12月　ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事務弁護士事務所 坂井・

三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)入所

2011年９月　三羽総合法律事務所パートナー(現任)

2016年３月　当社補欠社外監査役

2017年12月　当社社外監査役

2018年３月　当社補欠監査役（現任）

－
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

当社グループは企業活動を支えるすべてのステークホルダーの利益を重視しており、コーポレート・ガバナ

ンスの強化を経営の重要課題として位置付けております。そのために、当社の経営理念である「感謝と喜び」

を実現し、企業価値の永続的な増大を図るとともに、経営の健全性及び透明性の確保に努めております。

 

① 企業統治体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役会制

度を採用しております。

 

当社のコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制の模式図は以下のとおりであります。

 

取締役会については、社外取締役３名を含む取締役５名で構成し、意思決定機関としての透明性、公平性を

確保しております。当社は、取締役会を原則月１回開催しており、さらに必要に応じて臨時取締役会を開催し

ております。また、会社法及び取締役会規程に定められた取締役会決議事項以外についても、稟議書において

機動的に意思決定することにより、経営における情報・判断・決定・実行の共有化を図るとともに、経営の迅

速性を確保しております。

当社は、経営の監督機能と執行機能の分離を行うことを目的とし、業務執行担当として執行役員制度を導入

しており、14名の執行役員を任命しております。執行役員制度を導入することにより意思決定を迅速に行い、

同時に経営責任を明確にしております。また、担当執行役員の業務執行の諮問機関として、毎月定例の経営会

議を実施しており、必要に応じて執行役員間での情報共有を図ることで経営監督機能及び業務執行機能の両面

を強化し、経営の透明性、効率性並びに健全性を向上させております。

さらに、当社のリスク管理体制といたしましては、「リスク・コンプライアンス委員会」、「個人情報保護

委員会」を設置・運営しております。今後、その他業務執行上必要な特定事項につきましても、必要に応じ委

員会を設置してまいります。

なお、職務権限規程及び業務分掌規程において、決裁権限及び職務分掌を明確化し、重要な意思決定につい

ては、毎月の取締役会にて決定しております。また、業務執行上疑義が生じた場合は、必要に応じて適宜、弁

護士、社会保険労務士等の第三者に対して、助言を仰いでおります。

 

② その他企業統治に関する事項

(a) 取締役候補者の選任、報酬等に関する基本的な考え方

取締役については、当社事業に関連する業界を含む幅広い分野について専門的知識や豊富な経験を有する

人材、又はコンプライアンス機能及び経営者に対する監督機能の強化に資する適切な人材を登用するという

考え方に基づき、候補者を選任しております。

取締役の報酬については、「透明性」、「公正性」及び「客観性」を確保し、経営目標に対する役員の個

人業績を客観的に評価するプロセスを通じて、業績に連動しない基本報酬と業績目標の達成度によって変動

する業績連動報酬で構成され、報酬の水準については、同業種や同規模の事業会社の報酬額等を比較検討

し、決定しております。なお、取締役の報酬限度額については、株主総会決議事項となっており、個別の配

分につきましては、承認された総額の範囲内で取締役会決議によって評価報酬委員会に一任し、決定されて

おります。
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当社の2016年度においては、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board Benefit

Trust））」を導入し、本制度に関する議案を第７期定時株主総会で決議いただきました。本制度の導入は、

取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみ

ならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢

献する意識を高めることを目的としております。また、2019年度においては譲渡制限付株式報酬制度を導入

し、本制度に関する議案を第10期定時株主総会で決議いただきました。本制度の導入は、取締役が株価変動

のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるた

め、「株式報酬」に関する見直しを行い、取締役に対し、一定の譲渡制限株式を割り当てるものでありま

す。

 

(b) 監査役候補者の選任、報酬等に関する基本的な考え方

監査役については、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者で、中立的・客観的な視点から監査

を行うことにより、当社の内部統制システム、コンプライアンス機能、危機管理体制、経営監督機能の強化

等に資する適切な人材を登用するという考え方に基づき、候補者を選任しております。

また、監査役の報酬については、業務執行から独立した立場であることから、業績を勘案する報酬体系は

相応しくないため、固定報酬としております。

なお、監査役の報酬限度額につきましては、株主総会決議事項となっており、個別の配分につきましては

承認された報酬額の範囲内で、監査役会での協議によって決定されております。

 

(c) 会計監査人の選任、監査報酬等に関する基本的な考え方

会計監査人の選任については、監査役会において「会計監査人の選任、再任、解任、不再任の決定の方

針」を定め、現任の会計監査人の監査活動実績、次期監査計画及び監査チーム編成の適切性・妥当性を評価

し、当該会計監査人の再任の適否についての判断を行っております。

報酬については、会計監査人の独立性を損なわない監査体制の保持を前提に、監査日数、当社の規模・事

業の特性等の要素を勘案しております。

なお、会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。

 

(d) 内部統制システムの整備に関する基本方針

当社は、業務の適正を確保するための必要な体制を整備し、適切に運用していくことが経営の重要な責務

であると認識し、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を制定しております。

 

ⅰ．当社及び当社の子会社（以下、「当社グループ」という。）の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び

定款に適合することを確保するための体制

・取締役会は、法令・定款・取締役会規程等に基づき、経営に関する重要事項を決定するとともに、当社グ

ループの取締役の職務執行を監督する。

・監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、監査役監査基準等に基づき当社グループの取締役の職

務の執行を監督する。

・当社グループの役職員が法令・定款を遵守し、健全な社会規範のもとにその職務を遂行するため、倫理・

コンプライアンス管理規程を制定する。

また、当社グループの役職員に対し、遵守すべき社会規範、各種法令、当社就業規則並びにその他の諸規

程の遵守について周知徹底する。

 

ⅱ．当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制並びに当社の子会社の取締役等の職務

の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

当社の取締役の職務執行に係る情報については、法令及び社内規程に基づき保存及び管理を行う。

また、当社は関係会社管理規程及び当該規程に基づく関係会社管理要領において報告事項を定め、必要に

応じて当社の子会社に取締役会で報告を求める。

 

ⅲ．当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社はリスク管理体制を構築するための危機管理に関連して、当社グループ全てに適用する諸規程を定

め、平常時からリスクの低減又は危機の未然防止に努めるとともに、重大な危機が発生した場合の即応体制

を整備・維持する。

 

ⅳ．当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は原則月１回の定例取締役会及び必要に応じて適宜、臨時取締役会を開催し、重要事項に関し、取締

役の職務の執行を適正かつ効率的に行う。

また、取締役会にて定められた経営方針に基づき、執行役員を含め具体的な施策の実施を図る。

なお、当社の子会社においても毎四半期の定例取締役会を開催し、重要事項に関し、取締役の職務の執行

を適正かつ効率的に行う。
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ⅴ．当社グループから成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社グループにおける業務の適正を確保するため、当社グループ全てに適用する行動方針として、企業理

念・経営方針・行動基準及び倫理・コンプライアンス管理規程を示し、これを基礎として、当社グループ各

社で諸規程を定めることとする。

なお、当社グループの経営については、当社から取締役及び監査役を派遣し、当社の子会社の経営執行を

モニタリングの上、子会社の業務の適正を確保する。

 

ⅵ．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに当

該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合は、必要に応じて当社の使用人から監査役の

指揮命令に従うスタッフを置くこととし、当該人事に関して監査役会の同意の下に、取締役との意見交換を

行い慎重に検討する。

 

ⅶ．当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

並びにその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当社グループの取締役、執行役員及び使用人は監査役に対して、法定の事項に加え監査役の要請に応じて

必要な報告及び情報提供を行う。

また、監査役と代表取締役、会計監査人及び内部監査部門等との定期的な意見交換会を設定する。

 

ⅷ．監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための

体制

当社は、監査役へ報告を行った当社グループの取締役、執行役員及び使用人に対し、当該報告をしたこと

を理由として不利な取扱いを行うことを禁止する旨を公益通報者保護規程に定め、当社グループの取締役、

執行役員及び使用人に周知徹底する。

 

ⅸ．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ず

る費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役の職務の執行について必要と認められる費用について予算化し、その前払い等の請求があるときは

当該請求が適正でない場合を除き、速やかに当該請求に応じる。

 

ⅹ．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、反社会的勢力排除のため、倫理・コンプライアンス管理規程の定めにおいて、市民社会の秩序や

安全に脅威を与え、経済活動の障害となる反社会的勢力とは関係を有しないことを基本方針とする。

また、反社会的勢力の定義及び取引先管理マニュアル等に照らし合わせ、新規取引先が反社会的勢力でな

いことを確認するとともに、当社役職員及び既存取引先が反社会的勢力でないことを定期的に確認し、反社

会的勢力の排除策を講じている。

さらに、当社は社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に入会し、外部情報の収集や外部団体との連

携を強化している。

 

(e) 取締役、監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第１項の行為に関する

取締役（取締役であったものを含む）及び監査役（監査役であったものを含む）の責任を法令の限度におい

て免除できる旨を、定款に定めております。

 

(f) 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役及び各監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠

償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額

としております。なお、当該責任限定が認められるのは当該社外取締役又は監査役が責任の原因となった職

務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限られます。これは取締役及び監査役が職務を遂行

するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とする

ものであります。

 

(g) 株主総会の特別決議の要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる

株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定

めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営

を行うことを目的とするものであります。
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(h) 剰余金の配当等の決定機関

当社は、会社法第459条第１項各号に定める事項については、取締役会の決議によって定めることができる

旨及び期末配当については毎年12月31日、中間配当については毎年６月30日を基準日として、剰余金の配当

を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであり

ます。

 

(i) 取締役の定数

当社の取締役は７名以内とする旨を定款に定めております。

 

(j) 取締役選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する

株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累

積投票によらないものとする旨を、定款に定めております。

 

③ 内部監査及び監査役監査の状況

監査役会は、社外監査役２名を含む監査役３名により構成され、原則月１回開催しております。また、各監

査役は、監査計画に基づき、会計監査人及び内部監査室と連携のもと、経営の透明度を支える体制を整備して

おります。監査役の青木伸也は、事業会社において経営、財務、コンサルタント及び内部監査など幅広い業務

を経験しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役の石井友二は、公認会

計士としての専門的知識や、経営コンサルタントとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており、財務及び会

計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役の西本強は、弁護士の資格を持ち、会社法関連訴訟

やグループ再編等多くの案件に携わり、企業法務の専門家として専門的な知識や豊富な経験を有しておりま

す。なお、内部監査室は６名で構成されており、同室は、社内各部門及び子会社を対象として、法令、定款及

び社内規程等に基づき、適法・適正に業務が行われているか内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長に

報告するとともに、担当取締役、監査役に説明しております。当社では、内部監査室、監査役、会計監査人が

意見交換を行い、連携して業務運営状況を監視して、問題点の把握、指摘、改善勧告を行っております。

なお、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役２名を第10期定時株主総会

において選任いただいております。補欠監査役平澤謙二は、事業会社において企業経営や業務監査等を幅広い

業務を経験していることから同氏を社外監査役以外の監査役の補欠監査役として選任しております。補欠監査

役朝倉祐介は、弁護士の資格を持ち、企業法務の専門家として、取締役の職務の執行につき提言・助言が得ら

れることから同氏を社外監査役の補欠監査役として選任しております。

 

④ 会計監査の状況

会計監査人の状況につきましては、業務を執行した公認会計士２名（下表参照）及び補助者21名（公認会計

士７名、その他14名）で監査業務を実施しております。なお、継続監査年数は、全員７年以内であるため、記

載を省略しております。

氏名 所属

指定有限責任社員　業務執行社員　川端　美穂 有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員　業務執行社員　田中　徹 有限責任 あずさ監査法人

 

⑤ 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「第４　提出会社の状況　５　役員の状況」の「所有株

式数」欄に記載のとおりであります。その他の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はあり

ません。

社外取締役鬼澤盛夫は、当社の事業に関連する業界について専門的知識や豊富な経験を有しており、当社の

経営全般に対して、様々な観点からの助言を頂くため選任しております。

社外取締役渡邊喜一郎は、事業会社におけるマーケティング推進やIT企業における新事業の創出等における

専門的知識や豊富な経験を有しており、当社のマーケティング分野を中心に、様々な観点からの助言を頂くた

め選任しております。

社外取締役池田茂は、企業経営について専門的知識や豊富な経験を有し、またITや情報社会学等の分野にお

いても幅広い知見を有しており、当社の経営全般に対して、実務面・学術面の両面からの助言を頂くため選任

しております。
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社外監査役石井友二は、経理・財務についての専門的知識や豊富な経験を有しており、監査役会の客観性や

中立性を重視する観点から選任しております。

社外監査役西本強は、企業法務の専門家として専門的知識や豊富な経験を有しており、監査役会の客観性や

中立性を重視する観点から選任しております。

当社は、社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、社外取締役又は社外監査役の「選任に関する方

針」及び「独立性に関する基準」を定め、専門的知識や豊富な経験を持ち、会社から独立した客観的・中立的

な立場のもと、一般株主との利益相反を生じるおそれがないものと判断した上で選任しております。

なお当社は、鬼澤盛夫、渡邊喜一郎、池田茂、石井友二、西本強の各氏を、東京証券取引所有価証券上場規

程に定める独立役員として同取引所に届け出ております。

また、社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会には、監査役監査や会計監査の結果も含めた、業務執

行状況に関する重要事項が提案・報告されており、これらの状況を把握し、監督機能を強化するとともに相互

連携を図っております。
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当社の社外取締役又は社外監査役（以下、「社外役員」という。）の「選任に関する方針」及び「独立性に

関する基準」は以下のとおりです。

 

＜当社社外役員の選任に関する方針＞

当社の社外役員及び社外役員候補者は、当社が定める以下の選任に関する方針を満たす者とする。

１．取締役会の審議・決定内容を独立性かつ公平性をもって監督できること。

２．経営戦略の策定・決定並びに中期経営計画等の業績達成に対して、自己の知見及び見識を反映させること

ができること。

３．経営の成果及び経営陣のパフォーマンスを随時検証及び評価し、全ての株主共同の利益の観点から、経営

陣に経営を委ねることの適否について判断し、意見を表明できること。

 

＜当社の社外取締役及び監査役（以下、「社外役員」という。）の独立性基準＞

当社の社外役員及び社外役員候補者は、当社が定める以下の独立性基準を満たす者とする。なお、対象期間

は、以下１については現在及び期限の定めのない過去とし、２～５については現在及び過去５年間とする。

 

１．当社グループの取締役等に関する独立性基準

当社及び当社の関係会社(注１)（以下、併せて「当社グループ」という。）の取締役（社外取締役は除

く）、監査役（社外監査役は除く）、会計参与、執行役、執行役員又は使用人（以下「取締役等」という）で

ないこと。

 

２．株式保有に関する独立性基準

（１）当社の議決権の10％以上を直接または間接的に保有する株主又はその取締役等でないこと。

（２）当社グループが議決権の10％以上を直接または間接的に保有する会社の取締役等でないこと。

（３）当社グループが政策保有株式として直接または間接的に保有する会社の取締役等でないこと。

 

３．主要取引先等に関する独立性基準

（１）当社グループとの間で、双方いずれかの連結売上高１％以上に相当する金額の取引がある取引先の取締

役等でないこと。

（２）当社グループの主要な借入先（当社の連結総資産の１％以上に相当する金額の借入先）である金融機関

の取締役等でないこと。

（３）当社グループの主幹事証券会社の取締役等でないこと。

（４）当社から年間２百万以上の寄付金を受けている個人又は法人・組合等の団体に所属する者でないこと。

 

４．専門的サービス提供者に関する独立性基準

（１）当社グループの会計監査人である公認会計士又は監査法人の、社員、パートナー又は従業員でないこ

と。

（２）弁護士、公認会計士、税理士又はその他コンサルタントとして、当社グループから取締役又は監査役報

酬以外に、個人の場合は年間５百万円以上、個人が所属する事務所等の場合は年間12百万円以上又はそ

の事務所等の年間売上総額の１％以上の報酬を受領している者でないこと。

 

５．その他

（１）上記１～４に掲げる者（重要な者（注２）に限る）の二親等以内の親族でないこと。

（２）当社グループとの間で、役員が相互就任している会社の取締役等でないこと。

（３）上記１～５（２）に掲げる事項のほか、社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情

を有していないこと。

 

注１．「関係会社」とは、会社計算規則（第２条第３項第22号）に定める関係会社をいう。

２．「重要な者」とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員及び部長格以上にある使用人、監

査法人又は会計事務所に所属する者のうち公認会計士又は法律事務所に所属する者のうち弁護士（いわ

ゆるアソシエイトを含む）をいう。
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⑥ 役員報酬等

(a) 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分 報酬等の

総額

（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる

役員の員数

（人）
基本報酬 株式報酬 賞与 退職慰労金

取締役

（社外取締役を除く）
249,121 101,480 61,611 86,030 － 2

監査役

（社外監査役を除く）
15,390 15,390 － － － 1

社外役員 26,370 26,370 － － － 6

株式報酬は国際会計基準に基づく金額を記載しております。

 

(b) 報酬等の総額が１億円以上である者の報酬等の総額等

氏名 役員区分 会社区分

報酬等の種類別の総額（千円） 報酬等の

総額

（千円）
基本報酬 株式報酬 賞与 退職慰労金

大山　堅司 代表取締役社長 提出会社 64,880 36,117 65,904 － 166,901

 

当社における、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、株主総会において報酬の限度

額を決議し、その限度額内での報酬額の決定に関しては、取締役については評価報酬委員会に一任され、監

査役については監査役会の協議によってそれぞれ決定しております。

なお、2016年３月30日開催の第７期定時株主総会において、当社の取締役等を対象に業績連動型株式報酬

制度「株式給付信託（BBT)」を導入することを決議いたしました。また、2019年３月28日開催の第10期定時

株主総会において、当社の取締役等を対象に譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議いたしました。

（業績連動型株式報酬制度及び譲渡制限付株式報酬制度の詳細については、「第４　提出会社の状況　１　

株式等の状況　(８)役員・従業員株式所有制度の内容」をご参照ください。）
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⑦ 株式の保有状況

(a) 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

８銘柄　927,165千円

 

(b) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式のうち、当事業年度における貸借対照表計上額が資本金

額の100分の１を超える銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

 

ⅰ．政策保有に関する方針

当社は、良好な取引関係の維持発展並びに新事業における将来の取引や業務提携の可能性等を勘案し、

政策保有株式を保有します。なお、当社の取締役会において、政策保有株式について保有目的、配当等の

リターンや業績等による株価変動リスク等を検証し、保有継続に合理性がないと判断した場合には、保有

縮小を図るものとします。

 

ⅱ．政策保有株式の議決権行使の基準

当社は、政策保有株式の議決権行使にあたっては、提案されている議案について、株主価値の毀損につ

ながる議案でないかを確認します。また、議決権の行使について投資先企業の状況等を勘案のうえ、必要

がある場合には投資先企業に議案の趣旨を確認し、議案に対する賛否を判断します。

 

前事業年度

特定投資株式

　銘柄 株式数(株)
貸借対照表計上額

(千円)
保有目的

株式会社ユーシン 700,000 534,100 　海外事業展開の推進等のため

ＳＰＫ株式会社 48,400 159,236 　海外事業展開の推進等のため

 

当事業年度

特定投資株式

　銘柄 株式数(株)
貸借対照表計上額

(千円)
保有目的

株式会社ユーシン 700,000 683,200 　海外事業展開の推進等のため

ＳＰＫ株式会社 48,400 109,674 　海外事業展開の推進等のため

 

(c) 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。
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（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（千円）

非監査業務に基づく
報酬（千円）

監査証明業務に基づく
報酬（千円）

非監査業務に基づく
報酬（千円）

提出会社 42,000 － 42,000 －

計 42,000 － 42,000 －

 

②【その他重要な報酬の内容】

（前連結会計年度）

　該当事項はありません。

（当連結会計年度）

　該当事項はありません。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

（前連結会計年度）

該当事項はありません。

（当連結会計年度）

該当事項はありません。

 

④【監査報酬の決定方針】

監査公認会計士に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款

に定めております。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。）第93条の規定により、国際会計基準（以下「IFRS」という。）に準拠して作

成しております。

 

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　また、当社は特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま

す。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2018年１月１日から2018年12月31日

まで）の連結財務諸表及び事業年度（2018年１月１日から2018年12月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あ

ずさ監査法人により監査を受けております。

 

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組み及びIFRSに基づいて連結財務諸表等を適

正に作成することができる体制の整備について

　当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組み及びIFRSに基づいて連結財務諸表等を適正に作成

することができる体制の整備を行っております。その内容は以下のとおりであります。

 

(1）当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みとして、会計基準等の内容を適切に把握できる

体制を整備するため、監査法人や専門的情報を有する団体等が行うセミナーに参加しております。

 

(2）IFRSの適用については、国際会計基準審議会が公表するプレスリリースや基準書を随時入手し、最新の基準の把

握を行っております。また、IFRSに基づく適正な連結財務諸表を作成するために、IFRSに準拠したグループ会計方

針及び会計指針を作成し、それらに基づいて会計処理を行っております。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結財政状態計算書】

（単位：千円）
 

 注記
前連結会計年度

（2017年12月31日）
 

当連結会計年度
（2018年12月31日）

資産     

流動資産     

現金及び現金同等物 8 5,970,318  5,626,723

営業債権及びその他の債権 9,22 4,984,981  4,447,390

棚卸資産 10 128,353  238,461

その他の金融資産 11 －  30

その他の流動資産  316,609  306,121

流動資産合計  11,400,260  10,618,726

     

非流動資産     

有形固定資産 12 424,747  442,641

のれん 13 11,739,040  11,739,040

無形資産 13 2,982,588  4,633,235

持分法で会計処理されている投資  57,079  37,152

その他の金融資産 11 1,238,994  1,405,853

その他の非流動資産  13,340  115,372

繰延税金資産 15 206,881  420,864

非流動資産合計  16,662,670  18,794,156

資産合計  28,062,930  29,412,881

     

負債及び資本     

負債     

流動負債     

営業債務及びその他の債務 16 5,595,736  3,623,665

契約負債 2,22 －  1,616,791

短期有利子負債 17 645,323  378,551

未払法人所得税  568,415  1,004,527

その他の金融負債  83,140  72,820

その他の流動負債 18 584,924  1,216,718

流動負債合計  7,477,539  7,913,072

     

非流動負債     

長期有利子負債 17 461,122  84,738

退職給付に係る負債 24 227,131  196,345

引当金 19 139,786  133,207

繰延税金負債 15 19,927  52,097

非流動負債合計  847,967  466,386

負債合計  8,325,505  8,379,457

     

資本     

資本金 20 7,147,905  7,147,905

資本剰余金 20 7,116,269  7,180,289

自己株式 20 △2,736,155  △3,500,454

利益剰余金 20 8,009,349  9,759,561

その他の資本の構成要素  200,056  446,124

親会社の所有者に帰属する持分合計  19,737,424  21,033,424

資本合計  19,737,424  21,033,424

負債及び資本合計  28,062,930  29,412,881
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②【連結損益計算書】

（単位：千円）
 

 注記
前連結会計年度

（自　2017年１月１日
至　2017年12月31日）

 
当連結会計年度

（自　2018年１月１日
至　2018年12月31日）

売上収益 22 18,194,991  21,285,103

売上原価 23 △4,889,201  △5,451,763

売上総利益  13,305,790  15,833,340

販売費及び一般管理費 23 △10,300,878  △11,750,826

その他の営業収益  23,160  57,054

その他の営業費用 25 △17,171  △25,057

営業利益  3,010,901  4,114,511

金融収益 26 15,517  12,252

金融費用 26 △18,041  △12,367

持分法による投資損失  △18,923  △9,153

税引前利益  2,989,455  4,105,244

法人所得税 15 △1,057,351  △1,449,621

当期利益  1,932,104  2,655,622

     

当期利益の帰属     

親会社の所有者  1,932,104  2,655,622

     

１株当たり当期利益     

基本的１株当たり当期利益（円） 7 21.81  30.36

希薄化後１株当たり当期利益（円） 7 21.80  30.15
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③【連結包括利益計算書】

（単位：千円）
 

 注記
前連結会計年度

（自　2017年１月１日
至　2017年12月31日）

 
当連結会計年度

（自　2018年１月１日
至　2018年12月31日）

当期利益  1,932,104  2,655,622

     

その他の包括利益     

純損益に振替えられることのない項目     

その他の包括利益を通じて公正価値で測定

する資本性金融資産の公正価値の純変動
27 15,861  61,128

確定給付制度の再測定 27 2,056  9,053

純損益に振替えられることのない

項目合計
 17,917  70,181

     

純損益に振替えられる可能性のある項目     

在外営業活動体の換算差額 27 △6,210  △8,270

持分法適用会社における

その他の包括利益に対する持分
27 7,732  △4,774

純損益に振替えられる可能性のある項目

合計
 1,521  △13,044

税引後その他の包括利益合計  19,438  57,136

     

当期包括利益  1,951,542  2,712,759

     

当期包括利益の帰属     

親会社の所有者  1,951,542  2,712,759
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④【連結持分変動計算書】

前連結会計年度（自　2017年１月１日　至　2017年12月31日）

（単位：千円）
 

 注記

親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 自己株式 利益剰余金
その他の資本の構成要素

新株予約権
在外営業活動
体の換算差額

2017年１月１日残高  7,147,905 7,114,654 △2,252,885 7,136,345 7,383 △37,586

当期利益  － － － 1,932,104 － －

その他の包括利益 27 － － － － － 1,521

当期包括利益合計  － － － 1,932,104 － 1,521

自己株式の取得 20 － － △530,475 － － －

自己株式の処分 20 － 557 47,205 － △80 －

配当 21 － － － △1,049,308 － －

資本剰余金から利益

剰余金への振替
 － 1,058 － △1,058 － －

株式報酬取引 29 － － － － 158,797 －

その他の資本の構成

要素から利益剰余金

への振替

 － － － △8,968 － －

その他の増減  － － － 234 △234 －

所有者との取引額合計  － 1,615 △483,270 △1,059,100 158,483 －

2017年12月31日残高  7,147,905 7,116,269 △2,736,155 8,009,349 165,866 △36,065

 

（単位：千円）
 

 注記

親会社の所有者に帰属する持分

資本合計

その他の資本の構成要素

合計

その他の包括利
益を通じて公正
価値で測定する
資本性金融資産
の公正価値の純

変動

確定給付制度
の再測定

合計

2017年１月１日残高  43,370 － 13,167 19,159,187 19,159,187

当期利益  － － － 1,932,104 1,932,104

その他の包括利益 27 15,861 2,056 19,438 19,438 19,438

当期包括利益合計  15,861 2,056 19,438 1,951,542 1,951,542

自己株式の取得 20 － － － △530,475 △530,475

自己株式の処分 20 － － △80 47,682 47,682

配当 21 － － － △1,049,308 △1,049,308

資本剰余金から利益

剰余金への振替
 － － － － －

株式報酬取引 29 － － 158,797 158,797 158,797

その他の資本の構成

要素から利益剰余金

への振替

 11,024 △2,056 8,968 － －

その他の増減  － － △234 － －

所有者との取引額合計  11,024 △2,056 167,451 △1,373,304 △1,373,304

2017年12月31日残高  70,255 － 200,056 19,737,424 19,737,424
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当連結会計年度（自　2018年１月１日　至　2018年12月31日）

（単位：千円）
 

 注記

親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 自己株式 利益剰余金
その他の資本の構成要素

新株予約権
在外営業活動
体の換算差額

2018年１月１日残高  7,147,905 7,116,269 △2,736,155 8,009,349 165,866 △36,065

会計方針の変更 2 － － － 52,729 － －

修正再表示後の残高  7,147,905 7,116,269 △2,736,155 8,062,078 165,866 △36,065

当期利益  － － － 2,655,622 － －

その他の包括利益 27 － － － － － △13,044

当期包括利益合計  － － － 2,655,622 － △13,044

自己株式の取得 20 － － △1,005,603 － － －

自己株式の処分 20 － 64,020 241,303 － △8,829 －

配当 21 － － － △967,192 － －

株式報酬取引 29 － － － － 211,682 －

その他の資本の構成

要素から利益剰余金

への振替

 － － － 9,053 － －

その他の増減  － － － － △4,868 －

所有者との取引額合計  － 64,020 △764,300 △958,139 197,985 －

2018年12月31日残高  7,147,905 7,180,289 △3,500,454 9,759,561 363,850 △49,109

 

（単位：千円）
 

 注記

親会社の所有者に帰属する持分

資本合計

その他の資本の構成要素

合計

その他の包括利
益を通じて公正
価値で測定する
資本性金融資産
の公正価値の純

変動

確定給付制度
の再測定

合計

2018年１月１日残高  70,255 － 200,056 19,737,424 19,737,424

会計方針の変更 2 － － － 52,729 52,729

修正再表示後の残高  70,255 － 200,056 19,790,153 19,790,153

当期利益  － － － 2,655,622 2,655,622

その他の包括利益 27 61,128 9,053 57,136 57,136 57,136

当期包括利益合計  61,128 9,053 57,136 2,712,759 2,712,759

自己株式の取得 20 － － － △1,005,603 △1,005,603

自己株式の処分 20 － － △8,829 296,494 296,494

配当 21 － － － △967,192 △967,192

株式報酬取引 29 － － 211,682 211,682 211,682

その他の資本の構成

要素から利益剰余金

への振替

 － △9,053 △9,053 － －

その他の増減  － － △4,868 △4,868 △4,868

所有者との取引額合計  － △9,053 188,932 △1,469,488 △1,469,488

2018年12月31日残高  131,383 － 446,124 21,033,424 21,033,424
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⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）
 

 注記
前連結会計年度

（自　2017年１月１日
至　2017年12月31日）

 
当連結会計年度

（自　2018年１月１日
至　2018年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前利益  2,989,455  4,105,244

減価償却費及び償却費  678,591  844,193

減損損失  9,900  －

株式報酬費用  158,797  206,814

金融収益及び費用（△は益）  2,523  114

持分法による投資損益（△は益）  18,923  9,153

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増

加）
 △362,055  532,973

棚卸資産の増減額（△は増加）  62,248  △110,324

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減

少）
 △333  138,805

未払費用の増減額（△は減少）  △63,051  185,164

未払従業員賞与の増減額（△は減少）  119,646  396,397

契約負債の増減額（△は減少）  －  △513,761

未払消費税等の増減額（△は減少）  48,848  23,699

その他  61,887  △36,651

小計  3,725,380  5,781,820

利息の受取額  1,992  1,698

配当金の受取額  3,098  3,194

利息の支払額  △5,536  △4,124

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）  △1,167,155  △1,216,297

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,557,778  4,566,291

投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産の取得による支出  △43,673  △88,996

有形固定資産の売却による収入  50,407  －

無形資産の取得による支出  △1,226,809  △2,317,835

投資の取得による支出  △15,000  △113,550

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に

よる支出
6 △865,414  －

敷金及び保証金の差入による支出  △12,917  △30,408

敷金及び保証金の回収による収入  34,540  29,656

その他  6,603  25,120

投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,072,263  △2,496,013

財務活動によるキャッシュ・フロー     

長期借入金の返済による支出 28 △667,850  △653,350

リース債務の返済による支出 28 △46,130  △59,559

配当金の支払額 21 △1,049,308  △967,192

自己株式の取得による支出  △530,475  △1,005,603

自己株式の売却による収入  47,682  296,494

その他  △4,500  △19,500

財務活動によるキャッシュ・フロー  △2,250,582  △2,408,710

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響  △2,821  △5,163

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  △1,767,888  △343,594

現金及び現金同等物の期首残高 8 7,738,206  5,970,318

現金及び現金同等物の期末残高 8 5,970,318  5,626,723
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【連結財務諸表注記】

１．報告企業

　株式会社ブロードリーフ（以下「当社」という。）は日本に所在する企業です。当社の登記されている本社の住

所は、ウェブサイト（https://www.broadleaf.co.jp/）で開示しております。当社グループの連結財務諸表は12月

31日を期末日とし、当社及びその子会社（以下「当社グループ」という。）並びに関連会社に対する当社グループ

の持分により構成されております。

　当社グループは、「感謝と喜び」を経営理念とし、「豊かなカーライフを支援する総合サービス業への進化」を

経営方針に掲げ、主に自動車アフターマーケット業界をはじめとする市場に、ネットワークを介した業種特化型の

業務アプリケーションの提供、顧客に対する保守サービスやサプライ品の提供に加え、「産業プラットフォーム」

上での各種ネットワークサービスを行っております。

 

２．作成の基礎

(1）IFRSに準拠している旨

　当社グループの連結財務諸表は、国際会計基準審議会によって公表されたIFRSに準拠して作成しております。

当社グループは、連結財務諸表規則第１条の２に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たしているこ

とから、同第93条の規定を適用しております。

 

(2）財務諸表の承認

　当社グループの連結財務諸表は、2019年３月29日に代表取締役社長 大山堅司によって承認されております。

 

(3）測定の基礎

　当社グループの連結財務諸表は、注記「３．重要な会計方針」に記載のとおり、公正価値で測定する特定の金

融商品等を除き、取得原価を基礎として作成しております。

 

(4）機能通貨及び表示通貨

　当社グループの連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、千円未満を四捨五入し

て表示しております。

 

(5）会計方針の変更

　当社グループは、当連結会計年度より、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」（2014年５月公表）及び

「IFRS第15号の明確化」（2016年４月公表）（合わせて以下「IFRS第15号」という。）を適用しております。

　当社グループでは、経過措置に従ってIFRS第15号を遡及適用し、適用開始の累積的影響を当連結会計年度の利

益剰余金期首残高の修正として認識しております。

　IFRS第15号の適用に伴い、IFRS第９号「金融商品」に基づく利息及び配当収益等を除き、以下の５ステップを

適用することにより収益を認識しております。

 

ステップ１：顧客との契約を識別する。

ステップ２：契約における履行義務を識別する。

ステップ３：取引価格を算定する。

ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する。

ステップ５：履行義務の充足時に（又は充足するにつれて）収益を認識する。

 

　上記に基づき、収益は、顧客との契約における履行義務の充足に従い、一時点又は一定期間にわたり認識して

おります。具体的な収益認識の基準は注記「22．売上収益」に記載しております。

　顧客との契約獲得のための増分コストのうち、回収可能であると見込まれる部分について資産（以下「契約コ

ストから認識した資産」という。）として認識しております。顧客との契約獲得のための増分コストとは、顧客

との契約を獲得するために発生したコストで、当該契約を獲得しなければ発生しなかったであろうものでありま

す。契約コストから認識した資産については、顧客との見積契約期間に応じて５年間の均等償却を行っておりま

す。前連結会計年度におけるこのようなコストは、発生時に販売費及び一般管理費として処理しております。

　この結果、従前の会計基準を適用した場合と比べて、当連結会計年度の期首の連結財政状態計算書において、

その他の非流動資産及び利益剰余金がそれぞれ76,000千円、52,729千円増加し、繰延税金資産が23,271千円減少

しております。当連結会計年度の連結損益計算書においては、従前の会計基準を適用した場合と比べて、損益に

与える影響は軽微であります。
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　また、IFRS第15号の適用に伴い、当連結会計年度より、従来、営業債務及びその他の債務に含めて表示してい

た顧客からの前受金を、契約負債として表示しております。

　この結果、従前の会計基準を適用した場合と比べて、当連結会計年度末の連結財政状態計算書において、契約

負債が1,616,791千円増加するとともに、営業債務及びその他の債務が同額減少しております。当連結会計年度

の連結キャッシュ・フロー計算書においては、営業債務及びその他の債務の増減額が513,761千円増加するとと

もに、契約負債の増減額が同額減少しております。

 

(6）表示方法の変更

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていました「未払費用

の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しました。この表示方法の変更を反映

させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。

　この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フ

ロー」の「その他」に表示していた△63,051千円は、「未払費用の増減額」として組替えています。

 

(7）未適用の新たな基準書及び解釈指針

　連結財務諸表の承認日までに新設又は改訂が行われた新基準書及び新解釈指針のうち、当社グループが適用し

ていない主なものは、以下のとおりであります。

 

基準書 基準名
強制適用時期
(以降開始年度)

当社グループ
適用予定年度

新設・改訂の概要

IFRS第16号 リース 2019年１月１日 2019年12月期 リースに関する会計処理の改訂

 

　IFRS第16号「リース」（以下、同基準）では、原則として借手のリースをオンバランス処理する単一の会計モ

デルが導入されます。借手は原資産を使用する権利を表象する使用権資産と、リース料を支払う義務を表象する

リース負債を認識することになります。

　当社グループは、比較情報の修正再表示は行わず、同基準適用の累積的影響は、2019年1月1日の利益剰余金の

期首残高の調整として認識されます。

　また、当社グループは、移行時におけるリースの定義の適用免除に関する実務上の便法を適用する予定です。

この場合、2019年1月1日より前に締結し、IAS第17号「リース」及びIFRIC解釈指針第4号「契約にリースが含まれ

ているか否かの判断」に基づきリースとして識別されたすべての契約に同基準が適用されることになります。

　同基準適用により、従前の会計基準を適用した場合と比べて、2019年１月１日における有形固定資産及び有利

子負債の追加認識額は、各々９億円及び９億円と見積っております。連結キャッシュ・フロー計算書への影響

は、財務活動によるキャッシュ・フローが７億円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローが同額増加すると

見積っております。連結損益計算書への影響は僅少であると見積っております。

 

３．重要な会計方針

　以下に記載する会計方針は、この連結財務諸表に報告されている全ての期間について適用しております。

(1）連結の基礎

①　子会社

　子会社とは、当社グループにより支配されている企業をいいます。当社グループがある企業への関与により

生じる変動リターンに対するエクスポージャー又は権利を有し、かつ、当該企業に対するパワーにより当該リ

ターンに影響を及ぼす能力を有している場合に、当社グループは当該企業を支配していることとなります。

　子会社の財務諸表は、当社グループが支配を獲得した日から支配を喪失する日まで、連結の対象に含めてお

ります。

　子会社が適用する会計方針が当社グループの適用する会計方針と異なる場合には、必要に応じて当該子会社

の財務諸表に調整を加えております。当社グループ間の債権債務残高及び内部取引高、並びに当社グループ間

の取引から発生した未実現損益は、連結財務諸表の作成に際して消去しております。

　子会社持分を一部処分した際、支配が継続する場合には、資本取引として会計処理しております。非支配持

分の調整額と対価の公正価値との差額は、親会社の所有者に帰属する持分として資本に直接認識されておりま

す。

　支配を喪失した場合には、支配の喪失から生じた利得又は損失を純損益で認識しております。
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②　関連会社及び共同支配企業

　関連会社とは、当社グループがその財務及び経営方針に対して重要な影響力を有しているものの、支配又は

共同支配をしていない企業をいいます。

　共同支配企業とは、当社グループを含む複数の当事者が取決めに対する契約上合意された支配を共有し、関

連性のある活動に関する意思決定に際して、支配を共有する当事者の一致した合意を必要としており、かつ、

当社グループが当該取決めの純資産に対する権利を有している企業をいいます。

　関連会社及び共同支配企業への投資は、持分法を適用して会計処理しております。

　連結財務諸表は、重要な影響力又は共同支配の獲得日から喪失日までの関連会社及び共同支配企業の損益及

びその他の包括利益の変動に対する当社グループの持分を含んでおります。関連会社及び共同支配企業が適用

する会計方針が当社グループの会計方針と異なる場合には、当社グループの会計方針と整合させるため、必要

に応じて当該持分法適用会社の財務諸表に調整を加えております。

 

(2）企業結合

　企業結合は取得法を用いて会計処理しております。取得対価は、被取得企業の支配と交換に譲渡した資産、引

き受けた負債及び当社が発行する資本性金融商品の取得日の公正価値の合計として測定しております。取得対価

と被取得企業の非支配持分の金額の合計が識別可能な資産及び負債の公正価値を超過する場合は、連結財政状態

計算書においてのれんとして計上しております。反対に下回る場合には、直ちに連結損益計算書において純損益

として計上しております。

　仲介手数料、弁護士費用、デュー・デリジェンス費用等の、企業結合に関連して発生する取引費用は、発生時

に費用処理しております。

　非支配持分の追加取得については、資本取引として会計処理しているため、当該取引からのれんは認識してお

りません。

　被取得企業における識別可能な資産及び負債は、以下を除いて、取得日の公正価値で測定しております。

・繰延税金資産又は負債

・従業員給付契約に関連する資産又は負債

・被取得企業の株式に基づく報酬契約

・IFRS第５号「売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業」に従って売却目的に分類される資産又は処分

グループ

　企業結合が生じた連結会計年度の末日までに企業結合の当初の会計処理が完了していない場合には、暫定的な

金額で会計処理を行い、取得日から１年以内の測定期間において、暫定的な金額の修正を行っております。

 

(3）外貨換算

①　外貨建取引

　当社グループの各企業は、その企業が営業活動を行う主たる経済環境の通貨として、それぞれ独自の機能通

貨を定めており、各企業の取引はその機能通貨により測定しております。

　当社グループの各企業がそれぞれの財務諸表を作成する際に、その企業の機能通貨以外の通貨での取引は、

取引日における為替レートで各企業の機能通貨に換算しております。

　期末日における外貨建貨幣性資産及び負債は、期末日の為替レートで換算しております。

　換算又は決済により生じる換算差額は、純損益として認識しております。

 

②　在外営業活動体の財務諸表

　在外営業活動体の資産及び負債については期末日の為替レート、収益及び費用ついてはその期間中の為替

レートが著しく変動しない限り、平均為替レートを用いて日本円に換算しております。在外営業活動体の財務

諸表の換算から生じる換算差額は、その他の包括利益として認識しております。在外営業活動体の累積換算差

額は、在外営業活動体が処分された期間に純損益に振り替えます。

 

(4）現金及び現金同等物

　現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資から構成されておりま

す。
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(5）金融商品

①　金融資産

（ⅰ）当初認識及び測定

　当社グループは、営業債権を、発生日に当初認識しております。その他のすべての金融資産は、当社グ

ループが当該金融資産の契約当事者となった取引日に当初認識しております。

　金融資産は純損益を通じて公正価値で測定される金融資産、その他の包括利益を通じて公正価値で測定さ

れる金融資産、償却原価で測定される金融資産に分類しております。当社グループは当初認識においてその

分類を決定しております。

　負債性金融資産は、次の条件がともに満たされる場合には、償却原価で測定する金融資産に分類しており

ます。

　・契約上のキャッシュ・フローを回収するために金融資産を保有することを目的とする事業モデルに基づ

いて、金融資産が保有されている。

　・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが特

定の日に生じる。

　また、次の条件がともに満たされる負債性金融資産は、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金

融資産に分類しております。それ以外の負債性金融資産は純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分

類しております。

　・契約上のキャッシュ・フローの回収及び金融資産の売却を目的とした事業モデルに基づいて、金融資産

が保有されている。

　・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが特

定の日に生じる。

　トレーディング目的保有ではない資本性金融資産の当初認識時において、当初認識後はその他の包括利益

を通じて公正価値で測定するという取消不能な選択を行う場合があります。この選択は個々の投資ごとに行

います。

　金融資産（当初認識時に取引価格で測定される重大な金融要素を有しない営業債権を除く）は、公正価値

で測定し、純損益を通じて公正価値で測定するものでない金融資産の場合には、公正価値に金融資産の取得

に直接起因する取引費用を加算しております。

 

（ⅱ）事後測定

　金融資産の当初認識後の測定は、その分類に応じて以下のとおり測定しております。

(a) 償却原価により測定する金融資産

　　当初認識後、実効金利法による償却原価で測定し、利息収益を純損益として認識しております。

(b) 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産

　　当初認識後は公正価値で測定し、公正価値の変動、利息収益及び配当金を純損益として認識しておりま

す。

(c) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産

　　当初認識後は公正価値で測定し、公正価値の変動はその他の包括利益で認識しております。

　　その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の公正価値の変動による累積利得または損失

は、資本性金融資産を処分した場合、もしくは公正価値が著しく低下した場合に利益剰余金に振り替える

こととしております。

　　なお、当該金融資産からの配当金については、明らかに投資原価の一部回収である場合を除き金融収益

の一部として当期の純損益として認識しております。

 

(ⅲ）認識の中止

　金融資産から生じるキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した場合、又は金融資産を譲渡し所

有に係るリスクと経済価値のほとんどすべて移転している場合に金融資産の認識を中止しております。
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②　金融負債

(ⅰ)当初認識及び測定

　当社グループは、金融負債を当社グループが当該金融商品の契約の当事者になる取引日に認識しておりま

す。

　当社グループは、金融負債について、償却原価で測定する金融負債に分類しております。この分類は、当

初認識時に決定しております。

　償却原価で測定する金融負債は、公正価値から金融負債の発行に直接起因する取引費用を減算した金額で

測定しております。

 

(ⅱ)事後測定

　償却原価で測定する金融負債については、当初認識後実効金利法による償却原価で測定しております。

　実効金利法による償却及び認識を中止した場合の利得及び損失については、金融費用の一部として当期の

純損益として認識しております。

 

(ⅲ)認識の中止

　当社グループは、金融負債が消滅したとき、すなわち、契約中に特定された債務が免責、取消し、又は失

効となった時に、金融負債の認識を中止します。

 

③　減損

　当社グループは、金融資産及び金融保証契約の減損の認識にあたっては、期末日ごとに償却原価で測定する

金融資産又は金融保証契約に当初認識時点からの信用リスクの著しい増加があるかどうかに基づいておりま

す。

　当初認識時点から信用リスクが著しく増加していない場合には、12ヶ月の予想信用損失を損失評価引当金と

して認識しております。一方、当初認識時点から信用リスクの著しい増加があった場合には、全期間にわたる

予想信用損失を損失評価引当金として認識しております。

　重大な金融要素が含まれていない営業債権については、当初から全期間にわたる予想信用損失を損失評価引

当金として認識しております。

　信用リスクが著しく増加しているか否かは、債務不履行が発生するリスクの変化に基づいて判断しており、

債務不履行が発生するリスクに変化があるかどうかの判断にあたっては、以下を考慮しております。

・期日経過情報

・債務者の経営成績の悪化

　金融資産の全部又は一部について回収ができず、又は回収が極めて困難であると判断された場合には債務不

履行と判断しております。

　債務不履行に該当した場合は信用減損している証拠が存在すると判断し、信用減損金融資産に分類しており

ます。

　期日経過日数に関わらず、金融資産の全部又は一部について回収できないと合理的に判断した場合は、当該

金融資産の帳簿価額を直接償却しております。

 

④　金融商品の公正価値

　期末日現在で活発な金融市場において取引されている金融商品の公正価値は、市場における公表価格を参照

しております。

　活発な市場が存在しない金融商品の公正価値は、適切な評価技法を利用して算定しております。

 

(6）棚卸資産

　棚卸資産は、商品、製品、仕掛品、貯蔵品から構成されており、取得原価（主に移動平均法又は個別法）と正

味実現可能価額のいずれか低い額で評価しております。また、正味実現可能価額は、通常の事業の過程における

見積売価から、販売に要する見積費用を控除して算定しております。
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(7）有形固定資産

　当社グループは、有形固定資産の測定においては原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損

損失累計額を控除した帳簿価額で表示しております。取得原価には、資産の取得に直接付随する費用、資産の解

体・撤去及び設置していた場所の原状回復費用及び資産計上すべき借入コスト等を含めることとしております。

　土地及び建設仮勘定以外の各資産の減価償却費は、それぞれの見積耐用年数にわたり、定額法で計上していま

す。主要な資産項目ごとの見積耐用年数は以下のとおりです。

・建物及び構築物　　　　11－43年

・工具、器具及び備品　　４－６年

　なお、見積耐用年数、残存価額及び減価償却方法は、各年度末に見直しを行い、変更があった場合は、会計上

の見積りの変更として将来に向かって適用しております。

 

(8）のれん及び無形資産

①　のれん

　企業結合により生じたのれんは、取得原価から減損損失累計額を控除した帳簿価額で表示しております。

　のれんの償却は行わず、配分した資金生成単位に減損の兆候が存在する場合、及び減損の兆候の有無にかか

わらず各年度の一定時期に、減損テストを実施しております。

　のれんの減損損失は連結損益計算書において認識され、その後の戻入れは行っておりません。

 

②　無形資産

　無形資産の測定においては原価モデルを採用し、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除した帳

簿価額で表示しております。

　開発活動で発生した費用は、以下のすべての条件を満たしたことを立証できる場合にのみ、資産計上してお

ります。

・使用又は売却に利用できるように無形資産を完成させることの技術上の実行可能性

・無形資産を完成させて、使用するか又は売却するという意図

・無形資産を使用又は売却できる能力

・無形資産が蓋然性の高い将来の経済的便益をどのように創出する方法

・開発を完成させて、無形資産を使用するか又は売却するために必要となる、適切な技術上、財務上及びそ

の他の資源の利用可能性

・開発期間中の無形資産に起因する支出を信頼性をもって測定できる能力

　個別に取得した無形資産は、当初認識時に取得原価で測定しております。

　企業結合の一部として取得し、のれんと区別して認識された無形資産は、当初認識時に取得日時点の公正価

値で測定しております。

　耐用年数を確定できない無形資産を除いて、それぞれの見積耐用年数にわたって定額法で償却しておりま

す。

　主要な無形資産の見積耐用年数は以下のとおりです。なお、耐用年数を確定できない無形資産はありませ

ん。

・ソフトウエア　３-10年

・顧客関連資産　　 10年

　なお、見積耐用年数、残存価額及び償却方法は、各年度末に見直しを行い、変更があった場合は、会計上の

見積りの変更として将来に向かって適用しております。

 

(9）リース

①　リースの対象

　リース契約開始時、その契約がリースであるか、又は契約にリースが含まれているか否かについては、契約

の実質に基づき判断しております。契約の履行が、特定の資産や資産群の使用に依存し、その契約により、当

該資産を使用する権利が与えられる契約の場合、当該資産はリースの対象となります。
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②　ファイナンス・リース取引

　契約上、資産の所有に伴うリスクと経済価値が実質的にすべて移転するリースについては、ファイナンス・

リースに分類しております。

　リース資産及びリース債務は、公正価値又は最低支払リース料総額の現在価値のいずれか低い金額で当初認

識し、当初認識後は、当該資産及び負債に適用される会計方針に基づき会計処理しております。ただし、リー

ス期間の終了時までに所有権を取得するという合理的な確実性がない場合には、リース資産の減価償却は、

リース期間と見積耐用年数のいずれか短い方の期間にわたって、定額法で計上しております。

 

③　オペレーティング・リース取引

　オペレーティング・リース取引においては、支払リース料はリース期間にわたって定額法により費用として

認識しております。

 

(10) 非金融資産の減損

　棚卸資産及び繰延税金資産を除く当社グループの非金融資産の帳簿価額は、毎期、減損の兆候の有無を判断し

ております。減損の兆候が存在する場合は、当該資産の回収可能価額を見積っております。のれん及び耐用年数

を確定できない、又は未だ使用可能ではない無形資産については、回収可能価額を毎期又は減損の兆候を識別し

た時に見積っております。

　資産又は資金生成単位の回収可能価額は、使用価値と売却費用控除後の公正価値のうちいずれか大きい方の金

額としております。使用価値の算定において、見積将来キャッシュ・フローは、貨幣の時間的価値及び当該資産

に固有のリスクを反映した税引前割引率を用いて現在価値に割り引いております。減損テストにおいて個別にテ

ストされない資産は、継続的な使用により他の資産又は資産グループのキャッシュ・インフローから、概ね独立

したキャッシュ・インフローを生成する最小の資金生成単位に統合しております。のれんの減損テストを行う際

には、のれんが配分される資金生成単位を、のれんが関連する最小の単位を反映して減損がテストされるように

統合しております。企業結合により取得したのれんは、結合のシナジーが得られると期待される資金生成単位に

配分しております。

　当社グループの全社資産は、独立したキャッシュ・インフローを生成しません。全社資産に減損の兆候がある

場合、全社資産が帰属する資金生成単位の回収可能価額を見積っております。

　減損損失は、資産又は資金生成単位の帳簿価額が見積回収可能価額を超過する場合に純損益として認識しま

す。資金生成単位に関連して認識した減損損失は、まずその単位に配分されたのれんの帳簿価額を減額するよう

に配分し、次に資金生成単位内のその他の資産の帳簿価額を比例的に減額します。

　のれんに関連する減損損失は戻入れしません。その他の資産については、過去に認識した減損損失は、毎期末

日において損失の減少又は消滅を示す兆候の有無を評価しております。回収可能価額の決定に使用した見積りが

変化した場合は、減損損失を戻し入れます。減損損失は、減損損失を認識しなかった場合の帳簿価額から必要な

減価償却費及び償却額を控除した後の帳簿価額を超えない金額を上限として戻し入れます。

 

(11) 退職給付

当社グループは、従業員の退職給付制度として確定給付制度と確定拠出制度を運営しております。

当社グループは、退職給付制度債務の現在価値及び関連する当期勤務費用並びに過去勤務費用を、予測単位積

増方式を用いて算定しております。

割引率は、将来の毎年度の給付支払見込日までの期間を基に割引期間を設定し、割引期間に対応した期末日時

点の優良社債の市場利回りに基づき算定しております。

確定給付制度に係る負債又は資産は、確定給付制度債務の現在価値から制度資産の公正価値を控除して算定し

ております。

確定給付制度の再測定額は、発生した期においてその他の包括利益として一括認識し、直ちにその他の資本の

構成要素から利益剰余金に振り替えております。

過去勤務費用は、発生した期の純損益として処理しております。

確定拠出型の退職給付に係る費用は、拠出した時点で費用として認識しております。
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(12) 引当金

　引当金は、過去の事象の結果として、当社グループが、現在の法的又は推定的債務を負っており、当該債務を

決済するために経済的資源の流出が生じる可能性が高く、当該債務の金額について信頼性のある見積りができる

場合に認識しております。引当金は、見積将来キャッシュ・フローを貨幣の時間的価値及び当該負債に特有のリ

スクを反映した税引前の利率を用いて現在価値に割り引いております。時の経過に伴う割引額の割戻しは金融費

用として認識しております。

　資産除去債務については、賃借契約終了時に原状回復義務のある賃借事務所の原状回復費用見込額について、

各物件の状況を個別に勘案して資産除去債務を計上しております。

 

(13) 株式に基づく報酬

　当社グループは、一部の役員及び従業員に対するインセンティブプランとして、持分決済型の株式報酬制度を

採用しております。

　持分決済型の株式に基づく報酬は、受領した役務を付与日における資本性金融商品の公正価値で測定し、権利

確定期間にわたって費用として認識し、同額を資本の増加として認識しております。付与した資本性金融商品の

対価として現金を受け取る場合は、受け取った現金を付与日に資本の増加として認識しております。資本性金融

商品の付与日における公正価値が受け取った現金を超える金額は、権利確定期間にわたり費用として認識し、同

額を資本の増加として認識します。

　なお、IFRS第１号の免除規定を採用し、2002年11月７日以降に付与され、当社グループのIFRS移行日以前に権

利が確定したストック・オプションについて、IFRS第２号「株式に基づく報酬」を適用しておりません。

 

(14) 収益の認識基準

　当社グループは、IFRS第９号「金融商品」に基づく利息及び配当収益等を除き、以下の５ステップを適用する

ことにより収益を認識しております。

 

ステップ１：顧客との契約を識別する。

ステップ２：契約における履行義務を識別する。

ステップ３：取引価格を算定する。

ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する。

ステップ５：履行義務の充足時に（又は充足するにつれて）収益を認識する。

 

　当社グループの事業は、主に自動車アフターマーケット業界をはじめとする市場において、システム販売、シ

ステムサポート、ネットワークサービスの３分野で事業展開しております。

　システム販売分野は、主にネットワークを介した業種特化型の業務アプリケーションを提供しており、顧客へ

の商品の引渡し、検収の受領等、契約上の受渡し条件の履行時に一時点で収益を認識しております。

　システムサポート分野は、顧客に対する保守サービスの提供やサプライ品の販売を行っております。保守サー

ビスは、サービスを提供する期間を通して一定期間にわたって収益を認識しており、サプライ品の販売は、商品

の引渡し時に一時点で収益を認識しております。

　ネットワークサービス分野は、産業プラットフォーム上での各種ネットワークサービスを行っており、サービ

スを提供する期間を通して一定期間にわたって収益を認識しております。

　当社グループは顧客との契約開始時から１年以内に顧客あるいはリース会社から取引の対価を受領しておりま

す。

　顧客との契約獲得のための増分コストのうち、回収可能であると見込まれる部分について資産（以下「契約コ

ストから認識した資産」という。）として認識しております。顧客との契約獲得のための増分コストとは、顧客

との契約を獲得するために発生したコストで、当該契約を獲得しなければ発生しなかったであろうものでありま

す。契約コストから認識した資産については、顧客との見積契約期間に応じて５年間の均等償却を行っておりま

す。前連結会計年度におけるこのようなコストは、発生時に販売費及び一般管理費として処理しております。

 

 

(15) 金融収益及び金融費用

　金融収益は、主として受取利息、受取配当金及び純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の公正価値の変

動等から構成しております。受取利息は、実効金利法により発生時に認識しております。受取配当金は、当社グ

ループの受領権が確定した日に認識しております。

　金融費用は、主として支払利息及び純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の公正価値の変動等から構成

しております。支払利息は実効金利法により発生時に認識しております。
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(16) 法人所得税

　法人所得税は、当期税金及び繰延税金から構成しております。これらは、企業結合に関連するもの、及び直接

資本の部又はその他の包括利益で認識される項目を除き、純損益として認識しております。

　当期税金は、税務当局に対する納付又は税務当局から還付が予想される金額で測定しております。税額の算定

にあたっては、当社グループが事業活動を行い、課税対象となる損益を稼得する国において、連結会計年度末日

までに制定又は実質的に制定されている税率及び税法に従っております。

　繰延税金は、決算日における資産及び負債の会計上の帳簿価額と税務上の金額との一時差異、繰越欠損金及び

繰越税額控除に対して認識しております。

　なお、以下の一時差異に対しては、繰延税金資産及び負債を計上しておりません。

・のれんの当初認識から生じる加算一時差異

・企業結合取引を除く、会計上の利益にも税務上の課税所得にも影響を与えない取引によって発生する資産及

び負債の当初認識により生じる一時差異

・子会社及び関連会社に対する投資に係る将来加算一時差異のうち、解消時期をコントロールでき、かつ予測

可能な期間内に一時差異が解消しない可能性が高い場合

　繰延税金負債は原則としてすべての将来加算一時差異について認識し、繰延税金資産は将来減算一時差異を使

用できるだけの課税所得が稼得される可能性が高い範囲内で、すべての将来減算一時差異について認識しており

ます。

　繰延税金資産の帳簿価額は毎期見直され、繰延税金資産の全額又は一部が使用できるだけの十分な課税所得が

稼得されない可能性が高い部分については、帳簿価額を減額しております。未認識の繰延税金資産は毎期再評価

し、将来の課税所得により繰延税金資産が回収される可能性が高くなった範囲内で認識します。

　繰延税金資産及び負債は、連結会計年度末日において制定されている、又は実質的に制定されている法定税率

及び税法に基づいて資産が実現する期間又は負債が決済される期間に適用されると予想される税率及び税法に

よって測定しております。

　繰延税金資産及び負債は、当期税金負債と当期税金資産を相殺する法律上強制力のある権利を有し、かつ同一

の税務当局によって同一の納税主体に課されている場合、相殺しております。

 

(17) １株当たり利益

　基本的１株当たり当期利益は、親会社の普通株主に帰属する当期損益を、その期間の自己株式を調整した発行

済普通株式の加重平均株式数で除して計算しております。希薄化後１株当たり当期利益は、希薄化効果を有する

すべての潜在株式の影響を調整して計算しております。

 

(18) 自己株式

　自己株式を取得した場合は、直接取引費用を含む支払対価を、資本の控除項目として認識しております。当社

の自己株式の購入、売却又は消却において利得又は損失は認識していません。なお、帳簿価額と売却時の対価と

の差額は、資本剰余金として認識しております。

 

(19) 配当金

　当社の株主に対する配当のうち、期末配当は当社の株主総会により承認された日、中間配当は取締役会により

承認された日の属する期間の負債として認識しております。

 

４．重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断

　連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の金額に影響を及ぼ

す判断、見積り及び仮定の設定を行うことが義務付けられております。実際の業績は、これらの見積りとは異なる

場合があります。

　見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直します。会計上の見積りの変更による影響は、その見積りを変更

した会計期間及び影響を受ける将来の会計期間において認識します。

　翌連結会計年度において重要な修正をもたらす重要なリスクのある、仮定及び見積りの不確実性に関する情報

は、のれんの減損（注記「13．のれん及び無形資産」）に含まれております。

 

EDINET提出書類

株式会社ブロードリーフ(E27361)

有価証券報告書

 60/116



５．セグメント情報

(1）報告セグメントの概要

　当社グループは、主に自動車アフターマーケット業界をはじめとする市場に、ネットワークを介した業種特化

型の業務アプリケーションの提供、当社顧客に対する保守サービスやサプライ品の提供に加え、「産業プラット

フォーム」上での各種ネットワークサービスを行っており、システム販売分野、システムサポート分野及びネッ

トワークサービス分野に対するITサービス事業の単一セグメントで事業を展開しております。

 

(2）セグメント収益及び業績

　当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

(3）主要な商品及びサービスからの売上収益

　主要な商品及びサービスからの売上収益は、以下のとおりであります。

 

　　商品及びサービスごとの売上収益

（単位：千円）
 

 
前連結会計年度

（自　2017年１月１日
至　2017年12月31日）

当連結会計年度
（自　2018年１月１日
至　2018年12月31日）

システム販売 11,737,167 14,206,092

システムサポート 1,263,728 1,313,963

ネットワークサービス 5,194,096 5,765,047

合計 18,194,991 21,285,103

 

(4）地域別に関する情報

　外部顧客からの売上収益及び非流動資産の地域別内訳は、以下のとおりであります。

 

①　外部顧客からの売上収益

　本邦の外部顧客への売上収益が連結損益計算書の売上収益の大部分を占めるため、記載を省略しておりま

す。

 

②　非流動資産

　本邦に所在している非流動資産の金額が連結財政状態計算書の非流動資産の大部分を占めるため、記載を省

略しております。

 

(5）主要な顧客に関する情報

　外部顧客への売上収益のうち、連結損益計算書の売上収益の10%以上を占める相手先は、以下のとおりであり

ます。

（単位：千円）
 

顧客の名称又は氏名
前連結会計年度

（自　2017年１月１日
至　2017年12月31日）

当連結会計年度
（自　2018年１月１日
至　2018年12月31日）

リコーリース株式会社 3,317,356 4,328,557

シャープファイナンス株式会社 2,071,410 2,271,768
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６．企業結合

前連結会計年度（自　2017年１月１日　至　2017年12月31日）

株式会社タジマの株式取得（子会社化）

当社は、2017年５月12日に株式会社タジマ（以下「タジマ」という。）の全株式を取得して子会社化する株式

譲渡契約書を締結することを決議し、同日に株式譲渡契約書を締結いたしました。これにともない2017年７月25

日付で株式を取得し、同社を子会社化いたしました。

 

(1)　企業結合の概要

①　被取得企業の名称及びその事業内容

名称 株式会社タジマ

事業の内容 システム開発・販売

②　取得日

2017年７月25日

③　取得した議決権付資本持分割合

100％

④　被取得企業の支配の獲得方法

現金を対価とする株式の取得

⑤　企業結合を行った主な理由

当社は、「豊かなカーライフを支援する総合サービス業への進化」を中期的な経営方針として掲げ、自

動車アフターマーケット業界のユーザーと共に、カーオーナーにとって魅力的なサービスを提案・提供す

ることを通じ、持続的な成長を実現して参りました。一方、タジマは、「クルマのみらい、まっすぐサ

ポート」をスローガンに掲げ、当社と同業界において高品質なサービスを提供しております。両社は共に

同業界において事業を展開しているものの、それぞれの得意とする顧客層が異なり、タジマを当社グルー

プに迎え入れ、両社で営業協力体制を推し進めることで、これまで以上に幅広いユーザーにご満足頂ける

サービスを提供することが可能になるものと考えております。

このような期待から、当社は、企業価値の向上が実現できるものと判断し、タジマ株式を取得し子会社

化することといたしました。

 

(2)　取得対価の公正価値

（単位：千円）

 金額

現金 1,670,000

取得対価合計 1,670,000

 

(3)　取得関連費用

当該企業結合に係る取得関連費用110,677千円は「販売費及び一般管理費」に計上しております。
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(4)　取得資産及び引受負債の公正価値及びのれん

（単位：千円）

 金額

流動資産  

現金及び現金同等物 804,586

営業債権及びその他の債権 426,288

その他 200,878

非流動資産  

無形資産 1,197,733

その他 157,905

資産合計 2,787,390

流動負債  

営業債務及びその他の債務 2,395,695

その他 82,413

非流動負債  

繰延税金負債 78,587

その他 268,732

負債合計 2,825,428

取得資産及び引受負債の公正価値（純額） △38,038

のれん 1,708,038

 

のれんの主な内容は、取得から生じることが期待される既存事業とのシナジー効果及び超過収益力であ

ります。

　取得した営業債権及びその他債権の公正価値は426,288千円です。また、契約上の未収金額の総額は

447,558千円であり、回収が見込まれない契約上のキャッシュフローの見積もりは21,270千円です。

 

(5)　企業結合によるキャッシュ・フローへの影響

（単位：千円）

 金額

取得により支出した現金及び現金同等物 1,670,000

取得時に被取得企業が保有していた現金及び

現金同等物
△804,586

子会社の取得による支出 865,414

 

(6)　当連結会計年度の連結損益計算書に含まれている、被取得企業の取得日からの業績

当社グループの連結損益計算書には、取得日以降に被取得企業から生じた売上収益及び税引前損失が、そ

れぞれ1,104,754千円及び109,590千円含まれております。

 

(7)　企業結合が期首に行われたと仮定した場合の、当社グループの連結業績に係るプロフォーマ情報（非監査

情報）

企業結合が、当連結会計年度の期首である2017年１月１日に行われたと仮定した場合の売上収益及び税引

前利益は、それぞれ20,092,839千円及び2,965,549千円であります。

 

当連結会計年度（自　2018年１月１日　至　2018年12月31日）

　該当事項はありません。
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７．１株当たり利益

　基本的及び希薄化後１株当たり当期利益及びその算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　2017年１月１日
至　2017年12月31日）

当連結会計年度
（自　2018年１月１日
至　2018年12月31日）

親会社の所有者に帰属する当期利益（千円） 1,932,104 2,655,622

当期利益調整額（千円） － －

希薄化後の親会社の所有者に帰属する当期利益（千円） 1,932,104 2,655,622

期中平均普通株式数（株） 88,570,939 87,482,212

希薄化効果を有する潜在的普通株式の影響   

新株予約権（株） 48,513 53,424

株式給付信託（株） － 537,182

希薄化後の期中平均普通株式数（株） 88,619,452 88,072,818

基本的１株当たり当期利益（円） 21.81 30.36

希薄化後１株当たり当期利益（円） 21.80 30.15

 

（注）１．前連結会計年度において、2014年ストックオプションの新株予約権(1,772個)は希薄化効果を有していない

ため、希薄化後１株当たり当期利益の算定に含めておりません。

２．当社は、2018年４月１日を効力発生日として普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。前連結

会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、基本的１株当たり当期利益及び希薄化後１株当たり

当期利益を算定しております。

 

８．現金及び現金同等物

　現金及び現金同等物の内訳は、以下のとおりであります。

（単位：千円）
  

 
前連結会計年度

（2017年12月31日）
当連結会計年度

（2018年12月31日）

現金及び現金同等物   

現金及び預金 5,970,318 5,626,723

合計 5,970,318 5,626,723
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９．営業債権及びその他の債権

　営業債権及びその他の債権の内訳は、以下のとおりであります。

（単位：千円）
 

 
前連結会計年度

（2017年12月31日）
当連結会計年度

（2018年12月31日）

受取手形 82,647 59,037

電子記録債権 31,596 52,862

売掛金 3,213,430 2,677,323

未収入金 1,495,251 1,589,435

その他 190,003 98,176

貸倒引当金 △27,947 △29,442

合計 4,984,981 4,447,390

 

　営業債権及びその他の債権は、償却原価で測定する金融資産に分類しております。

 

10．棚卸資産

　棚卸資産の内訳は、以下のとおりであります。

（単位：千円）
 

 
前連結会計年度

（2017年12月31日）
当連結会計年度

（2018年12月31日）

商品 117,777 219,988

貯蔵品 10,575 18,474

合計 128,353 238,461

 

　費用として認識され、売上原価に含まれている棚卸資産の金額は、前連結会計年度及び当連結会計年度におい

てそれぞれ2,551,441千円、2,858,507千円であります。

　また、収益性の低下に伴い費用認識した棚卸資産の評価減の金額は、前連結会計年度及び当連結会計年度にお

いてそれぞれ3,760千円、2,272千円であります。
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11．その他の金融資産

　その他の金融資産の内訳は、以下のとおりであります。

（単位：千円）
 

 
前連結会計年度

（2017年12月31日）
当連結会計年度

（2018年12月31日）

償却原価で測定する金融資産   

敷金及び保証金 399,218 398,273

その他 7,675 7,132

小計 406,893 405,405

純損益を通じて公正価値で測定する負債性金融資産   

投資事業有限責任組合への出資 73,568 62,141

その他の金融資産 13,028 13,028

小計 86,596 75,169

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本

性金融資産
  

株式 745,505 925,309

小計 745,505 925,309

合計 1,238,994 1,405,883

流動資産 － 30

非流動資産 1,238,994 1,405,853

合計 1,238,994 1,405,883

 

　その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産の主な銘柄、及び公正価値は、以下のとおりであ

ります。

（単位：千円）

銘柄
前連結会計年度

（2017年12月31日）
当連結会計年度

（2018年12月31日）

株式会社ユーシン 534,100 683,200

ＳＰＫ株式会社 159,236 109,674

その他 52,169 132,434

合計 745,505 925,309

 

　株式は主に取引・協業関係、金融取引関係の維持・強化等を目的として保有しているため、その他の包括利益を

通じて公正価値で測定する資本性金融資産に指定しております。
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12．有形固定資産

(1）増減表

　有形固定資産の増減明細は、以下のとおりであります。

前連結会計年度（自 2017年１月１日　　至 2017年12月31日）

（単位：千円）
 

 
建物及び
構築物

運搬具
工具、器具
及び備品

土地 合計

期首残高 136,636 15,615 183,580 90,918 426,750

個別取得 36,952 － 47,620 － 84,572

企業結合による取得 6,512 － 66,564 － 73,076

売却及び処分 △1,816 － △1,112 △50,000 △52,928

減価償却費 △16,944 △3,685 △83,962 － △104,591

振替 △2,133 － － － △2,133

在外営業活動体の換算差額 － － 2 － 2

期末残高 159,208 11,931 212,691 40,918 424,747

 

当連結会計年度（自 2018年１月１日　　至 2018年12月31日）

（単位：千円）
 

 
建物及び
構築物

運搬具
工具、器具
及び備品

土地 合計

期首残高 159,208 11,931 212,691 40,918 424,747

個別取得 52,836 5,719 110,902 － 169,456

売却及び処分 △11,612 － △707 － △12,318

減価償却費 △22,283 △4,542 △88,943 － △115,769

振替 △665 － △22,808 － △23,473

在外営業活動体の換算差額 － － △3 － △3

期末残高 177,483 13,107 211,132 40,918 442,641
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　各年度における有形固定資産の取得原価、減価償却累計額及び減損損失累計額並びに帳簿価額は、以下のとお

りであります。

（単位：千円）
 

 
建物及び
構築物

運搬具
工具、器具
及び備品

土地 合計

前連結会計年度(2017年12月31日)

取得原価

 

375,337

 

22,064

 

1,050,959

 

40,918

 

1,489,278

減価償却累計額及び

減損損失累計額
△216,129 △10,133 △838,268 － △1,064,530

帳簿価額 159,208 11,931 212,691 40,918 424,747

当連結会計年度(2018年12月31日)

取得原価
402,842 27,782 1,099,448 40,918 1,570,990

減価償却累計額及び

減損損失累計額
△225,358 △14,675 △888,316 － △1,128,349

帳簿価額 177,483 13,107 211,132 40,918 442,641

 

　有形固定資産の減価償却費は、連結損益計算書の「売上原価」及び「販売費及び一般管理費」に含まれており

ます。

 

　なお、有形固定資産の帳簿価額の中にはリース資産の帳簿価額（前連結会計年度末127,479千円、当連結会計

年度末120,278千円）が含まれており、その内訳は主に工具、器具及び備品であります。
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13．のれん及び無形資産

(1）増減表

　のれん及び無形資産の増減明細は、以下のとおりであります。

　前連結会計年度（自 2017年１月１日　　至 2017年12月31日）

（単位：千円）
 

 のれん
無形資産

ソフトウエア 顧客関連資産 その他 合計

期首残高 10,031,002 1,142,446 － － 1,142,446

内部開発 － 1,226,409 － － 1,226,409

企業結合による取得 1,708,038 46,761 1,148,000 2,972 1,197,733

償却費 － △526,181 △47,833 14 △574,000

減損損失 － △9,900 － － △9,900

その他の増減 － △100 － － △100

期末残高 11,739,040 1,879,435 1,100,167 2,986 2,982,588

 

　当連結会計年度（自 2018年１月１日　　至 2018年12月31日）

（単位：千円）
 

 のれん
無形資産

ソフトウエア 顧客関連資産 その他 合計

期首残高 11,739,040 1,879,435 1,100,167 2,986 2,982,588

内部開発 － 2,316,551 － 13,000 2,329,551

償却費 － △577,552 △114,800 － △692,352

その他の増減 － 13,434 － 14 13,448

期末残高 11,739,040 3,631,868 985,367 16,000 4,633,235

 

　各年度におけるのれん及び無形資産の取得原価、償却累計額及び減損損失累計額並びに帳簿価額は、以下のとお

りであります。

（単位：千円）
 

 のれん
無形資産

ソフトウエア 顧客関連資産 その他 合計

前連結会計年度(2017年12月31日)

取得原価

 

11,739,040

 

8,484,778

 

1,148,000

 

2,986

 

9,635,763

償却累計額及び減損損失累計額 － △6,605,342 △47,833 － △6,653,175

帳簿価額 11,739,040 1,879,435 1,100,167 2,986 2,982,588

当連結会計年度(2018年12月31日)

取得原価

 

11,739,040

 

10,807,686

 

1,148,000

 

16,000

 

11,923,853

償却累計額及び減損損失累計額 － △7,175,818 △162,633 － △7,290,618

帳簿価額 11,739,040 3,631,868 985,367 16,000 4,633,235

　無形資産の償却費は、連結損益計算書の「売上原価」及び「販売費及び一般管理費」に含まれております。
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(2）重要なのれん及び無形資産

　連結財政状態計算書に計上されているのれんは、2009年にアイ・ティー・エックス株式会社の子会社として事

業を行っていた株式会社ブロードリーフの経営陣が、シー・ビー・ホールディングス株式会社を受皿会社として

実施したMBOにより発生したもの（前連結会計年度末10,031,002千円、当連結会計年度末10,031,002千円）及び

前連結会計年度に行った株式会社タジマの企業結合により発生したもの（前連結会計年度末1,708,038千円、当

連結会計年度末1,708,038千円）であります。

　連結財政状態計算書上に計上されている無形資産は、前連結会計年度において主なものは、株式会社タジマの

企業結合により発生した顧客関連資産及びクラウド技術を採用した次世代ソフトウエアの開発にかかるソフトウ

エアであり、その帳簿価額は、それぞれ1,100,167千円、765,226千円であります。当連結会計年度末において主

なものは、リアルタイムでの処理が可能なクラウド・データ基盤のシステムの開発にかかるソフトウエアであ

り,その帳簿価額は2,098,787千円であります。

 

(3）のれんの減損テスト

　企業結合で発生したのれんは、取得日に企業結合から利益がもたらされる資金生成単位に配分しております。

　資金生成単位ののれんの回収可能価額は、使用価値により測定しております。

　使用価値の見積りに用いた主な仮定は、成長率及び割引率であります。

　使用価値の算定に用いるキャッシュ・フロー予測は、過去の経験と外部からの情報を反映させて作成され、経

営者によって承認された３カ年の計画を基礎とし、成長率は、資金生成単位の属する産業等を勘案して当社につ

いては0.0％（前連結会計年度：0.0％）、株式会社タジマについては△1.5％（前連結会計年度：△1.0％）で推

移すると設定して算定しております。

　また、割引率については、当該資金生成単位の税引前加重平均資本コストを基礎として、当社については

11.7％（前連結会計年度：11.8％）、株式会社タジマについては20.3％（前連結会計年度：19.6％）を使用して

おります。

　当社については、当連結会計年度末において回収可能価額が帳簿価額を12,440,983千円（前連結会計年度：

7,281,034千円）上回っておりますが、仮に割引率が8.4％（前連結会計年度:5.7％）上昇した場合には、あるい

は成長率が4.5％（前連結会計年度:3.1％）減少した場合には、帳簿価額が回収可能価額を上回ることになりま

す。

　株式会社タジマについては、当連結会計年度末において回収可能価額が帳簿価額を159,132千円（前連結会計

年度：172,657千円）上回っておりますが、仮に割引率が2.0％（前連結会計年度:4.5％）上昇した場合には、あ

るいは成長率が0.9％（前連結会計年度:1.6％）減少した場合には、帳簿価額が回収可能価額を上回ることにな

ります。
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14．リース取引

(1）ファイナンス・リース

　将来の最低支払リース料総額及びその現在価値は、以下のとおりであります。

（単位：千円）

 
前連結会計年度

（2017年12月31日）
当連結会計年度

（2018年12月31日）

最低支払リース料総額

１年以内

 

52,088

 

62,912

１年超５年以内 86,241 85,082

合計 138,329 147,993

将来財務費用 1,234 705

最低支払リース料総額の現在価値 137,095 147,288

 

　いくつかの契約には更新又は購入選択権を含んでおります。

　また、サブリース契約、未払変動リース料及びエスカレーション条項（リース契約金額の引き上げを定めた条

項）並びにリース契約によって課された制限（配当、追加借入及び追加リースに関する制限など）はありませ

ん。

 

(2）オペレーティング・リース

　解約不能オペレーティング・リース契約の下での将来の最低支払リース料は、以下のとおりであります。

（単位：千円）

 
前連結会計年度

（2017年12月31日）
当連結会計年度

（2018年12月31日）

１年以内 130,616 352,587

１年超５年以内 133,788 66,985

合計 264,404 452,272

 

　費用として認識したリース料については、注記23「費用の性質別内訳」の賃借料をご参照ください。

　いくつかの契約には更新又は購入選択権を含んでおります。

　また、サブリース契約、未払変動リース料及びエスカレーション条項（リース契約金額の引き上げを定めた条

項）並びにリース契約によって課された制限（配当、追加借入及び追加リースに関する制限など）はありませ

ん。
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15．法人所得税

(1）繰延税金資産及び繰延税金負債

　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳及び増減は、以下のとおりであります。

前連結会計年度（自　2017年１月１日　至　2017年12月31日）

（単位：千円）
 

 
2017年
１月１日

純損益として
認識

その他の
包括利益として

認識
企業結合

2017年
12月31日

繰延税金資産

未払事業税

 

50,611

 

2,324

 

－

 

－

 

52,935

未払費用 20,319 △6,476 － － 13,843

未払従業員賞与 40,080 36,923 － － 77,003

株式報酬取引 － 48,623 － － 48,623

有形固定資産及び無形資産 34,976 △46,552 － 77,779 66,203

退職給付にかかる負債 － 1,549 △1,088 78,126 78,587

税務上の繰越欠損金 － 50,005 － 151,969 201,974

その他 68,027 5,123 － 11,365 84,515

合計 214,013 91,518 △1,088 319,240 623,683

繰延税金負債

資産除去債務

 

△5,772

 

△3,821

 

－

 

△619

 

△10,212

有形固定資産及び無形資産 △15,070 21,371 － △397,208 △390,907

資本性金融資産 △19,419 △3,121 △12,685 － △35,224

その他 △1,929 1,543 － － △386

合計 △42,189 15,971 △12,685 △397,827 △436,729

繰延税金資産の純額 171,824 107,490 △13,772 △78,587 186,954
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当連結会計年度（自　2018年１月１日　至　2018年12月31日）

（単位：千円）
 

 
2018年
１月１日

純損益として
認識

その他の
包括利益として

認識

2018年
12月31日

繰延税金資産

未払事業税

 

52,935

 

22,723

 

－

 

75,658

未払費用 13,843 31,056 － 44,899

未払従業員賞与 77,003 121,574 － 198,577

株式報酬取引 48,623 52,523 － 101,146

有形固定資産及び無形資産 66,203 △17,102 － 49,101

退職給付にかかる負債 78,587 △5,862 △4,790 67,935

税務上の繰越欠損金 201,974 △14,564 － 187,410

その他（注） 61,244 10,981 － 77,225

合計 600,412 201,328 △4,790 796,951

繰延税金負債

資産除去債務

 

△10,212

 

△121

 

－

 

△10,333

有形固定資産及び無形資産 △390,907 33,516 － △357,391

資本性金融資産 △35,224 － △27,627 △62,851

その他 △386 2,778 － 2,392

合計 △436,729 36,172 △27,627 △428,183

繰延税金資産の純額 163,683 237,500 △32,416 368,767

（注）2018年１月１日現在の残高には、IFRS第15号の適用開始の影響が含まれております。影響額については、

注記「２．作成の基礎（5）会計方針の変更」をご参照ください。

 

　繰延税金資産の認識にあたり、将来加算一時差異、将来課税所得計画及びタックスプランニングを考慮してお

ります。

 

　各年度における連結財政状態計算書上で繰延税金資産が認識されていない、将来減算一時差異及び税務上の繰

越欠損金の内訳は、以下のとおりであります。

（単位：千円）
 

 
前連結会計年度

（2017年12月31日）
当連結会計年度

（2018年12月31日）

将来減算一時差異 456,602 466,859

税務上の繰越欠損金 313,859 322,035
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　各年度における連結財政状態計算書上で繰延税金資産が認識されていない、税務上の繰越欠損金の失効期限別

内訳は、以下のとおりであります。

（単位：千円）
 

 
前連結会計年度

（2017年12月31日）
当連結会計年度

（2018年12月31日）

１年目 23,109 37,688

２年目～５年目 258,643 257,102

５年超 32,107 27,245

合計 313,859 322,035

　当社グループが一時差異の解消時期をコントロールでき、かつ予見可能な期間内で一時差異が解消しない可能

性が高い場合には、当該一時差異に関連する繰延税金負債を認識しておりません。

 

(2）法人所得税費用

　法人所得税費用の内訳は、以下のとおりであります。

（単位：千円）
 

 
前連結会計年度

（自　2017年１月１日
至　2017年12月31日）

当連結会計年度
（自　2018年１月１日
至　2018年12月31日）

当期税金費用 1,164,842 1,687,122

繰延税金費用 △107,490 △237,500

法人所得税費用合計 1,057,351 1,449,621

 

(3）実効税率の調整表

　当社は、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、海外子会社についてはその所在地における法人税等

が課されております。

 

　法定実効税率と平均実際負担税率との差異について、原因となった主要な項目の内訳は、以下のとおりであり

ます。

（単位：％）
 

 
前連結会計年度

（自　2017年１月１日
至　2017年12月31日）

当連結会計年度
（自　2018年１月１日
至　2018年12月31日）

法定実効税率 30.9 30.9

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.3 2.8

住民税均等割等 0.6 0.5

未認識の繰延税金資産の増減 1.6 1.1

税率変更による影響額 0.0 △0.1

その他 0.0 0.1

平均実際負担税率 35.4 35.3
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16．営業債務及びその他の債務

　営業債務及びその他の債務の内訳は、以下のとおりであります。

（単位：千円）
 

 
前連結会計年度

（2017年12月31日）
当連結会計年度

（2018年12月31日）

買掛金 573,153 661,238

未払金 2,892,031 2,962,427

前受金 2,130,552 －

合計 5,595,736 3,623,665

 

営業債務及びその他の債務は、償却原価で測定する金融負債に分類しております。

 

17．有利子負債

　有利子負債の内訳は、以下のとおりであります。

（単位：千円）
 

 
前連結会計年度
(2017年12月31日)

当連結会計年度
(2018年12月31日)

平均利率
（％）

返済期限

１年以内返済予定の長期借入金 624,000 316,000 0.5％ －

リース債務 21,323 62,551 0.9％ －

長期借入金 345,350 － 0.5％ －

長期リース債務 115,772 84,738 0.8％
2020年１月31日～

2022年12月31日

合計 1,106,445 463,288 － －

流動負債 645,323 378,551 － －

非流動負債 461,122 84,738 － －

合計 1,106,445 463,288 － －

　平均利率は期末残高に対する各々の約定利率によっております。

　有利子負債は、償却原価で測定する金融負債に分類しております。

 

18．その他の負債

　その他の負債の内訳は、以下のとおりであります。

（単位：千円）
 

 
前連結会計年度

（2017年12月31日）
当連結会計年度

（2018年12月31日）

未払費用 130,037 314,624

未払従業員賞与 249,524 645,921

未払消費税等 162,499 186,198

損害補償損失引当金 20,745 20,948

従業員有給休暇債務 22,119 21,464

その他 － 27,563

合計 584,924 1,216,718

流動負債 584,924 1,216,718

合計 584,924 1,216,718
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19．引当金

引当金の内訳及び増減は、以下のとおりであります。

  （単位：千円）

 資産除去債務 合計

2018年１月１日 139,786 139,786

期中増加額 7,945 7,945

割引計算による期間利息費用 910 910

目的使用による減少額 △15,435 △15,435

2018年12月31日 133,207 133,207

 

引当金の連結財政状態計算書における内訳は以下のとおりであります。

 

 
前連結会計年度

（2017年12月31日）

当連結会計年度

（2018年12月31日）

流動負債 － －

非流動負債 139,786 133,207

合計 139,786 133,207

 

資産除去債務には、当社グループが使用する賃貸借事務所等に対する原状回復義務に備え、過去の原状回復

実績に基づき将来支払うと見込まれる金額を計上しております。これらの費用は、事務所等に施した内部造作

の耐用年数を考慮して決定した使用見込期間経過後に支払われると見込んでおりますが、将来の事業計画等に

より影響を受けます。
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20．資本及びその他の資本項目

(1）授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数及び発行済株式総数の増減は、以下のとおりであります。

なお、株式はすべて権利内容に何ら限定のない無額面の普通株式であります。

（単位：株）

 
前連結会計年度

（自　2017年１月１日
至　2017年12月31日）

当連結会計年度
（自　2018年１月１日
至　2018年12月31日）

授権株式数   

普通株式 160,000,000 320,000,000

   

発行済株式総数   

期首残高 48,948,400 48,948,400

増加（注） － 48,948,400

期末残高 48,948,400 97,896,800

（注）当連結会計年度の発行済株式数の増加は、取締役会決議に基づき2018年４月１日を効力発生日とした普通株式１

株につき２株の株式分割による増加であります。

 

(2）自己株式

　各連結会計年度における自己株式数の期中増減は、以下のとおりであります。

（単位：株）

 
前連結会計年度

（自　2017年１月１日
至　2017年12月31日）

当連結会計年度
（自　2018年１月１日
至　2018年12月31日）

期首残高 3,939,268 4,674,068

増加（注）１ 797,500 6,297,568

減少（注）２ 62,700 383,300

期末残高（注）３ 4,674,068 10,588,336

（注）１．前連結会計年度の自己株式の増加は、取締役会決議に基づく市場買付による増加797,500株であります。当

連結会計年度の自己株式の増加は、取締役会決議に基づく株式分割による増加5,297,568株及び取締役会決

議に基づく市場買付による増加1,000,000株であります。

２．前連結会計年度の自己株式の減少は、ブロードリーフ社員持株会専用信託から従業員持株会への株式の売却

による減少56,700株及び新株予約権の行使による減少6,000株であります。当連結会計年度の自己株式の減

少は、ブロードリーフ社員持株会専用信託から従業員持株会への株式の売却による減少5,700株、株式給付

信託（BBT)による給付に伴う減少2,800株及び新株予約権の行使による減少374,800株であります。

３．前連結会計年度末における自己株式数については、ブロードリーフ社員持株会専用信託、株式給付信託

（BBT)、及び株式給付信託（J-ESOP)が所有する当社株式1,869,700株を含めて記載しております。当連結会

計年度末における自己株式については、株式給付信託（BBT)及び株式給付信託（J-ESOP)が所有する当社株

式3,725,200株を含めて記載しております。

 

当社はストック・オプション制度を採用しており、その権利行使に伴う株式の交付に自己株式を充当してお

ります。なお、契約条件及び金額等は、注記「29．株式に基づく報酬」に記載しております。

 

(3）資本剰余金

　資本剰余金は、資本準備金及びその他の資本剰余金から構成されております。

　日本における会社法では、株式の発行に対しての払込み又は給付の２分の１以上を資本金に組み入れ、残りは

資本剰余金に含まれている資本準備金に組み入れることが規定されております。
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(4）利益剰余金

利益剰余金は利益準備金及びその他の利益剰余金から構成されております。

日本における会社法では、剰余金の配当として支出する金額の10分の１を、資本準備金及び利益準備金の合計

額が資本金の４分の１に達するまで資本準備金又は利益準備金として積み立てることが規定されております。
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21．配当金

(1）配当金支払額

　前連結会計年度（自　2017年１月１日　至　2017年12月31日）

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

2017年３月28日

定時株主総会

（注）１，２

普通株式 586,694 12.5 2016年12月31日 2017年３月29日

2017年８月４日

取締役会

（注）１，３

普通株式 507,540 11.0 2017年６月30日 2017年９月19日

（注）１．2016年12月17日を効力発生日として普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。１株当たり配当

額は株式分割後の配当額であります。

２．配当金の総額には、ブロードリーフ社員持株会専用信託、株式給付信託（BBT）及び株式給付信託（J－

ESOP）が保有する当社株式に対する配当金24,080千円が含まれております。

３．配当金の総額には、ブロードリーフ社員持株会専用信託、株式給付信託（BBT）及び株式給付信託（J-

ESOP）が保有する当社株式に対する配当金20,846千円が含まれております。

 

　当連結会計年度（自　2018年１月１日　至　2018年12月31日）

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

2018年３月27日

定時株主総会

（注）１

普通株式 507,584 11.0 2017年12月31日 2018年３月28日

2018年８月３日

取締役会

（注）２，３

普通株式 500,663 5.5 2018年６月30日 2018年９月19日

（注）１．配当金の総額には、ブロードリーフ社員持株会専用信託、株式給付信託（BBT）及び株式給付信託（J－

ESOP）が保有する当社株式に対する配当金20,567千円が含まれております。

２．2018年４月１日を効力発生日として普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。１株当たり配当

額は株式分割後の配当額であります。

３．配当金の総額には、株式給付信託（BBT）及び株式給付信託（J-ESOP）が保有する当社株式に対する配当金

20,489千円が含まれております。

 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　前連結会計年度（自　2017年１月１日　至　2017年12月31日）

決議 株式の種類 配当金の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

2018年３月27日

定時株主総会

（注）

普通株式 利益剰余金 507,584 11.0 2017年12月31日 2018年３月28日

（注）配当金の総額には、ブロードリーフ社員持株会専用信託、株式給付信託（BBT）及び株式給付信託(J-ESOP)が保

有する当社株式に対する配当金20,567千円が含まれております。

 

　当連結会計年度（自　2018年１月１日　至　2018年12月31日）

決議 株式の種類 配当金の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

2019年３月28日

定時株主総会

（注）

普通株式 利益剰余金 591,719 6.5 2018年12月31日 2019年３月29日

（注）配当金の総額には、株式給付信託（BBT）及び株式給付信託(J-ESOP)が保有する当社株式に対する配当金24,214

千円が含まれております。
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22．売上収益

(1) 売上収益の分解

分野別に分解した収益及び収益認識の時期による収益の分解は以下のとおりであります。

 

 
当連結会計年度

（自　2018年１月１日
至　2018年12月31日）

分野別  

システム販売 14,206,092

システムサポート 1,313,963

ネットワークサービス 5,765,047

合計 21,285,103

収益認識の時期  

一時点で移転される財又はサービス 15,301,629

一定の期間にわたり移転される財又はサービス 5,983,474

合計 21,285,103

 

(2) 契約残高

  （単位：千円）

 2018年１月１日 2018年12月31日

「営業債権及びその他の債権」

に含まれる債権
4,822,925 4,378,656

契約負債 2,130,552 1,616,791

 

契約負債は、主に顧客からの前受金に関するものであります。

当連結会計年度の契約負債の重大な変動は、収益認識による減少580,797千円であります。

 

(3) 残存履行義務に配分した取引価格

残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は以下のとおりであります。

 （単位：千円）

 
当連結会計年度

（2018年12月31日）

１年以内 522,790

１年超３年以内 766,659

３年超 264,382

合計 1,553,831

 

上記の金額には、顧客との契約から生じる全ての対価が含まれております。

 

当社グループはIFRS第15号第121項の実務上の便法を適用し、当初の予想残存期間が１年以内の残存履行義務

に関する情報は開示していません。

 

(4) 契約コストから認識した資産

当社グループは主に販売契約を獲得するために仲介業者に支払った増分手数料及び契約事務に係る直接費用の

うち、回収可能であると見込まれる部分を資産として認識しております。

当連結会計年度において契約コストから認識した資産は84,740千円であります。

 

契約コストから認識した資産の償却額は、当連結会計年度において、36,072千円であり、減損損失は生じてお

りません。

なお、当社グループはIFRS第15号第94項の実務上の便法を適用し、償却期間が１年以内である場合には、契約

獲得の増分コストを発生時に費用として認識しております。
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23．費用の性質別内訳

各連結会計年度の売上原価、販売費及び一般管理費の内訳のうち主な項目は、以下のとおりであります。

（単位：千円）
 

 
前連結会計年度

（自　2017年１月１日
至　2017年12月31日）

当連結会計年度
（自　2018年１月１日
至　2018年12月31日）

商品売上原価 2,551,441 2,858,507

従業員給付費用 6,089,401 6,970,460

賃借料 980,533 1,039,269

旅費及び交通費 703,480 769,311

研究開発費 126,731 188,760

減価償却費及び償却費 678,591 844,193
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24．退職給付

当社及び一部の連結子会社では、従業員の退職給付に充てるため、確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用し

ており、ほぼすべての従業員が対象となっております。給付額は、退職時の給付水準、勤務期間等の要因により決

定されます。退職給付制度債務は割引率等の様々な年金数理計算上の仮定に基づき測定されるため、それらの仮定

の変動によるリスクに晒されております。

 

(1）確定給付制度

①　確定給付制度債務の調整表

確定給付制度債務と連結財政状態計算書に計上された確定給付負債及び資産の純額との関係は以下のとおり

であります。

（単位：千円）

 
前連結会計年度

（2017年12月31日）
当連結会計年度

（2018年12月31日）

退職給付制度債務（制度資産なし） 227,131 196,345

連結財政状態計算書上の退職給付に係る負債 227,131 196,345

 

②　確定給付制度債務の現在価値の調整表

確定給付制度債務の現在価値の増減は以下のとおりであります。

（単位：千円）

 
前連結会計年度

（自　2017年１月１日
至　2017年12月31日）

当連結会計年度
（自　2018年１月１日
至　2018年12月31日）

確定給付制度債務の現在価値の期首残高 － 227,131

企業結合による影響額 225,798 －

勤務費用 11,792 25,844

利息費用 450 1,008

実績の修正により生じた数理計算上の差異 △3,143 △13,843

過去勤務費用 － △4,215

給付支払額 △7,765 △39,580

確定給付制度債務の現在価値の期末残高 227,131 196,345

 

③　主な数理計算上の仮定

数理計算に用いた主な仮定は以下のとおりであります。

 前連結会計年度

（2017年12月31日）

当連結会計年度

（2018年12月31日）

割引率 0.5％ 0.5％

 

④　感応度分析

数理計算に用いた割引率が0.5％変動した場合に、確定給付制度債務の現在価値に与える影響は以下のとお

りであります。この分析は、他のすべての変数が一定であると仮定していますが、実際には他の仮定の変化が

感応度分析に影響する可能性があります。

（単位：千円）

 前連結会計年度

（2017年12月31日）

当連結会計年度

（2018年12月31日）

割引率が0.5％上昇した場合 △10,067 △8,590

割引率が0.5％低下した場合 10,843 9,245

 

(2）確定拠出制度

確定拠出制度に関して費用として認識した金額は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ

465,197千円、582,630千円であります。
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25．その他の営業費用

各連結会計年度のその他の営業費用の内訳は、以下のとおりであります。

（単位：千円）

 
前連結会計年度

（自　2017年１月１日
至　2017年12月31日）

当連結会計年度
（自　2018年１月１日
至　2018年12月31日）

減損損失 9,900 －

その他 7,271 25,057

合計 17,171 25,057

 

26．金融収益及び金融費用

　各連結会計年度の金融収益の内訳は、以下のとおりであります。

（単位：千円）
 

 
前連結会計年度

（自　2017年１月１日
至　2017年12月31日）

当連結会計年度
（自　2018年１月１日
至　2018年12月31日）

受取利息   

償却原価で測定する金融資産 1,379 1,085

受取配当金   

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する

資本性金融資産
3,098 3,194

その他の金融収益   

純損益を通じて公正価値で測定する

負債性金融資産
11,041 7,973

合計 15,517 12,252

 

　各連結会計年度の金融費用の内訳は、以下のとおりであります。

（単位：千円）
 

 
前連結会計年度

（自　2017年１月１日
至　2017年12月31日）

当連結会計年度
（自　2018年１月１日
至　2018年12月31日）

支払利息   

償却原価で測定する金融負債 5,541 4,111

その他の金融費用   

純損益を通じて公正価値で測定する

負債性金融資産
3,000 －

その他 9,500 8,256

合計 18,041 12,367
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27．その他の包括利益

各連結会計年度のその他の包括利益の各項目の期中の変動額は、以下のとおりであります。

（単位：千円）
 

 
前連結会計年度

（自　2017年１月１日
至　2017年12月31日）

当連結会計年度
（自　2018年１月１日
至　2018年12月31日）

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する

資本性金融資産の公正価値の純変動
  

当期発生額 28,546 88,754

税効果額 △12,685 △27,627

純額 15,861 61,128

確定給付制度の再測定   

当期発生額 3,143 13,843

税効果額 △1,088 △4,790

純額 2,056 9,053

在外営業活動体の換算差額   

当期発生額 △6,210 △8,270

純額 △6,210 △8,270

持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する

持分
  

当期発生額 7,732 △4,774

純額 7,732 △4,774

その他の包括利益合計 19,438 57,136

 

28．連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報

(1) 財務活動に係る負債の変動額は、以下のとおりであります。

前連結会計年度（自　2017年１月１日　至　2017年12月31日）

（単位：千円）
 

 2017年１月１日
キャッシュ・フ
ローを伴う変動

キャッシュ・フローを伴わない変動

2017年12月31日
企業結合による
変動

その他

長期借入金 1,637,200 △667,850 － － 969,350

リース債務 90,252 △46,130 68,358 24,616 137,095

合計 1,727,452 △713,980 68,358 24,616 1,106,445

 

当連結会計年度（自　2018年１月１日　至　2018年12月31日）

（単位：千円）
 

 2018年１月１日
キャッシュ・フ
ローを伴う変動

キャッシュ・フローを伴わない変動

2018年12月31日
企業結合による
変動

その他

長期借入金 969,350 △653,350 － － 316,000

リース債務 137,095 △59,559 － 69,752 147,288

合計 1,106,445 △712,909 － 69,752 463,288
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(2) 非資金取引

各年度の非資金取引は、以下のとおりであります。

（単位：千円）

 

前連結会計年度

（自　2017年１月１日

至　2017年12月31日）

当連結会計年度

（自　2018年１月１日

至　2018年12月31日）

ファイナンス・リース取引による資産の取得 22,818 64,656

 

29．株式に基づく報酬

当社グループは株式に基づく報酬として、ストック・オプション制度及び株式給付信託制度を採用しておりま

す。

前連結会計年度及び当連結会計年度において、当社グループが認識したストック・オプションに関連する費用に

重要性はありません。

なお、当社は、2016年12月17日を効力発生日とした普通株式１株につき２株の株式分割を、また2018年４月１日

を効力発生日とした普通株式１株につき２株の株式分割をそれぞれ実施しており、各連結会計年度のストック・オ

プションについては、当該株式分割調整後の数値を記載しております。

 

(1）ストック・オプション制度（持分決済型）

(a) 移行日より前に権利確定していないストック・オプション制度

①　株式報酬制度の内容

　本制度は、中長期的な当社グループの業績拡大及び企業価値増大を目指すにあたり、当社グループ中期経

営計画の達成に対する意欲及び士気を向上させることを目的として、当社の取締役及び執行役員に対して、

有償で新株予約権を発行するものであります。取締役及び執行役員から受取る新株予約権の対価は、権利確

定条件を考慮した新株予約権の付与日の公正価値に基づいています。

 

 付与数（株) 付与日 行使期間 行使価格 権利確定条件

2014年ストック・オプション 2,956,800 2014年５月15日
2015年４月30日～

2018年４月27日
403円 （注）

（注）新株予約権者は、2014年12月期及び2016年12月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載さ

れる監査済みの連結損益計算書（連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書）において、営業利益が次の

各号に掲げる条件を満している場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として

本新株予約権を行使することができる。

(ⅰ)2014年12月期の営業利益が40億円以上の場合

新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/4を2015年４月30日から2018年４月27日までの期間に

行使することができる。

(ⅱ)2016年12月期の営業利益が70億円以上の場合

新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の3/4を2017年４月30日から2018年４月27日までの期間に

行使することができる。
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②　ストック・オプション数の変動及び加重平均行使価格

 

前連結会計年度
（自　2017年１月１日
至　2017年12月31日）

当連結会計年度
（自　2018年１月１日
至　2018年12月31日）

株数（株)
加重平均行使価格

（円）
株数（株)

加重平均行使価格
（円）

期首未行使残高 737,200 403 708,800 403

付与 － － － －

行使 △4,000 403 △708,800 403

失効 △24,400 403 － －

満期消滅 － － － －

期末未行使残高 708,800 403 － －

期末行使可能残高 708,800 403 － －

 

　権利行使されたストック・オプションの行使日における加重平均株価は、前連結会計年度562円、当連結

会計年度611円であります。

 

(b) 移行日より前に権利確定しているストック・オプション制度

　次のストック・オプション制度は移行日より前に権利確定しており、IFRS第２号「株式に基づく報酬」を適

用しておりません。

①　株式報酬制度の内容

本制度は、中長期的な当社グループの業績拡大への意欲及び士気を向上させることを目的として、当社の

取締役及び従業員（執行役を含む）に対して無償にて発行するものであります。

 

 付与数（株) 付与日 行使期間 行使価格

2010年ストック・オプション 2,766,000 2010年４月９日
2010年４月10日～

2020年３月24日
125円

（注）移行日現在、すべての新株予約権は権利確定済みであります。

 

②　ストック・オプション数の変動及び加重平均行使価格

 

前連結会計年度
（自　2017年１月１日
至　2017年12月31日）

当連結会計年度
（自　2018年１月１日
至　2018年12月31日）

株数（株）
加重平均行使価格

（円）
株数（株）

加重平均行使価格
（円）

期首未行使残高 72,800 125 64,800 125

付与 － － － －

行使 △8,000 125 △36,800 125

失効 － － － －

満期消滅 － － － －

期末未行使残高 64,800 125 28,000 125

期末行使可能残高 64,800 125 28,000 125

 

　権利行使されたストック・オプションの行使日における加重平均株価は、前連結会計年度452円、当連結

会計年度569円であります。
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(2）株式給付信託制度（持分決済型）

(a) 取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度（BBT）

当社グループは、当社の取締役及び執行役員（以下「取締役等」という。）に対して取締役等の報酬と当社

グループの業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する

意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board Benefit

Trust））」（以下「本制度」という。）を導入しております。

 

①　株式報酬費用

当該株式報酬制度に関して計上された費用は、前連結会計年度122,872千円、当連結会計年度131,168千円

であります。

 

②　株式報酬制度の内容

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、当社の取締役等に対し

て、当社取締役会が定める役員株式給付規程に従って、役位、業績達成度等に応じて当社株式及び当社株式

を時価で換算した金額相当の金銭（以下「当社株式等」という。）が信託を通じて給付される業績連動型の

株式報酬制度です。なお、取締役等が当社株式の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時といた

します。

本制度においては、取締役等にポイントを付与し、そのポイントに応じて取締役等に当社株式の給付を行

います。ポイントの付与は役員株式給付規程に基づいて開催される評価報酬委員会において、業績達成度等

を検討して決定されるもので、付与日に権利確定します。

 

③　付与したポイントの公正価値

付与したポイントの前連結会計年度及び当連結会計年度の加重平均公正価値は、それぞれ472円、511円で

あります。

公正価値はブラック・ショールズ・モデルで算定した公正価値を参照して測定されております。同モデル

で使用した仮定は以下のとおりであります。

 

前連結会計年度

（自 2017年１月１日

至 2017年12月31日）

当連結会計年度

（自 2018年１月１日

至 2018年12月31日）

株価 553円 592円

予想ボラティリティ（注） 46.2％ 44.6％

予想残存期間 8.1年 7.4年

予想配当率 2.0％ 2.0％

リスクフリーレート 0.03％ △0.06％

（注）予想ボラティリティは、予想残存期間に対応する期間に対応する過去の日次株価を基にして算定して

おります。

 

④　ポイントの期中増減

（単位：ポイント）

 

前連結会計年度

（自 2017年１月１日

至 2017年12月31日）

当連結会計年度

（自 2018年１月１日

至 2018年12月31日）

期首残高 － 260,296

付与 260,296 256,799

行使 － △3,500

失効 － －

期末未行使残高 260,296 513,595

期末行使可能残高 260,296 513,595
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(b) 従業員に対する株式給付信託（J-ESOP）

当社グループは、当社グループの株価や業績と当社の従業員の処遇の連動性をより高め、経済的な効果を株

主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めるため、従業員に対して当

社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭（以下「当社株式等」という。）を給付するインセン

ティブプラン「株式給付信託（J-ESOP）」（以下「本制度」という。）を導入しております。

 

①　株式報酬費用

当該株式報酬制度に関して計上された費用は、前連結会計年度35,925千円、当連結会計年度75,646千円であ

ります。

 

②　株式報酬制度の内容

本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした従業員に対し当社株式等を給

付する仕組みです。当社グループは、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件

により受給権の取得をしたときに当該付与ポイントに相当する当社株式等を給付します。従業員に対し給付

する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するもの

といたします。

 

③　付与したポイントの公正価値

付与したポイントの前連結会計年度及び当連結会計年度の加重平均公正価値は、それぞれ521円、557円で

あります。

公正価値はブラック・ショールズ・モデルで算定した公正価値を参照して測定されております。同モデル

で使用した仮定は以下のとおりであります。

 

前連結会計年度

（自 2017年１月１日

至 2017年12月31日）

当連結会計年度

（自 2018年１月１日

至 2018年12月31日）

株価 553円 592円

予想ボラティリティ（注） 42.0％ 42.0％

予想残存期間 3.0年 3.0年

予想配当率 2.0％ 2.0％

リスクフリーレート △0.10％ △0.15％

（注）予想ボラティリティは、予想残存期間に対応する期間に対応する過去の日次株価を基にして算定して

おります。

 

④　ポイントの期中増減

（単位：ポイント）

 

前連結会計年度

（自 2017年１月１日

至 2017年12月31日）

当連結会計年度

（自 2018年１月１日

至 2018年12月31日）

期首残高 － 275,816

付与 275,816 320,208

行使 － －

失効 － △9,344

期末未行使残高 275,816 586,680

期末行使可能残高 － －
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(3）信託型従業員持分インセンティブ・プラン（現金決済型）

　当社グループは、当社グループ社員（以下「社員」という。）に対する当社の中長期的な企業価値向上へのイ

ンセンティブの付与を目的として、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」（以下「本プラン」とい

う。）を導入しております。

 

①　株式報酬制度の内容

本プランは、「ブロードリーフ社員持株会」（以下「持株会」という。）に加入するすべての社員を対象と

するインセンティブ・プランです。本プランでは、当社が信託銀行に「ブロードリーフ社員持株会専用信託」

（以下「従持信託」という。）を設定し、従持信託は、本プランを導入後信託期間中に持株会が取得すると見

込まれる数の当社株式を予め取得いたします。その後は、従持信託から持株会に対して継続的に当社株式の売

却が行われるとともに、信託終了時点で従持信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式売却益

相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。従持信託は、2014年２月13日に開始し、

2018年２月28日に終了しております。

 

②　株式に基づく報酬取引から生じた負債

2017年12月31日および2018年12月31日時点においては、本株式報酬から生じた負債に重要性はありません。
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30．金融商品

(1）資本管理

　当社グループは、お客様とともにカーオーナーへ常に新たなサービスを提供し、中長期的な成長による企業価

値の向上を目指しております。中長期的な成長につながる外部資源の獲得等の事業投資を機動的に実施すべく、

十分な資金調達余力の確保が必要であると認識しております。そのため、当社グループは将来の事業投資に向け

て財務の健全性・柔軟性の確保、及び資本収益性のバランスある資本構成の維持を目指しております。当社グ

ループは有利子負債から現金及び現金同等物を控除した純負債、及び資本(親会社の所有者に帰属する部分)を管

理対象としており、各連結会計年度末時点の残高は、以下のとおりであります。

（単位：千円）

 
前連結会計年度

（2017年12月31日）
当連結会計年度

（2018年12月31日）

有利子負債 1,106,445 463,288

現金及び現金同等物 5,970,318 5,626,723

純負債 △4,863,872 △5,163,435

資本（親会社の所有者に帰属する持分） 19,737,424 21,033,424

 

(2）信用リスク

①　信用リスク管理

信用リスクは、顧客が契約上の債務に関して債務不履行になり、当社グループに財務上の損失を発生させる

リスクであり、当社グループは営業債権、その他の償却原価で測定する金融資産及び金融保証契約について信

用リスクにさらされております。当該リスクに対応するため当社グループでは取引限度規定に沿ってリスク低

減を図るとともに、期日経過管理を行い信用状況を把握する体制をとっております。

営業債権は多数の取引先により構成されているため、期日経過情報に応じてグルーピングした上で、過去の

貸倒実績等を考慮して予想信用損失を測定しております。

その他の償却原価で測定する金融資産については、期日経過情報や債務者の経営成績などを踏まえて、当初

認識時点からの信用リスクの著しい増加があるかどうかを検討しております。なお、営業債権及びその他の償

却原価で測定する金融資産については、損失評価引当金として貸倒引当金を計上しております。

金融保証契約は、顧客に対して行っている債務保証契約であり、過去の損害補償実績等を考慮して予想信用

損失を測定しております。保証債務については、損失評価引当金として損害補償損失引当金を計上しておりま

す。

予想信用損失の測定には、過去の損失実績に現在及び将来の経済状況の予測を反映させております。

 

当社グループの信用リスクに対する最大エクスポージャーは、償却原価で測定する金融資産は、注記「９．

営業債権及びその他の債権」及び注記「11．その他の金融資産」に記載の帳簿価額であり、保証債務に係る信

用リスクの最大エクスポージャーは、注記「33．偶発負債」に記載のとおりであります。

なお、特段の管理を有する信用リスクの過度の集中はありません。

 

②　信用リスク・エクスポージャー

営業債権に係る信用リスク・エクスポージャーは、以下のとおりであります。

 

 
前連結会計年度

（2017年12月31日）
当連結会計年度

（2018年12月31日）

期日未経過 4,720,583 4,307,861

期日経過 ３か月未満 21,484 41,268

期日経過 ３ヶ月以上1年未満 61,126 7,310

期日経過 １年超 26,306 32,464

合計 4,829,499 4,388,903
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保証債務に係る信用リスク・エクスポージャーについては、注記「33．偶発負債」に記載のとおりでありま

す。

その他の償却原価で測定する金融資産は、当初認識時点からの信用リスクの著しい増加はありません。信用

リスク・エクスポージャーは、注記「11．その他の金融資産」に記載のとおりであります。

 

③　損失評価引当金の増減

各連結会計年度の予想信用損失に係る損失評価引当金の増減は、以下のとおりであります。

なお、その他の償却原価で測定する金融資産は当初認識時点からの信用リスクの著しい増加がないことか

ら、損失評価引当金は認識しておりません。

（単位：千円）

 

前連結会計年度
（自　2017年１月１日
至　2017年12月31日）

当連結会計年度
（自　2018年１月１日
至　2018年12月31日）

12ヶ月予想信用損失

（注）１

全期間予想信用損失

（注）２

12ヶ月予想信用損失

（注）１

全期間予想信用損失

（注）２

期首残高 23,861 9,413 20,745 34,521

繰入 24,607 32,185 20,902 35,769

企業結合 － 21,270 － －

直接償却による使用 △27,723 △2,284 △20,699 △2,654

戻入 － △26,061 － △27,947

期末残高 20,745 34,521 20,948 39,690

（注）１．12ヶ月予想信用損失は、保証債務に係る信用損失であります。

２．全期間予想信用損失は、営業債権に係る信用損失であります。

 

(3）流動性リスク

　当社グループの営業債務や借入金等については、流動性リスクにさらされております。当社グループでは、資

金繰計画を作成するなどの方法により管理し、金融機関とのコミットメント・ラインの設定により流動性を確保

しております。

 

　各連結会計年度末時点の金融負債の満期分析は、以下のとおりであります。

　なお、特段の管理を有する流動性リスクの過度の集中はありません。

　リース債務の期日別内訳については、注記「14．リース取引」をご参照ください。

　保証債務については、注記「33．偶発負債」をご参照ください。

 

　前連結会計年度（2017年12月31日）

（単位：千円）

 帳簿価額
契約上の
キャッシュ
・フロー

1年以内
1年超
2年以内

2年超
3年以内

3年超
4年以内

4年超
5年以内

5年超

営業債務及びその他の債務 3,465,184 3,465,184 3,465,184 － － － － －

１年内返済予定の長期借入金 624,000 628,700 628,700 － － － － －

長期借入金 316,000 317,580 － 317,580 － － － －

その他の金融負債 83,140 83,140 83,140 － － － － －

（注）ブロードリーフ社員持株会専用信託における借入金29,350千円は、最終返済期日以前の返済予定額が見込めない

ため、含めておりません。
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　当連結会計年度（2018年12月31日）

（単位：千円）

 帳簿価額
契約上の
キャッシュ
・フロー

1年以内
1年超
2年以内

2年超
3年以内

3年超
4年以内

4年超
5年以内

5年超

営業債務及びその他の債務 3,623,665 3,623,665 3,623,665 － － － － －

１年内返済予定の長期借入金 316,000 317,580 317,580 － － － － －

その他の金融負債 72,820 72,820 72,820 － － － － －

 

　各連結会計年度末時点のコミットメント・ライン総額、及び借入実行残高は、以下のとおりであります。

（単位：千円）

 
前連結会計年度

（2017年12月31日）
当連結会計年度

（2018年12月31日）

コミットメント・ライン総額 2,000,000 2,000,000

借入実行残高 － －

未実行残高 2,000,000 2,000,000

 

(4）市場リスク

　市場リスクとは、為替リスク、金利リスク及び資本性金融資産の価格変動リスクであり、当社グループの利益

又はその保有する金融商品の公正価値に影響を及ぼすものであります。

 

(a) 為替リスク

為替リスクは、当社グループの機能通貨以外の通貨による取引から生じます。当社グループの営業活動にお

いては、重要な外貨建取引がないことから、重要な為替リスクにはさらされておりません。利益が変動します

が、その影響は当社グループにとって重要なものではないと考え、為替の感応度分析は行っておりません。

 

(b) 金利リスク

当社グループの有利子負債の一部は変動金利であるため、金利の変動リスクにさらされております。現状に

おいても金利支払が当社グループの資本及び純損益に与える影響は小さく、現在の金利リスクは当社グループ

にとって重要なものではないと考えているため、金利感応度分析は行っておりません。

 

(c) 資本性金融資産の価格変動リスク

①　株価変動リスク管理

当社グループは、資本性金融資産から生じる株価変動リスクにさらされております。短期トレーディング目

的で保有する資本性金融資産はなく、ビジネス戦略を円滑に遂行するために保有しております。

当社グループは、資本性金融資産について、定期的に公正価値や発行体の財務状況等を把握し、各主管部署

において、取引先企業との関係を勘案し、必要により保有の見直しを図ることとしております。

 

②　株価変動感応度分析

当社グループの資本性金融資産の価格変動リスクに対する感応度分析は、以下のとおりであります。

この分析は、他の変数が一定であると仮定した上で、上場株式の株価が1％下落した場合にその他の包括利

益（税効果考慮後）に与える影響を示しております。

（単位：千円）

 
前連結会計年度

（自　2017年１月１日
至　2017年12月31日）

当連結会計年度
（自　2018年１月１日
至　2018年12月31日）

その他の包括利益（税効果考慮後） △6,791 △7,408

 

EDINET提出書類

株式会社ブロードリーフ(E27361)

有価証券報告書

 92/116



(5）金融商品の帳簿価額及び公正価値

　前連結会計年度末及び当連結会計年度末における金融商品の公正価値と連結財政状態計算書上の帳簿価額は、

以下のとおりであります。

　なお、連結財政状態計算書において公正価値で測定する金融商品については、公正価値と帳簿価額が一致する

ことから含めておりません。

　また、公正価値と帳簿価額が合理的に近似している金融商品も含めておりません。

（単位：千円）

 

前連結会計年度
（2017年12月31日）

当連結会計年度
（2018年12月31日）

帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値

有利子負債     

長期借入金（注） 969,350 971,821 316,000 315,485

（注）　１年内に返済又は償還予定の残高を含んでおります。

 

　長期借入金のうち、変動金利によるものの公正価値については、短期間で市場金利が反映されるため、帳簿価

額に近似しております。固定金利によるものの公正価値については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を

行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値に基づき算定しております。

　長期借入金の公正価値ヒエラルキーはレベル２に分類しております。

 

(6）金融商品の公正価値ヒエラルキー

　当初認識後に経常的に公正価値で測定する金融商品は、測定に使用したインプットの観察可能性及び重要性に

応じて、公正価値ヒエラルキーを以下の３つのレベルに分類しております。

 

レベル１： 活発な市場における公表価格により測定された公正価値

レベル２： レベル１以外の、観察可能な価格を直接又は間接的に使用して算出された公正価値

レベル３： 観察可能な市場データに基づかないインプットを含む、評価技法から算出された公正価値

 

　前連結会計年度（2017年12月31日）

（単位：千円）

 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

金融資産     

純損益を通じて公正価値で測定する負債性金融資産     

投資事業有限責任組合への出資 － － 73,568 73,568

その他の金融資産 － － 13,028 13,028

小計 － － 86,596 86,596

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産     

株式 710,731 － 34,774 745,505

小計 710,731 － 34,774 745,505

合計 710,731 － 121,370 832,101
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　当連結会計年度（2018年12月31日）

（単位：千円）

 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

金融資産     

純損益を通じて公正価値で測定する負債性金融資産     

投資事業有限責任組合への出資 － － 62,141 62,141

その他の金融資産 － － 13,028 13,028

小計 － － 75,169 75,169

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産     

株式 800,224 － 125,084 925,309

小計 800,224 － 125,084 925,309

合計 800,224 － 200,254 1,000,478

 

　レベル３に分類される金融商品は、純損益を通じて公正価値で測定する負債性金融資産及びその他の包括利益

を通じて公正価値で測定する資本性金融資産のうち、活発な市場における公表価格が入手できない金融商品であ

ります。公正価値を算定するに際しては、投資先の将来キャッシュ・フロー情報、１株当たり修正純資産価値情

報、第三者による評価等を利用し、適切な評価技法を使用しております。その結果は適切な権限者がレビュー及

び承認しております。

 

　各連結会計年度のレベル３に分類された金融商品の増減は、以下のとおりであります。

（単位：千円）

 
前連結会計年度

（自　2017年１月１日
至　2017年12月31日）

当連結会計年度
（自　2018年１月１日
至　2018年12月31日）

期首残高 114,843 121,370

利得及び損失合計   

純損益（注）１ 8,041 7,973

その他の包括利益（注）２ △12,141 －

購入 31,028 113,550

その他 △20,400 △42,640

期末残高 121,370 200,254

（注）１．純損益を通じて公正価値で測定する負債性金融資産に関するものであり、連結損益計算書の「金融収益」及

び「金融費用」に含まれております。なお、前連結会計年度末及び当連結会計年度末現在で保有している負

債性金融資産に関連する純損益は全額未実現損益であります。

２．その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産に関するものであり、連結包括利益計算書の

「その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産の公正価値の純変動」に含まれております。
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31．重要な子会社

当連結会計年度末時点の主要な子会社の状況は、以下のとおりであります。

名称 所在地
資本金又は
出資金

議決権の所有割合(％)

前連結会計年度

（2017年12月31日）

当連結会計年度

（2018年12月31日）

株式会社タジマ 日本 50百万円

 
100 100

株式会社SpiralMind 日本 100百万円

 
100 100

博乐得信息科技（合肥）有限公司 中国
11,502

千人民元
100 100

北京盛源博乐信息科技有限公司 中国
2,040

千人民元
100 100

Broadleaf I.T. Solutions Inc. フィリピン
75,000

千フィリピンペソ
100 100

 

32．関連当事者

(1)関連当事者との取引

主要な関連当事者との重要な取引は該当ありません。

 

主要な関連当事者に対する債権及び債務はありません。

 

(2)主要な経営幹部に対する報酬

各連結会計年度の当社グループの主要な経営幹部に対する報酬は、以下のとおりであります。

（単位：千円）

 
前連結会計年度

（自　2017年１月１日
至　2017年12月31日）

当連結会計年度
（自　2018年１月１日
至　2018年12月31日）

報酬及び賞与 180,268 229,270

株式に基づく報酬 60,053 61,611

合計 240,321 290,881

 

33．偶発負債

保証債務

　当社グループは、当社システムをリースにより購入した顧客の未経過リース料の一部について債務保証を行っ

ております。

　当該顧客がリース料支払義務の履行を怠った場合、当社グループはリース会社との契約に従い、損害を補償す

る義務が発生することとなります。補償内容は、当社顧客のリース料支払遅延に起因する残存リース料の買戻、

及び顧客の倒産等における損害補償であり、連結会計年度末日にリース会社が保有するリース総債権残高に一定

の料率を乗じた金額が、翌年度の当社グループの保証債務の限度額となります。

 

　各連結会計年度末時点の保証債務限度額は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

（2017年12月31日）
当連結会計年度

（2018年12月31日）

一般顧客 12,238社 296,928千円 11,697社 295,015千円

 

　上記保証債務のうち、損失が見込まれるものに対しては、損害補償損失引当金を計上しております。引当金の

残高については、注記「30．金融商品　(2)信用リスク」をご参照ください。
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（２）【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上収益 （千円） 4,432,827 10,089,720 15,103,511 21,285,103

税引前四半期（当期）利益 （千円） 266,602 1,547,784 2,701,297 4,105,244

親会社の所有者に帰属する

四半期（当期）利益
（千円） 141,951 998,211 1,745,426 2,655,622

基本的１株当たり四半期

（当期）利益
（円） 1.61 11.39 19.94 30.36

 

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

基本的１株当たり四半期

利益
（円） 1.61 9.81 8.56 10.43

（注）当社は、2018年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、当連結会計年度の期首に

当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益を算定しております。
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】
 

  （単位：千円）

 
前事業年度

(2017年12月31日)
当事業年度

(2018年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,969,767 4,857,120

受取手形 59,814 76,751

売掛金 ※１ 3,085,788 ※１ 2,475,671

商品 76,571 177,348

貯蔵品 8,595 16,103

前払費用 223,911 242,141

繰延税金資産 203,953 407,843

未収入金 ※１ 1,492,142 ※１ 1,618,155

その他 ※１ 39,011 ※１ 67,730

貸倒引当金 △5,943 △6,773

流動資産合計 10,153,613 9,932,092

固定資産   

有形固定資産   

建物 129,802 157,989

構築物 709 586

車両運搬具 11,930 8,246

工具、器具及び備品 68,408 82,302

リース資産 64,562 44,241

土地 40,918 40,918

有形固定資産合計 316,332 334,283

無形固定資産   

のれん 8,024,801 7,356,068

ソフトウエア 1,840,045 3,509,950

その他 － 67,000

無形固定資産合計 9,864,847 10,933,018

投資その他の資産   

投資有価証券 797,690 989,306

関係会社株式 2,084,536 2,084,536

関係会社出資金 22,500 0

関係会社長期貸付金 60,000 60,000

従業員に対する長期貸付金 2,114 1,542

長期未収入金 59,245 59,245

破産更生債権等 9,114 12,786

長期前払費用 7,971 15,752

敷金及び保証金 359,932 381,285

繰延税金資産 2,200 18,213

その他 21,587 21,587

貸倒引当金 △100,810 △112,584

投資その他の資産合計 3,326,083 3,531,672

固定資産合計 13,507,263 14,798,974

資産合計 23,660,876 24,731,067
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  （単位：千円）

 
前事業年度

(2017年12月31日)
当事業年度

(2018年12月31日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 539,889 593,042

1年内返済予定の長期借入金 624,000 316,000

リース債務 21,323 16,887

未払金 2,463,929 2,623,256

未払費用 128,175 250,885

未払法人税等 799,452 1,234,176

未払消費税等 142,706 160,831

前受金 51,593 62,959

預り金 110,909 135,706

賞与引当金 249,524 625,921

損害補償損失引当金 20,744 20,947

その他 － 27,314

流動負債合計 5,152,249 6,067,930

固定負債   

長期借入金 345,350 －

リース債務 48,370 31,482

株式給付引当金 139,646 286,736

資産除去債務 124,798 132,113

固定負債合計 658,165 450,333

負債合計 5,810,415 6,518,263

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,147,905 7,147,905

資本剰余金   

資本準備金 7,147,905 7,147,905

その他資本剰余金 － 62,292

資本剰余金合計 7,147,905 7,210,197

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 6,199,668 7,214,290

利益剰余金合計 6,199,668 7,214,290

自己株式 △2,731,384 △3,496,275

株主資本合計 17,764,093 18,076,118

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 79,298 136,685

評価・換算差額等合計 79,298 136,685

新株予約権 7,068 －

純資産合計 17,850,461 18,212,803

負債純資産合計 23,660,876 24,731,067
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②【損益計算書】
 

  （単位：千円）

 
前事業年度

(自　2017年１月１日
　至　2017年12月31日)

当事業年度
(自　2018年１月１日
　至　2018年12月31日)

売上高 ※１ 17,219,712 ※１ 19,012,853

売上原価 4,390,457 4,781,218

売上総利益 12,829,255 14,231,634

販売費及び一般管理費 ※１,※２ 10,080,569 ※１,※２ 10,733,343

営業利益 2,748,686 3,498,291

営業外収益   

受取利息 ※１ 738 ※１ 688

受取配当金 3,097 3,194

受取補償金 3,305 2,319

受取報奨金 12,839 11,322

投資事業組合運用益 1,734 14,104

その他 ※１ 14,967 ※１ 28,885

営業外収益合計 34,948 60,516

営業外費用   

支払利息 5,162 4,036

損害補償損失引当金繰入額 24,607 20,902

支払手数料 2,000 17,000

その他 6,715 10,039

営業外費用合計 38,484 51,978

経常利益 2,745,150 3,506,828

特別利益   

固定資産売却益 23 －

新株予約権戻入益 234 －

特別利益合計 257 －

特別損失   

固定資産除却損 406 730

固定資産売却損 ※３ 1,490 －

投資有価証券評価損 11,023 －

関係会社出資金評価損 41,125 －

関係会社貸倒引当金繰入額 19,004 8,101

減損損失 9,900 －

特別損失合計 82,949 8,831

税引前当期純利益 2,662,458 3,497,997

法人税、住民税及び事業税 1,222,301 1,721,006

法人税等調整額 △38,593 △245,879

法人税等合計 1,183,708 1,475,127

当期純利益 1,478,750 2,022,869
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【売上原価明細書】

  
前事業年度

（自　2017年１月１日
至　2017年12月31日）

当事業年度
（自　2018年１月１日
至　2018年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（製品売上原価）      

  商品期首たな卸高  50,965  33,313  

　 当期製品製造原価  633,083  668,897  

　 当期商品仕入高  1,946,305  2,377,394  

　 ソフトウエア償却費  412,477  469,026  

　    計  3,042,831  3,548,631  

　 商品期末たな卸高  33,313  136,176  

　 製品売上原価  3,009,518  3,412,455  

      

（商品売上原価）      

 商品期首たな卸高  43,257  43,258  

　 当期商品仕入高  348,144  334,224  

　　　計  391,402  377,482  

　 商品期末たな卸高  43,258  41,172  

 商品売上原価  348,144  336,310  

      

（役務売上原価）      

Ⅰ 労務費 ※１ 225,206 21.8 169,079 16.4

Ⅱ 外注費  316,718 30.7 234,227 22.7

Ⅲ 経費 ※２ 490,869 47.5 629,146 60.9

　 役務売上原価  1,032,794 100.0 1,032,453 100.0

 

　（注）※１．労務費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

  
前事業年度

（自　2017年１月１日
至　2017年12月31日）

当事業年度
（自　2018年１月１日
至　2018年12月31日）

給料及び賞与 （千円） 182,782 128,008

賞与引当金繰入額 （千円） 10,093 16,529

法定福利費 （千円） 29,897 23,103

 

※２．経費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

  
前事業年度

（自　2017年１月１日
至　2017年12月31日）

当事業年度
（自　2018年１月１日
至　2018年12月31日）

旅費及び交通費 （千円） 1,898 1,385

通信費 （千円） 2,528 1,900

減価償却費 （千円） 1,869 519

賃借料 （千円） 24,362 18,043

支払手数料 （千円） 208,887 206,204
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【製造原価明細書】

 
 

 
前事業年度

（自　2017年１月１日
至　2017年12月31日）

当事業年度
（自　2018年１月１日
至　2018年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　労務費 ※２ 557,732 29.1 733,600 25.7

Ⅱ　外注費  1,236,037 64.4 1,944,542 68.2

Ⅲ　経費 ※３ 125,594 6.5 174,609 6.1

当期総製造費用  1,919,364 100.0 2,852,752 100.0

仕掛品期首たな卸高  5,367  －  

　計  1,924,732  2,852,752  

他勘定振替高 ※４ 1,291,648  2,183,854  

当期製品製造原価  633,083  668,897  

 

　（注）１．原価計算の方法

プロジェクト別の個別原価計算によっております。

 

※２．労務費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

  
前事業年度

（自　2017年１月１日
至　2017年12月31日）

当事業年度
（自　2018年１月１日
至　2018年12月31日）

給料及び賞与 （千円） 458,076 555,989

賞与引当金繰入額 （千円） 26,614 76,699

法定福利費 （千円） 67,779 93,750

 

※３．経費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

  
前事業年度

（自　2017年１月１日
至　2017年12月31日）

当事業年度
（自　2018年１月１日
至　2018年12月31日）

旅費及び交通費 （千円） 7,022 8,087

通信費 （千円） 7,237 9,648

減価償却費 （千円） 10,248 12,997

賃借料 （千円） 50,906 76,523

 

※４．他勘定振替高の内訳

  
前事業年度

（自　2017年１月１日
至　2017年12月31日）

当事業年度
（自　2018年１月１日
至　2018年12月31日）

ソフトウエア （千円） 1,179,467 2,022,116

研究開発費 （千円） 112,180 161,737

計 （千円） 1,291,648 2,183,854
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2017年１月１日　至　2017年12月31日）

        （単位：千円）

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計 
資本準備金

その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計
 

繰越利益
剰余金

当期首残高 7,147,905 7,147,905 － 7,147,905 5,816,210 5,816,210 △2,249,888 17,862,132

当期変動額         

剰余金の配当     △1,094,234 △1,094,234  △1,094,234

当期純利益     1,478,750 1,478,750  1,478,750

自己株式の取得       △528,681 △528,681

自己株式の処分   △1,057 △1,057   47,185 46,127

自己株式処分差損
の振替

  1,057 1,057 △1,057 △1,057   

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）

        

当期変動額合計 － － － － 383,457 383,457 △481,496 △98,038

当期末残高 7,147,905 7,147,905 － 7,147,905 6,199,668 6,199,668 △2,731,384 17,764,093

 

    （単位：千円）

 評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計

 
その他有価証
券評価差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 43,999 43,999 7,383 17,913,514

当期変動額     

剰余金の配当    △1,094,234

当期純利益    1,478,750

自己株式の取得    △528,681

自己株式の処分    46,127

自己株式処分差損
の振替

    

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）

35,299 35,299 △314 34,985

当期変動額合計 35,299 35,299 △314 △63,053

当期末残高 79,298 79,298 7,068 17,850,461
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当事業年度（自　2018年１月１日　至　2018年12月31日）

        （単位：千円）

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計 
資本準備金

その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計
 

繰越利益
剰余金

当期首残高 7,147,905 7,147,905 － 7,147,905 6,199,668 6,199,668 △2,731,384 17,764,093

当期変動額         

剰余金の配当     △1,008,247 △1,008,247  △1,008,247

当期純利益     2,022,869 2,022,869  2,022,869

自己株式の取得       △1,005,000 △1,005,000

自己株式の処分   62,292 62,292   240,109 302,402

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）

        

当期変動額合計 － － 62,292 62,292 1,014,622 1,014,622 △764,890 312,024

当期末残高 7,147,905 7,147,905 62,292 7,210,197 7,214,290 7,214,290 △3,496,275 18,076,118

 

    （単位：千円）

 評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計

 
その他有価証
券評価差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 79,298 79,298 7,068 17,850,461

当期変動額     

剰余金の配当    △1,008,247

当期純利益    2,022,869

自己株式の取得    △1,005,000

自己株式の処分    302,402

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）

57,386 57,386 △7,068 50,317

当期変動額合計 57,386 57,386 △7,068 362,342

当期末残高 136,685 136,685 － 18,212,803
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法によっております。

(2）その他有価証券

（時価のあるもの）

　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法

により算定）によっております。

（時価のないもの）

　移動平均法による原価法によっております。

 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1）商品

　移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっ

ております。

(2）製品

　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によってお

ります。

(3）仕掛品

　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によってお

ります。

(4）貯蔵品

　移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっ

ております。

 

３．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

　定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　11～43年

工具、器具及び備品　４～６年

(2）無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法によっております。

　ただし、自社利用目的のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に

よっております。また、市場販売目的のソフトウエアについては、見込販売収益に基づく償却額と残存有効

期間(３年以内)に基づく均等配分額とを比較し、いずれか大きい額を計上しております。

(3）リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(4）のれん

　20年間の均等償却を行っております。

 

４．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち、当事業年度に対応する負担額を計上しておりま

す。

(3）損害補償損失引当金

　損害補償の支払による損失に備えるため、補償履行による損失負担見込額を計上しております。
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(4）株式給付引当金

　株式給付規程に基づく取締役及び従業員等への当社株式等の給付に備えるため、当事業年度末において対

象者に付与されているポイントを基礎とした当社株式等の給付見込額を計上しております。

 

５．収益及び費用の計上基準

　受注制作のソフトウエア開発に係る収益及び費用の計上基準

(1) 当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事

工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

(2) その他の工事

工事完成基準

 

６．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

 

（会計方針の変更）

（従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用）

　「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」（実務対応報告第36

号　平成30年１月12日。以下「実務対応報告第36号」という。）等を2018年４月１日以後適用し、従業員等に

対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引については、「ストック・オプション等に関する会計

基準」（企業会計基準第８号　平成17年12月27日）等に準拠した会計処理を行うことといたしました。

　ただし、実務対応報告第36号の適用については、実務対応報告第36号第10項(3)に定める経過的な取扱いに

従っており、実務対応報告第36号の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与

した取引については、従来採用していた会計処理を継続しております。

 

（表示方法の変更）

（損益計算書）

前事業年度において、「投資事業組合運用損」と相殺し「営業外費用」の「その他」に含めていた「投資事

業組合運用益」は営業外収益の100分の10を超えたため、また、前事業年度において、「営業外費用」の「そ

の他」に含めていた「支払手数料」は営業外費用の100分の10を超えたため、当事業年度よりそれぞれ独立掲

記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っており

ます。

この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた8,715千円は、

「営業外収益」の「投資事業組合運用益」1,734千円、「営業外費用」の「支払手数料」2,000千円及び「営業

外費用」の「その他」6,715千円として組み替えております。
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（追加情報）

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

１．株式給付信託（BBT）

当社は、当社の取締役及び執行役員（以下、「取締役等」といいます。）に対して取締役等の報酬と当社の業

績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるこ

とを目的として、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board Benefit Trust））」（以下、「本制

度」といいます。）を導入しております。

（1）取引の概要

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託（以下、「本信託」という）を通じて取得さ

れ、当社の取締役等に対して、当社取締役会が定める役員株式給付規程に従って、役位、業績達成度等に応じ

て当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭（以下、「当社株式等」という）が信託を通じて給

付される業績連動型の株式報酬制度です。本制度は、役員株式給付規定に基づき、取締役等にポイントを付与

し、そのポイントに応じて、取締役等に当社株式を給付する仕組みです。なお、取締役等が当社株式等の給付

を受ける時期は、原則として取締役等の退任時とします。

（2）信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により純資産の部に自己株

式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前事業年度末364,680千円、1,417,200株

（分割調整後）、当事業年度末363,960千円、1,414,400株であります。

 

２．株式給付信託（J-ESOP）

当社は、当社の株価や業績と当社の従業員の処遇の連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有する

ことにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めるため、従業員に対して当社株式及び当社株式を

時価で換算した金額相当の金銭（以下、「当社株式等」といいます。）を給付するインセンティブプラン「株式

給付信託（J-ESOP）」（以下、「本制度」といいます。）を導入しております。

（1）取引の概要

本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした従業員に対し当社株式等を給付

する仕組みです。当社は、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権

の取得をしたときに当該付与ポイントに相当する当社株式等を給付します。従業員に対し給付する株式につい

ては、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。

（2）信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により純資産の部に自己株

式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前事業年度末609,487千円、2,310,800株

（分割調整後）、当事業年度末609,487千円、2,310,800株であります。
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（貸借対照表関係）

※１　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

 
前事業年度

（2017年12月31日）
当事業年度

（2018年12月31日）

短期金銭債権 16,843千円 91,835千円

短期金銭債務 － 6,399

 

　２　保証債務

　当社システムをリースにより購入した顧客の未経過リース料の一部について債務保証を行っておりま

す。

前事業年度
（2017年12月31日）

当事業年度
（2018年12月31日）

一般顧客12,238社 276,183千円 一般顧客11,697社 274,067千円

 

　（注）上記の保証債務金額は損害補償損失引当金控除後の金額であります。

 

　３　当社は、効率的な運転資金の調達を図るため、取引銀行と金銭消費貸借契約を締結し、コミットメント

ラインを設定しております。この契約に基づく事業年度末の借入実行残高は次のとおりであります。

 
前事業年度

（2017年12月31日）
当事業年度

（2018年12月31日）

コミットメントラインの総額 2,000,000千円 2,000,000千円

借入実行残高 － －

差引額 2,000,000 2,000,000

 

（損益計算書関係）

※１　関係会社との取引

 
前事業年度

（自　2017年１月１日
至　2017年12月31日）

当事業年度
（自　2018年１月１日
至　2018年12月31日）

営業取引による取引高   

売上高 12,023千円 17,147千円

営業費用 1,373 11,606

営業取引以外の取引高 1,285 22,745

 

※２　販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度54.3％、当事業年度57.2％、一般管理費に属する費

用のおおよその割合は前事業年度45.7％、当事業年度42.8％であります。

　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前事業年度

（自　2017年１月１日
　　至　2017年12月31日）

　当事業年度
（自　2018年１月１日

　　至　2018年12月31日）

給料及び手当 3,697,521千円 3,624,065千円

法定福利費 567,766 627,168

賞与引当金繰入額 212,816 532,692

株式給付引当金繰入額 139,646 147,990

旅費及び交通費 701,935 707,972

研究開発費 112,180 161,737

減価償却費 164,708 142,401

のれん償却費 668,733 668,733

賃借料 858,841 839,374
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※３　固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

 
前事業年度

（自　2017年１月１日
至　2017年12月31日）

当事業年度
（自　2018年１月１日
至　2018年12月31日）

建物 1,490千円 －千円

 

（有価証券関係）

　子会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりま

せん。

　なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりです。

 
前事業年度

（2017年12月31日）
当事業年度

（2018年12月31日）

子会社株式 2,084,536千円 2,084,536千円

 

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

（2017年12月31日）
 

当事業年度
（2018年12月31日）

（繰延税金資産）    

未払事業税 52,935千円 74,449千円

未払費用 13,843  43,654

貸倒引当金 32,701  36,545

賞与引当金 77,003  191,657

損害補償損失引当金 6,401  6,414

株式給付引当金 42,759  87,798

減価償却超過額 1,302  3,151

関係会社出資金 61,553  61,553

投資有価証券 42,254  42,254

資産除去債務 38,213  40,453

その他 58,197  91,539

繰延税金資産小計 427,161  679,467

評価性引当額 △176,398  △182,243

繰延税金資産計 250,763  497,224

（繰延税金負債）    

資産除去債務に対応する除去費用 △9,612  △10,194

その他有価証券評価差額 △34,997  △60,973

繰延税金負債計 △44,609  △71,167

繰延税金資産（負債）の純額 206,154  426,057
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

 
前事業年度

（2017年12月31日）
 

当事業年度
（2018年12月31日）

法定実効税率 30.9％  30.9％

（調整）    

永久に損金に算入されない項目

（交際費等）
2.4  4.0

永久に損金に算入されない項目

（のれん償却費）
7.8  5.9

住民税均等割等 2.0  1.3

評価性引当額 1.0  0.2

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 0.0  △0.2

その他 0.4  0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.5  42.2

 

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

区分 資産の種類 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期償却額 当期末残高 減価償却累計額

有形固定資産

建物 129,802 47,289 1,212 17,889 157,989 239,654

構築物 709 － 13 109 586 2,592

車両運搬具 11,930 － － 3,684 8,246 13,817

工具、器具及び備品 68,408 40,324 0 26,431 82,302 649,676

リース資産 64,562 － － 20,321 44,241 171,220

土地 40,918 － － － 40,918 －

計 316,332 87,614 1,226 68,436 334,283 1,076,960

無形固定資産

のれん 8,024,801 － － 668,733 7,356,068 －

ソフトウエア 1,840,045 2,226,411 － 556,507 3,509,950 －

その他 － 67,000 － － 67,000 －

計 9,864,847 2,293,411 － 1,225,240 10,933,018 －

 

（注）「当期増加額」及び「当期減少額」のうち主なものは次のとおりであります。

 

　ソフトウエア 増加 クラウド版整備システム（CSF) 797,579千円

  クラウド共通基盤システム（CCMN) 263,950 

 

【引当金明細表】

（単位：千円）

科目 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

貸倒引当金 106,753 21,201 8,597 119,357

賞与引当金 249,524 625,921 249,524 625,921

損害補償損失引当金 20,744 20,947 20,744 20,947

株式給付引当金 139,646 150,454 3,364 286,736

 

（２）【主な資産及び負債の内容】

　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

（３）【その他】

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社ブロードリーフ(E27361)

有価証券報告書

110/116



第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 毎年１月１日から12月31日まで

定時株主総会 毎事業年度末日の翌日から３ヶ月以内

基準日 毎年12月31日

剰余金の配当の基準日
毎年６月30日

毎年12月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

取扱場所

（特別口座）

東京都中央区八重洲一丁目２番１号

みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部

株主名簿管理人

（特別口座）

東京都中央区八重洲一丁目２番１号

みずほ信託銀行株式会社

取次所 －

買取手数料 無料

公告掲載方法

当会社の公告の方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない

事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新

聞に掲載して行う。

公告掲載ＵＲＬ

https://www.broadleaf.co.jp/company/

株主に対する特典 該当事項はありません。

　（注）　当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨

を定款に定めております。

(1)　会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2)　会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

(3)　株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当を受ける権利
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

（第９期）（自　2017年１月１日　至　2017年12月31日）2018年３月28日関東財務局長に提出。

(2）内部統制報告書及びその添付書類

2018年３月28日関東財務局長に提出。

(3）四半期報告書及び確認書

（第10期第１四半期）（自　2018年１月１日　至　2018年３月31日）2018年５月14日関東財務局長に提出。

（第10期第２四半期）（自　2018年４月１日　至　2018年６月30日）2018年８月10日関東財務局長に提出。

（第10期第３四半期）（自　2018年７月１日　至　2018年９月30日）2018年11月14日関東財務局長に提出。

(4）臨時報告書

2019年３月29日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく

臨時報告書であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書  

 

2019年３月29日
 

株式会社ブロードリーフ
 

 取締役会　御中  

 

 有限責任 あずさ監査法人 

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 川端　美穂

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 田中　徹

 

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ブロードリーフの2018年１月１日から2018年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結

財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結

財務諸表注記について監査を行った。

 

連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第93条の規定により国際会計基準に準拠して連

結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作

成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制

を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、国際会計基準に準拠して、株式会社ブロードリーフ及び連結子会社の2018年12

月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重

要な点において適正に表示しているものと認める。

 

EDINET提出書類

株式会社ブロードリーフ(E27361)

有価証券報告書

114/116



＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ブロードリーフの

2018年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準

に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること

を求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性

に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果

について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、株式会社ブロードリーフが2018年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記

の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財

務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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 独立監査人の監査報告書  

 

2019年３月29日
 

株式会社ブロードリーフ
 

 取締役会　御中  

 

 有限責任 あずさ監査法人 

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 川端　美穂

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 田中　徹

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ブロードリーフの2018年１月１日から2018年12月31日までの第10期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

ブロードリーフの2018年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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